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令 和 ７ 年 ６ 月 

岡 山 短 期 大 学 

 



岡 山 短 期 大 学 評 価 項 目 

 

基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果 

  Ａ 建学の精神 

    Ⅰ-Ａ-１  建学の精神を確立している。 

  Ｂ 教育の効果 

    Ⅰ-Ｂ-１  教育目的・目標を確立している。 

    Ⅰ-Ｂ-２  学習成果を定めている。 

    Ⅰ-Ｂ-３  卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受入れの方針（三

つの方針）を一体的に策定し、公表している。 

  C 社会貢献 

    Ⅰ-Ｃ-1  高等教育機関として地域・社会に貢献している。 

  D 内部質保証 

    Ⅰ-Ｄ-1 自己点検・評価活動等の実施体制を確立し、内部質保証に取り組んでいる。 

    Ⅰ-Ｄ-2 教育の質を保証している。 

基準Ⅱ 教育課程と学生支援 

  Ａ 教育課程 

    Ⅱ-Ａ-１ 卒業認定・学位授与の方針に従って、単位授与、卒業認定や学位授与を適切に行っ

ている。 

    Ⅱ-Ａ-２ 教育課程編成・実施の方針に従って、教育課程を編成している。 

    Ⅱ-Ａ-３ 教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、幅広く深い教養を培うよう編成してい

る。 

    Ⅱ-Ａ-４  教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、職業又は実際生活に必要な能力を育成

するよう編成し、職業教育を実施している。 

  Ｂ 学習成果 

    Ⅱ-Ｂ-１  短期大学及び学科又は専攻課程において、学習成果は明確である。 

    Ⅱ-Ｂ-２ 学習成果の獲得状況を適切に評価している。 

    Ⅱ-Ｂ-３ 学習成果の獲得状況を量的・質的データを用いて測定する仕組みをもっている。 

Ⅱ-Ｂ-４ 学習成果の獲得状況の公表に努めている。 

Ｃ 入学者選抜 

Ⅱ-Ｃ-１ 入学者選抜は、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて実施している。 

Ⅱ-Ｃ-２ 入学者選抜に関する情報を適切に提供している。 

Ｄ 学生支援 

Ⅱ-Ｄ-１ 学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行っている。 

Ⅱ-Ｄ-２  学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織的に行っている。 



Ⅱ-Ｄ-３  進路支援を組織的に行っている。 

基準Ⅲ 教育資源と財的資源 

Ａ 人的資源 

Ⅲ-Ａ-１ 教育課程編成・実施の方針に基づき教員を配置している。 

    Ⅲ-Ａ-２  教員は、教育課程編成・実施の方針に基づき教育研究活動を行っている。 

    Ⅲ-Ａ-３  学習成果の獲得が向上するよう事務職員等を配置している。 

    Ⅲ-Ａ-４ 学習成果の獲得に向けて、教職員の役割や責任を規定している。 

    Ⅲ-Ａ-５  教職員等の資質、教育能力、専門的能力等が向上するよう組織的な研修を実施して

いる。 

Ⅲ-Ａ-６  労働関係法令を遵守し、人事・労務管理を適切に行っている。 

  Ｂ 物的資源 

    Ⅲ-Ｂ-１  教育課程編成・実施の方針に基づき校地、校舎、施設設備、その他の物的資源を整

備、活用している。 

    Ⅲ-Ｂ-２  施設設備の維持管理を適切に行っている。 

  Ｃ 技術的資源をはじめとするその他の教育資源 

    Ⅲ-Ｃ-１  教育課程編成・実施の方針に基づき学習成果を獲得させるために技術的資源を整備

し、有効に活用している。 

  Ｄ 財的資源 

Ⅲ-Ｄ-１ 財的資源を適切に管理している。 

Ⅲ-Ｄ-２ 日本私立学校振興・共済事業団の経営判断指標等に基づき財的資源の実態を把握し、

財政上の安定を確保するよう計画を策定し、管理している。 

基準Ⅳ 短期大学運営とガバナンス 

  Ａ 理事会運営 

Ⅳ-Ａ-１  理事長は、学校法人の運営全般にリーダーシップを適切に発揮している。 

Ⅳ-Ａ-２ 理事会は法令等に基づき開催され、学校法人の意思決定機関として適切に機能して

いる。 

Ⅳ-Ａ-３ 理事は、法令等に基づき適切に構成されている。 

  B 教学運営 

    Ⅳ-Ｂ-１  学習成果を獲得させるために、教学マネジメントの確立に努めている。 

  C ガバナンス 

    Ⅳ-Ｃ-１ 監事は法令等に基づき適切に業務を行っている。 

    Ⅳ-Ｃ-２ 評議員会は法令等に基づき開催され、諮問機関等として適切に運営している。 

Ⅳ-Ｃ-３  会計監査人は法令等に基づき適切に業務を行っている。 

  Ｄ 情報公開 

    Ⅳ-Ｄ-１ 短期大学は、高い公共性と社会的責任を有しており、積極的に情報を公表・公開し

て説明責任を果たしている。 



 

この自己点検・評価報告書は令和６年 4 月から令和７年 3 月までの岡山短期大学の自己点検・評価活動

の結果を記したものである。 

 

令和７年 6 月 

 

理事長 

    原田 俊孝 

 

学 長 

    原田 俊孝 
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基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果 

Ａ 建学の精神 

Ⅰ-Ａ-１  建学の精神を確立している。 

 岡山短期大学の建学の精神は、本学の創立者である原田林市初代理事長・学長が大正 13 年に岡山県浅

口郡鴨方町六条院に設立した「岡山県生石高等女学校」の建学の精神、教育三綱領「自律創生、信念貫

徹、共存共栄」を継承し、本学公式ウェブサイトにおいて次のように示し学内外に表明している。 

 

教育三綱領（1924 年制定）創立者がその私学で養成する人物像を示したものが「建学の精神」です。 岡

山学院大学・岡山短期大学の建学の精神は、「教育三綱領」です。 

教育三綱領を基に、岡山学院大学では管理栄養士、そして岡山短期大学では保育者を育成します。 

「自律創生」 

道徳心を備えた実践的な行動力を修得する。 

「信念貫徹」 

目標を達成する継続的な学びと努力を実践する。 

「共存共栄」 

社会人の基礎力を修得し進んで世界の平和に貢献する。 

この教育三綱領の意味は「人間は信念をもって生きるものであり、信念のない人間は舵のない船のような

ものである。信念とは人間の生きる道であり、道は道路と同じで、必ず踏み行わなければならず、道を行

かなければけがをし、あやまちをする。信念をもって如何なることがあろうとも道をはずさず生きるとの

信念を徹底しなければならない。そして、この道は人間により拓かれ、道徳的理想に向かって人間の本務

を体得するもので、価値としての自我の創造につとめるとともに校風の発展に努力し、更にはその道によ

って世界の人間と交流し、日本国民としての自覚をもって世界の平和に貢献せよ。」ということです。 

 

 教育基本法第 6 条において、「法律に定める学校は、公の性質をもつものであって、国又は地方公共団

体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる」とある。これは、学校の事業の性質

が公のものであり、それが国家公共の福利のためにつくすことを目的とすべきものであって、私のため

に仕えてはならないという考えである。 

同法第 1 条に、「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資

質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」とある。この目的を実現す

るために、同法第 2 条に 5 項目の目標が示されている。すなわち、「一 幅広い知識と教養を身に付け、

真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと」、「二  個人

の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び

生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと」、「三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛

と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する

態度を養うこと」、「四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと」、「五 伝

統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会
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の平和と発展に寄与する態度を養うこと」である。 

また、私立学校法第 1 条には、「この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共

性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする」とある。私立学校の特性を

認めつつ教育基本法に示された教育の目的及び目標と矛盾しないことを求めているのである。 

如上のとおり、本学の建学の精神「教育三綱領」は、本学の自主性を備えつつ教育基本法及び私立学

校法に合致したものであり、法に基づいた公共性を有している。 

 

建学の精神「教育三綱領」は入学式当日に配付する『学生のしおり』（CD-ROM 版）において教育三

綱領と岡山短期大学学歌を示し、さらに学則施行細則第 1 章においても教育三綱領とその説明を示して

いる。学長は入学式の式辞において教育三綱領について述べ、式の最後には新入生、在学生、教職員一

同で教育三綱領が歌詞に挿入されている岡山短期大学学歌を歌う。このようにして入学と同時に新入生、

在学生、教職員一同で建学の精神を共有し、保護者にも周知している。入学後も 1 年前期科目「保育者

基礎演習」において教育三綱領に関する学びがある。また、学外に対しては本学公式ウェブサイト、入

学案内等において教育三綱領を示し、オープンキャンパスや高校教員対象の入試懇談会等の場でも説明

している。 

新年全体会議、幼児教育学科授業担当教員（専任教員・特別専任教員・非常勤教員）会議、新年度準

備会議など全教職員が出席する会議など、機会あるごとに冒頭の学長挨拶において建学の精神に関する

講話があり、教職員間で建学の精神を確認し合い理解を深める場を設けている。日常の学生生活におい

ては教室などに教育三綱領とその解説を掲示して啓発にも努めている。このようにして学生は、学生生

活の様々な場面で建学の精神「教育三綱領」について学び、学内において共有している。 

 

建学の精神の課題 

特になし。 

 

建学の精神の特記事項 

特になし。 

 

Ｂ 教育の効果 

Ⅰ-Ｂ-１  教育目的・目標を確立している。 

本学は「岡山短期大学幼児教育学科の教育方針」を定め、教育理念、教育目標を令和５年度の『学生

のしおり』に明確に示している。 

 

第１章 教育理念および学科の教育目標教育理念 

岡山短期大学の建学の精神「教育三綱領」は、 

自律創生：道徳心を備えた実践的な行動力を修得する。 

信念貫徹：目標を達成する継続的な学びと努力を実践する。 

共存共栄：社会人の基礎力を修得し進んで世界の平和に貢献する。 
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であり、教育理念は、岡山短期大学の教育理念は、学生一人ひとりが強い信念をもち、それぞれが志した

学習目標を達成し、本学で修得した知識、技能および免許・資格を活かした進路を確実に得、本学および

社会の発展に寄与する人材を育てることである。そしてそのために、本学はアセスメント・ポリシーに基

づく高等教育の質保証を図り、保育者養成の教育目標を達成することを使命とする。 

幼児教育学科の教育目標 

幼児教育施設（幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園）の現場で、幼児教育（環境を通して行う教

育）とは何かを考え、「資質・能力」「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を意識し、保育指針の「乳

児・1 歳以上 3 歳未満児の保育」を理解し、乳児期の保育や子どもの育ちをとらえて、幼児期への学びの

連続性を考えることができる保育者を養成する。 

 

本学科の保育者養成の教育目標 

①Society5.0 時代の AI に代表される技術革新の進歩や IoT の広がり、世界のグローバル化や流動化など、

日本社会や世界の状況の 20 年後の将来に対応できる力の基礎を育むことができる保育者を養成する。 

②幼児教育において育みたい「資質・能力」の三つの柱「知識及び技能の基礎」・「思考力、判断力、表現

力等の基礎」・「学びに向かう力、人間性等」を育成することのできる保育者を養成する。 

③幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（10 の姿）「健康な心と体」「自立心」「協同性」「道徳性・規範意

識の芽生え」「社会生活との関わり」「思考力の芽生え」「自然との関わり・生命尊重」「数量や図形、標

識や文字などへの関心・感覚」「言葉による伝え合い」「豊かな感性と表現」を育むことに向けて指導が

できる保育者を養成する。 

④すべての子どもが安心して過ごせるよう、子どもの気持ちに寄り添い、子どもの生活状況や実態に合わ

せて気持ちが前向きになるよう満たすような働きかける養護と幼児教育を一体的に展開するために、保

育の実際を評価し保育を改善し続けることができる保育者を養成する。 

更に、卒業後の目標として、次の公務員となる公務員養成コース、及び Society5.0 時代の保育者となる

Society5.0 保育者養成コースを設ける。 

 

公務員養成コース 

基礎教育科目の「公務員講座（A）」「公務員講座（B）」で公務員試験出題科目を集中的に学習すると共

に、「卒業予備研究」「卒業研究（A)」を通して集中的に公務員試験受験のための社会人基礎力を獲得し公

務員試験に合格する。 

 

Society5.0 保育者養成コース 基礎教育科目の「ソサエティ 5.0 理解」「情報処理基礎」「情報処理演習」

「ICT リテラシー（A）」及び「ICT リテラシー（B）」の学習を通して Society5.0 時代の保育者に必要な

ICT 技術を修得すると共に、「卒業予備研究」「卒業研究（A）」「卒業研究（B）」で「模擬保育室」の

Society5.0 化を研究し Society5.0 時代の保育者になる。 

 

本学は、「岡山短期大学幼児教育学科の教育方針」に基づき、本学の学則施行細則に「教育理念およ

び学科の教育目標」を明確に示し、幼児教育学科が幼稚園教諭および保育士の養成のための学科である

ことを建学の精神に基づき十分に反映させている。 
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学科の教育目的・目標は、様々な機会や場面において学内外に明確に表明している。学内に対しては、

学長は入学式及び卒業式の式辞において、建学の精神である教育三綱領と併せて教育目的・目標につい

て述べている。また、入学式当日に配付する「学生のしおり」には、学則施行細則第 1 章「教育理念お

よび学科の教育目標」第 1 条「教育理念」において、教育目的・目標を明記している。これにより、学

生および保護者は、入学と同時に教育目的・目標を知り意識することができる。学外に対しては、学長

はオープンキャンパスにおいて、建学の精神である教育三綱領と併せて教育目的・目標について述べて

いる。また、本学公式ウェブサイトにおいて、「幼児教育学科の学生の学習成果と三つの方針（卒業認

定・学位授与、教育課程編成・実施、入学者受け入れ）」を公開し、学科教員は入試懇談会や高校訪問

等の場で高等学校教員に対して説明するとともに、進学ガイダンス等の場で本学への進学を検討する高

校生に対して説明している。 

本学は、教育目的・目標に基づく人材養成が地域・社会の要請に応えているかどうかについて、毎月

の学科会議及び FD 会議の中で教育目的・目標を確認するとともに、その妥当性、適切性について専任

教員を中心として話し合い、繰り返し点検している。さらに、前後期の授業実施後にその評価を行う中

で、教育目的・目標に照らして妥当性、適切性を再確認している。また、学外における定期的な点検は、

毎年卒業生の就職先に就職先アンケートを送付し、施設長等から本学の教育目的・目標に基づいた人材

養成が保育現場の要請に応えているかどうかについて率直な意見を聴取したうえで、量的、質的な調査

も実施している。この結果は、12 月に開催する全学 FD・SD ワークショップの場で報告し、外部の評

価者の評価も受けて点検結果を確認している。 

 

Ⅰ-Ｂ-２  学習成果を定めている。 

本学は学生の学習成果を「岡山短期大学幼児教育学科の教育方針」及び「幼児教育学科の学生の学習

成果と三つの方針」として規程整備してある。したがって学習成果は、「学生のしおり」の「学則施行

細則」第１章 教育理念および学科の教育目標の第 1 条において、建学の精神「教育三綱領」、教育理念、

幼児教育学科の教育目標、学生の学習成果、三つの方針（学位授与の方針＆卒業認定、教育課程編成・

実施の方針、入学者受け入れの方針）を建学の精神と一体的に定めている。 

 「学則施行細則」第１章第１条において、幼児教育学科の教育目標①②③④および学生の学習成果で

あるⅠ．専門的学習成果、Ⅱ．汎用的学習成果が示されている。教育目標①②は社会人としての全体的

な能力に関わる教育目標であり、これらは主に汎用的学習成果に、③④は幼児教育者としての専門的能

力に関わる教育目標であり、これらは主に専門的学習成果に対応している。 

 

学生の学習成果 

本学で学ぶ学生の卒業時の学習成果は、建学の精神「教育三綱領」の基に、自律した信念のある社会人

となることである。 学科の専門学習では、Society5.0 時代の現場に即応する保育者（幼稚園教諭・保育

士）になるため、学科の教育課程（基礎教育科目および専門教育科目）の学習をとおして、次の学習成果

を獲得する。 

Ⅰ．専門的学習成果：幼児教育施設（幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園）の現場で、幼児教育

（環境を通して行う教育）とは何かを考え、「資質・能力」「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
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 本学は学生の学習成果を様々な場面において示すようにしている。まず学内に対しては、学長は入学

式の式辞において学習成果について述べている。また、入学式当日に配付する「学生のしおり」には、

前掲の通り学生の学習成果が明記してある。これにより、学生および保護者は、入学と同時に学習成果

を意識することができる。さらにシラバスでは科目レベルの各科目の学習成果が明記されており、その

内容は授業担当者が第 1 回の授業時に学生に対して説明している。シラバスには根拠となる専門的学習

成果や汎用的学習成果の評価をどのように行うのか、その評価方法も明記している。次に学外に対して

は、学科教員がオープンキャンパスにおいて本学で得られる学習成果について述べている。また、本学

公式ウェブサイトにおいて、「幼児教育学科の学生の学習成果と三つの方針」を表明している。学科教

員は入試懇談会や高校訪問等の場で高等学校教員に対して説明するとともに、進学ガイダンス等の場で

本学のブースを来訪する高校生に対して説明している。 

 学校教育法第 108 条において、短期大学は「深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要

な能力を育成することを主な目的とすることができる」とある。本学では学科ＦＤ会議の中で学生の学

習成果を確認するとともに、その妥当性、適切性について主任教授を中心として話し合い、繰り返し点

検している。さらに、前後期の授業実施後の成績評価の中で、学習成果の妥当性、適切性を再確認して

いる。また、12 月に開催される全学 FD・SD ワークショップで、学習成果の点検の過程（PDCA サイ

クル）について外部の評価者による評価を受け、評価に基づいて学習成果を検討している。 

 

Ⅰ-Ｂ-３  卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受入れの方針（三つの方針）

を一体的に策定し、公表している。 

本学は三つの方針を「岡山短期大学幼児教育学科の教育方針」及び「幼児教育学科の学生の学習成果

と三つの方針」として規程整備してある。規程により建学の精神「教育三綱領」、教育理念、幼児教育

学科の教育目標、学生の学習成果、三つの方針を関連付けて一体的に定めた三つの方針は「学生のしお

り」「学則施行細則」第 1 章第 1 条に規定してある。 

次頁表に示すように三つの方針は建学の精神を基盤として、教育目的、教育目標、学生の学習成果と

一体となっている。 

 

卒業認定・学位授与の方針 

学位：短期大学士（幼児教育学） 

Society5.0 時代の現場に即応する保育者になるため、学科の教育課程（基礎教育科目および専門教育科

目）の学習を通して科目の単位を修得し、学則に規定する卒業に必要な単位を修得した者に学位を授与す

る。 卒業認定の際に獲得していることを求める学習成果は次のとおりである。 Society5.0 時代の現場に

を意識し、保育指針の「乳児・１歳以上３歳未満児の保育」を理解し、乳児期の保育や子どもの育ち

をとらえて、幼児期への学びの連続性を考えることができる能力を獲得する。 

Ⅱ．汎用的学習成果：社会人として求められる態度、信念、意見、価値、コミュニケーション能力を獲得

する。 社会人としての責任を果たすために必要な倫理観や価値観、自己管理の能力を、また職業生活

や社会生活で必要な情報リテラシーや数量的スキル、人との関わりに必要な論理的思考、自己表現、

他者理解、問題解決の能力を獲得する。 



－ 6 － 

即応できる保育者に求められる専門的学習成果と社会人・職業人として求められる汎用的学習成果を獲得

している。 

 

教育課程編成・実施の方針 

専門教育科目の編成と実施 

幼稚園教諭二種免許状取得に必要な科目と、保育士資格取得に必要なカリキュラムを編成する。1 学期

に履修科目として登録することができる単位数の上限を 30 単位とするため、基礎教育科目と合わせた単位

の上限を 30 単位とし、可能な限り 25 単位に近づけるように科目を開講する。授業の実施は、専門的学習

成果のみではなく汎用的学習成果をも獲得できるように実施する。 

基礎教育科目の編成と実施  

免許法施行規則の第 66 条の 6 に定める科目と共に、卒業後、公務員となる公務員養成コース及び

Society5.0 時代の保育者となる Society5.0 保育者養成コースに必要な授業科目を編成する。意欲ある学生に

対して図書館司書を取得できる科目を編成し、実施する。 

 

入学者受け入れの方針 

本学に入学する人物には、次のような資質・能力を求める。 

・自分のなりたい保育者像が明確である。 

・子どもが好きで、心身ともに健康で、何事にも積極的である。 

・幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を取得し、卒業後保育者として働く意志が強い。 

・Society5.0 時代に必要なスキルの修得意識が強い。 

・本学での学習に必要な一定水準の学力を身に付けている。 

・体育や図画工作、音楽が好きで、特にピアノについては、基礎技能を身に付けようと努力できる。 

 

 幼児教育学科の学生の学習成果と三つの方針は、理事会、教授会で審議を経て策定してある。これは

第 5 期科学技術基本計画（平成 28 年度から令和 2 年度）において我が国が目指すべき未来社会の姿とし

て提唱された Society5.0 が急速に実現されようとしていることから、幼児教育学科の教育目標を「よき

社会人として時代の進展に対応でき、誰もが快適で活力に満ちた質の高い生活ができる Society5.0 時代

に即応する、保育者を養成する」ことに特化するよう令和元年度から検討を進めたものである。 

Society5.0 では、ビッグデータを踏まえた AI やロボットにより、誰もが快適で活力に満ちた質の高い

生活を送ることができるようになる。これからの保育現場においては、人工知能（AI）を使った子ども

の学習アプリから育児をする際に役立つ人工知能（AI）使った育児ツール、まるで本当の友達のように

なれる人工知能（AI）を搭載した人型ロボットを用いた幼児教育の進展などは新しい時代の子どもたち

の成長を促進させるようになる。またカメラやセンサーを設置し、園内での子どもの様子を送信して保

護者が確認できるようにすることや子どもの成長や保育者の働き方に関するビッグデータを用いて保育

現場の様々な課題を解決することもできるようになる。これらのことから、令和 2 年度から本学で保育

者を目指す学生は、その技術に相応できる情報リテラシー能力と Society5.0 時代に必要な ICT 技術を修

得し、卒業後は Society5.0 保育者として活躍する保育者を養成する Society5.0 保育者養成コースの履修

コースを設けている。 
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また、同時に公務員養成コースの履修コースを設け、『公務員に必須の「一般教養」と「教職教養」

を身に付けることと』『卒業後は公務員保育者として活躍する』ことを目標とすることにした。公務員

は、奉仕の心と向上心を忘れずに、市区町村の職員として自覚と責任を持ちながら、市民のため、市区

町村の発展のために働く職業である。また子ども達を取り巻く環境にも目を向けながら家族支援や、地

域の関わりも大切にしていかなければならない。そのため、1 年前後期で「一般教養」と「教職教養」

を身に付け、2 年前期で社会人基礎力を基にした面接指導を実施する。同時に１年後期から２年前期で

公務員養成ゼミナールを実施し、6 月から 9 月にかけての地方公務員試験の合格を目指す。これにより

公務員保育者に必要な総合力を身につけることができるようになる。次表が実施している建学の精神を

基盤とした教育目的、教育目標、学生の学習成果と三つの方針である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼児教育学科の学生の学習成果と三つの方針 

岡 山 短 期 大 学 幼 児 教 育 学 科 

建学の精神「教育三綱領」  

自律創生：道徳心を備えた実践的な行動力を修得する。 
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広報 

「人は道によって生きるものであり、道は、人が目標を持って作っていくものです。学生は、自分で道を切り拓いて

いきます。」  

信念貫徹：目標を達成する継続的な学びと努力を実践する。  

広報 

「道は道路と同じで、道を通って行かなければ怪我をします。あやまちをおかします。学生は、どんなことがあって

も目標を持って生きるとの信念を貫きます。」  

共存共栄：社会人の基礎力を修得し進んで世界の平和に貢献する。  

広報 

「学生は、道によって社会に対する責任を自覚し、すすんで世界の人と交流し、世界の平和に貢献します。」  

教育理念  

岡山短期大学の教育理念は、学生一人ひとりが強い信念をもち、それぞれが志した学習目標を達成し、本学で修得し

た知識、技能および免許・資格を活かした進路を確実に得、本学および社会の発展に寄与する人材を育てることであ

る。そしてそのために、本学はアセスメント・ポリシーに基づく高等教育の質保証を図り、保育者養成の教育目標を

達成することを使命とする。 

教育目標 

学生の学習成果 

Student Learning 

Outcomes 

三つの方針（３ポリシー） 

広報 

本学は、学生が本学での学習を通して、知り、理解し、行い、実演で

きるようになることを、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリ

シー、アドミッション・ポリシーという三つの方針により、学生が入

学から卒業までに獲得する学習成果を保証しています。 

卒業認定・学位授与 

の方針 

ディプロマ・ポリシ

ー 

教育課程編成・実施 

の方針 

カリキュラム・ポリ

シー 

入学者受入れ 

の方針 

アドミッション・ポ

リシー 

本学科の保育者養成

の教育目標  

広報 

岡山短期大学が目標

とする力 

１．保育現場に即応

する保育者になる力 

２．子どもを教育す

る力 

３．子育てを支援す

る力 

 

  幼児教育施設（幼

広報 

学 生 の 学 習 成 果 と

は、学生が本学での

学 習 を 通 し て 、 知

り、理解し、行い、

実演できるようにな

ることを、専門的な

ものと汎用的なもの

に分けて、卒業時に

獲得する学習成果と

して入学前に表明す

るものです。 

広報 

学生の学習成果に対

応して、卒業時にど

の よ う な 学 位 を 得

て 、 ど の よ う な 免

許 ・ 資 格 を 修 得 で

き、卒業後の進路に

ついての方向を示し

ます。 

学 位 ： 短 期 大 学 士

（幼児教育学） 

Society 5.0 時代の現

場に即応する保育者

広報 

学生の学習成果に対

応して、どのような

カリキュラムで授業

科目を学んで目標と

する学習成果を獲得

す る の か を 示 し ま

す。 

卒業要件として学生

が修得すべき単位数

について、学生が 1

学期に履修科目とし

て登録することがで

広報 

学生の学習成果に対

応して、高等学校で

の学びの評価を含ん

でどのような入学者

を受け入れるかを示

します。 

 

本学に入学する人物

には、次のような資

質・能力を求める。  

・自分のなりたい保

育 者 像 が 明 確 で あ
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稚園、保育所、幼保

連 携 型 認 定 こ ど も

園）の現場で、幼児

教育（環境を通して

行う教育）とは何か

を 考 え 、「 資 質 ・ 能

力」「幼児期の終わり

までに育ってほしい

姿」を意識し、保育

指針の「乳児・１歳

以上３歳未満児の保

育」を理解し、乳児

期の保育や子どもの

育ちをとらえて、幼

児期への学びの連続

性を考えることがで

きる保育者を養成す

る。 

①Society 5.0 時代の

AI に代表される技術

革新の進歩や IoT の

広がり、世界のグロ

ーバル化や流動化な

ど、日本社会や世界

の状況の 20 年後の将

来に対応できる力の

基礎を育むことがで

きる保育者を養成す

る。 

②幼児教育において

育みたい「資質・能

力」の三つの柱「知

識及び技能の基礎」・

「思考力、判断力、

表 現 力 等 の 基 礎 」・

「学びに向かう力、

人間性等」を育成す

ることのできる保育

専門的な学生の学習

成果は、学生が目標

とする力を獲得する

ためのカリキュラム

の学習を通して身に

付ける知識、技能、

能力です。 汎用的な

学生の学習成果は、

社会人として求めら

れる態度、信念、意

見、価値、コミュニ

ケ ー シ ョ ン 能 力 で

す。 

本学で学ぶ学生の卒

業時の学習成果は、

建学の精神「教育三

綱領」の基に、自律

した信念のある社会

人 と な る こ と で あ

る。 学科の専門学習

では、Society 5.0 時

代の現場に即応する

保 育 者 （ 幼 稚 園 教

諭・保育士）になる

ため、学科の教育課

程（基礎教育科目お

よび専門教育科目）

の学習をとおして、

次の学習成果を獲得

する。   Ⅰ．専門的

学習成果 幼児教育施

設 （ 幼 稚 園 、 保 育

所、幼保連携型認定

こ ど も 園 ） の 現 場

で、幼児教育（環境

を通して行う教育）

とは何かを考え、「資

質・能力」「幼児期の

になるため、学科の

教育課程（基礎教育

科目および専門教育

科目）の学習を通し

て科目の単位を修得

し、学則に規定する

卒業に必要な単位を

修得した者に学位を

授与する。 卒業認定

の際に獲得している

ことを求める学習成

果は次のとおりであ

る。 

Society 5.0 時代の現

場に即応できる保育

者に求められる専門

的 学 習 成 果 と 社 会

人・職業人として求

められる汎用的学習

成 果 を 獲 得 し て い

る。 

きる単位数の上限を

30 単位とするため、

基礎教育科目及び専

門教育科目と合わせ

た単位の上限を 30 単

位とし、可能な限り

25 単位に近づけるよ

う に 科 目 を 開 講 す

る。 

専門教育科目の編成

と実施  

幼稚園教諭二種免許

状取得に必要な科目

と、保育士資格取得

に必要なカリキュラ

ムを編成する。  

授業の実施は、専門

的学習成果のみでは

なく汎用的学習成果

をも獲得できるよう

に実施する。  

基礎教育科目の編成

と実施  

免許法施行規則の第

６６条の６に定める

科 目 と 共 に 、 卒 業

後、公務員となる公

務員養成コース及び

Society 5.0 時代の保

育 者 と な る Society 

5.0 保育者養成コース

に必要な授業科目を

編成する。 意欲ある

学生に対して図書館

司書を取得できる科

目を編成し、実施す

る。 

る。 

・子どもが好きで、

心身ともに健康で、

何 事 に も 積 極 的 あ

る。 

・幼稚園教諭免許と

保育士資格の両方を

取得し、卒業後保育

者として働く意志が

強い。 

・Society 5.0 時代に

必要なスキルの修得

意識が強い。 

・本学での学習に必

要な一定水準の学力

を身に付けている。   

・体育や図画工作、

音楽が好きで、特に

ピアノについては、

基礎技能を身に付け

ようと努力できる。 
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者を養成する。 

③幼児期の終わりま

でに育ってほしい姿

（１０の姿）「健康な

心 と 体 」「 自 立 心 」

「協同性」「道徳性・

規範意識の芽生え」

「社会生活との関わ

り 」「 思 考 力 の 芽 生

え 」「 自 然 と の 関 わ

り・生命尊重」「数量

や図形、標識や文字

な ど へ の 関 心 ・ 感

覚」「言葉による伝え

合い」「豊かな感性と

表現」を育むことに

向けて指導ができる

保育者を養成する。   

④すべての子どもが

安心して過ごせるよ

う、子どもの気持ち

に寄り添い、子ども

の生活状況や実態に

合わせて気持ちが前

向きになるよう満た

すような働きかける

養護と幼児教育を一

体的に展開するため

に、保育の実際を評

価し保育を改善し続

けることができる保

育者を養成する。   

更に、卒業後の目標

として、次の、公務

員となる公務員養成

コース、及び Society 

5.0 時代の保育者とな

る Society 5.0 保育者

終わりまでに育って

ほ し い 姿 」 を 意 識

し、保育指針の「乳

児・１歳以上３歳未

満児の保育」を理解

し、乳児期の保育や

子どもの育ちをとら

えて、幼児期への学

びの連続性を考える

ことができる能力を

獲得する。   Ⅱ．汎

用的学習成果 社会人

として求められる態

度、信念、意見、価

値、コミュニケーシ

ョ ン 能 力 を 獲 得 す

る。 社会人としての

責任を果たすために

必要な倫理観や価値

観、自己管理の能力

を、また職業生活や

社会生活で必要な情

報リテラシーや数量

的スキル、人との関

わりに必要な論理的

思考、自己表現、他

者理解、問題解決の

能力を獲得する。 
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養 成 コ ー ス を 設 け

る。 

 

公務員養成コース  

基礎教育科目の「公

務員講座（A）」「公

務員講座（B）」で公

務員試験出題科目を

集中的に学習すると

共 に 、「 卒 業 予 備 研

究 」「 卒 業 研 究

（A)」を通して集中

的に公務員試験受験

のための社会人基礎

力を獲得し公務員試

験に合格する。 

 

Society 5.0 保育者養

成コース  

基礎教育科目の「ソ

サエティ 5.0 理解」

「情報処理基礎」「情

報処理演習」「ICT リ

テラシー（A）」及び

「 ICT リ テ ラ シ ー

（B）」の学習を通し

て Society 5.0 時代の

保育者に必要な ICT

技術を修得すると共

に、「卒業予備研究」

「 卒 業 研 究 （ A ）」

「卒業研究（B）」で

「 模 擬 保 育 室 」 の

Society 5.0 化を研究

し Society 5.0 時代の

保育者になる。 
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三つの方針のうち「卒業認定・学位授与の方針」は、学生が学習成果を獲得したことを認めるものと

なっており短期大学設置基準を遵守している。「卒業認定・学位授与の方針」は、社会的（国際的）な

通用性を確保するため本学が定めた「学習成果を焦点にした質保証のための査定サイクル」の仕組と

「卒業認定・学位授与の方針の PDCA サイクル」によって教育の質保証を図り、点検を定期的に実施し

ている。「入学者受け入れの方針」は学生の履修指導、学習支援の場において生かされると共に学生の

学習成果の獲得ができており、卒業時の高い専門職就職率の維持に反映されている。 

「教育課程編成・実施の方針」は、本学で学生が卒業までに獲得する専門的学習成果と汎用的学習成

果に対応している。学習成果については「学習成果を焦点にした質保証のための査定サイクル」の仕組

と「学習成果の PDCA サイクル」によって教育の質保証を図っている。教員は「卒業認定・学位授与の

方針」が達成できるよう「教育課程編成・実施の方針」に即した担当科目の教育を行っている。また、

「学習成果を焦点にした質保証のための査定サイクル」の仕組と「授業改善の PDCA サイクル」を稼働

させるために、担当科目に「卒業認定・学位授与の方針」に即した成績評価基準を設定しシラバスにも

記載してある。教員は、日々の授業における学習成果の測定と記録により学生の学習成果の獲得状況を

把握し、一層の向上・充実を図っている。本学科の教育課程は、教員の資格・業績を基にした教員配置

となっており、また定期的に見直しをしている。以上により、本学における三つの方針は組織的議論を

重ねて策定し、策定後も点検を受け続けている。また、本学における教育活動は三つの方針をよく踏ま

えたものになっている。 

「卒業認定・学位授与の方針」「教育課程編成・実施の方針」については入学直後の「保育者基礎演

習」の授業においても学生に対してその内容を説明している。また、入学案内、学生募集要項などによ

り学外に対しても表明している。「入学者受け入れの方針」は、本学公式ウェブサイト、入学案内、学

生募集要項などにより内外に明確に示しており、入学者選抜にあたっては方針に即した方法を用いてい

る。「入学者受け入れの方針」は、学生の学習成果、「教育課程編成・実施の方針」、「卒業認定・学位授

与の方針」を明確に示してどのような学生に入学して欲しいかを示すものであり、学校案内および本学

公式ウェブサイトにおいても分かりやすく明示しており外部に対しても適切に表明している。受験希望

者、保護者に対しては、入試事務室が適切に対応している。入学手続者に対しては、「入学前学習」な

どによって入学までに授業や学生生活についての情報を提供する場を設けている。以上により、本学の

三つの方針は学内外に対し明確に表明している。 

 

本学は、平成 20 年度から 24 年度まで、25 年度から 29 年度まで、及び平成 30 年度から令和 4 年度

までの 5 ヵ年の経営改善計画を実施してきた。さらに令和 5 年度から令和 9 年度までの経営改善計画を

実施しているところである。この計画は経営改善プロジェクトチームを理事会で設置して推進してきた。

経営改善計画は、高等教育の現況および将来展望に即した計数管理をするために、学生の学習成果を焦

点にした質保証のための査定サイクルにより高等教育の使命の検証を含めた 5 ヵ年計画を策定し、年度

予算への落とし込みをすることで Plan－Do－Check－Action の体制を確立させるとともに、経営基盤

の安定化を図ることを目標として策定した。査定サイクルは学生の学習成果を焦点とするものであるが、

その前提として建学の精神、教育理念、教育目標、学生の学習成果及び三つの方針の関連性の点検が前

提となる。そのため、本学は建学の精神をこの査定サイクルの中で定期的に点検し確認している。 

 



－ 13 － 

教育の効果の課題 

特になし。 

教育の効果の特記事項 

各教員がシラバスにおいて学科レベル及び科目レベルの学習成果の評価方法を明確に示しており、学

科会議および FD 会議の中でその妥当性を検討し、また毎年の年度末に「幼児教育学科授業担当教員会

議（専任教員・特別専任教員・非常勤教員）」を学長が招集し教育内容の意思統一を図っている。 

教育は、教員およびチームワークの取れた教員団の学生指導と学生支援によって有効なものとなる。

本学科は毎月１回以上、学科会議および FD 会議の議題には必ず学生動向が含まれている。入学者受け

入れ条件に適った学生であっても、入学後に自信をなくしたり将来に不安を抱いたりするものであるが、

出席教員全員で学生一人一人の学習状況や指導方法や支援方法を検討している。次表は令和 6 年度の岡

山短期大学幼児教育学科の学科会議、FD 会議ならびに「幼児教育学科授業担当教員会議（専任教員・

特別専任教員・非常勤教員）」の日程および議題である。なお、以上の会議の議事録については、学科

教員内の議事録担当者が作成し、主任教授による確認が行われたのち、学科教員に Moodle 上で閲覧可

能となるようにしている。 

 

学科会議等の日程および議題 

日程 会議名 議題 

4 月 6 日（土）9：10～ 学科会議 １ 教授会報告 

２ 学事 

①学生状況（1 年生、2 年生） ②実習状況（保・施・幼） 

③主催行事 ④その他（授業等に関して） 

4 月 6 日（土）学科会議終了後 FD 会議 ①授業参観について（授業参観計画（日時等）） ②その他 

5 月 25 日（土）9：10～ 学科会議 １ 教授会報告 

２ 学事 

①学生状況（1 年生、2 年生） ②実習状況（保・施・幼） 

③主催行事 ④その他（授業等に関して） 

5 月 25 日（土）学科会議終了後 FD 会議 ①授業参観について ②ＦＤに関する研究 ③その他 

6 月 15 日（土）9：10～ 学科会議 １ 教授会報告 

２ 学事 

①学生状況（1 年生、2 年生） ②実習状況（保・施・幼） 

③主催行事 ④その他（授業等に関して） 

6 月 15 日（土）学科会議終了後 FD 会議 ①授業参観実施の報告・授業検討会（１） ②その他 

7 月 20 日（土）9：10～ 

 

学科会議 １ 教授会報告 

２ 学事 

①学生状況（1 年生、2 年生） ②実習状況（保・施・幼） 

③主催行事 ④その他（授業等に関して） 

7 月 20 日（土）学科会議終了後 FD 会議 ①授業参観実施の報告・授業検討会（２） ②その他 

8 月 24 日（土）9：10～ 学科会議 １ 教授会報告 
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２ 学事 

①学生状況（1 年生、2 年生） ②実習状況（保・施・幼） 

③主催行事 ④その他（授業等に関して） 

8 月 24 日（土）学科会議終了後 FD 会議 ①「授業」の成立要素としての「教育的関係」 について 

②その他 

9 月 28 日（土）9：10～ 学科会議 １ 教授会報告 

２ 学事 

①学生状況（1 年生、2 年生） ②実習状況（保・施・幼） 

③主催行事 ④その他（授業等に関して） 

9 月 28 日（土）学科会議終了後 FD 会議 ①授業中の教員の発言について（授業アンケート・個人面談をも

とに） 

②その他 

10 月 12 日（土）9：10～ 学科会議 １ 教授会報告 

２ 学事 

①学生状況（1 年生、2 年生） ②実習状況（保・施・幼） 

③主催行事 ④その他（授業等に関して） 

10 月 12 日（土）学科会議終了後 FD 会議 ①令和６年度 FD・SD ワークショップにおける研究内容の確認及

び役割分担について 

②その他 

11 月 9 日（土）9：10～ 学科会議 １ 教授会報告 

２ 学事 

①学生状況（1 年生、2 年生） ②実習状況（保・施・幼） 

③主催行事 ④その他（授業等に関して） 

11 月 9 日（土）学科会議終了後 FD 会議 ①令和６年度 FD・SD ワークショップ 各自の研究分担の進行状

況について 

②その他 

12 月 21 日（土）9：10～ 学科会議 １ 教授会報告 

２ 学事 

①学生状況（1 年生、2 年生） ②実習状況（保・施・幼） 

③主催行事 ④その他（授業等に関して） 

12 月 21 日（土）学科会議終了後 FD 会議 ①令和６年度 FD・SD ワークショップの発表内容についての検討

等について 

②その他 

1 月 18 日（土）9：10～ 学科会議 １ 教授会報告 

２ 学事 

①学生状況（1 年生、2 年生） ②実習状況（保・施・幼） 

③主催行事 ④その他（授業等に関して） 

1 月 18 日（土）学科会議終了後 FD 会議 ①高等教育の質保証について 
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②『令和５年度 自己点検・評価報告書』における「基準Ⅰ 建

学の精神と教育の効果」の自己点検 

2 月 15 日（土）10：45～ 学科会議 １ 教授会報告 

２ 学事 

①学生状況（1 年生、2 年生） ②実習状況（保・施・幼） 

③主催行事 ④その他（授業等に関して） 

2 月 15 日（土）学科会議終了後 FD 会議 ①『令和５年度 自己点検・評価報告書』における「基準Ⅲ 教育

資源と財的資源」「基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス」の自

己点検 

2 月 25 日（火）14：00～15：00 幼 児 教 育 学

科 運 営 に 係

わる会議 

１．学生の現況 ※令和 7 年 2 月 13 日現在 

２．学習支援・学生生活支援等について（フリートーク） 

３．令和 6 年度 シラバスの作成について（シラバス作成規則に

従って作成のこと） 

４．令和 6 年度後期 授業改善 C＆A シートについて（シラバス

チェック規則・授業評価に関する規程に従って作成のこと） 

５．令和 6 年度後期 ルーブリック評価表について（ルーブリッ

ク評価規則に従って作成のこと） 

６．議題の３，４，５について質疑応答 

７．認証評価について 

８．その他 諸連絡 

3 月 8 日（土）9：10～ 学科会議 １ 教授会報告 

２ 学事 

①学生状況（1 年生、2 年生） ②実習状況（保・施・幼） 

③主催行事 ④その他（授業等に関して） 

3 月 8 日（土）学科会議終了後 FD 会議 ①『令和５年度 自己点検・評価報告書』における「基準Ⅱ 基

準Ⅱ 教育課程と学生支援」の自己点検 

 

本学では各学年にクラスメンターを配置しており、学生に対する履修および卒業に至るまでの指導の

強化をこのクラスメンターが中心となって行っている。クラスメンターは各セメスターの開始前には必

ずオリエンテーションを行い「卒業認定・学位授与の方針」が達成できるよう指導している。クラスメ

ンターは学生の学習上の相談に対応し、学習成果の獲得にむけて学習意欲を喚起したり、学生の生活支

援にも対応したりする役割がある。学生生活に関する学生の意見や要望がクラスメンターに寄せられる

こともあるが、学生の対話を重視し、場合によっては学長に報告して調査・改善を図っている。教育の

効果は教員と事務職員等の情報共有、意識共有によってはじめて有効なものとなる。教職協同に関して

は、令和 5 年度より職員の代表も学科会議に出席して情報提供や情報共有を図っている。事務職員は、

SD 委員会で学習成果と三つの方針について共通の理解を図り、それぞれの所属部署において学習成果

の獲得のための支援を行うようにしている。事務職員は、本学の在学生および卒業生の就職状況なども

教職員会議や SD 会議をとおして認識を深めているので学科の教育目標の達成状況をはっきり把握して
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いる。事務職員は、SD 会議で履修の方法や卒業要件など学則および学則施行細則を明確に理解してい

るので学生に対して一本化された学生支援が可能である。また、事務部においては学生サービスに対す

る学生の意見等を汲み上げる仕組みを適切に整備し、大学全体で適切な対応を図っている。 

 

Ｃ 社会貢献 

Ⅰ-Ｃ-1  高等教育機関として地域・社会に貢献している。 

 本学における地域や社会に対する貢献については以下に示すとおりである。 

（１）「おかたんリカレント教育（社会人）」 

岡山県備中県民局の助成事業「子育てカレッジ」の指定を受けた「おかたんリカレント教育（社会

人）」を実施している。令和 6 年度は下表の講座を開催し 4 講座 16 名の受講があった。受講生のうち、

現役保育者に関しては 3 講座に幼稚園・こども園・児童発達支援事業所など幅広い職場から合計 12 名の

参加があった。講義日程及び講義概要は次のとおりである。 

 

「おかたんリカレント教育（社会人）」 講義日程・概要講義 

 
令和 7 年 2 月 22 日（土）（リカレント教育Ⅰ） 令和７年３月１日（土）（リカレント教育Ⅱ） 

9：10 受付 受付 

9：40 

～10：40 

＜リカレント教育Ⅰ‐①＞ 

テーマ：里山遊び入門 

講  師：尾崎 聡 

内 容：「里山イラスト」を描いてイメージをつ

かみましょう。コートを着てあったかくして、ポ

ケットに 非常食をしのばせて、有城の丘の麓を

ミニフィー ルドワークしてみましょう。 

＜リカレント教育Ⅱ‐①＞ 

テーマ：人間の身体の不思議を知ろう！ 

講  師：吉田 升 

内 容：人間の身体は不思議なことがたくさんあり

ます。自分の身体の中、どうなっているか興味あり

ませ んか？みなさんと一緒に人間の身体について

考えていきます。 

10：20 受付 受付 

10：50 

～11：50 

＜リカレント教育Ⅰ‐②＞ 

テーマ：「愛着形成」が危ない！？ 

講  師：都田 修兵 

内 容：「愛着形成」は大切ですね。ではそもそ

も「愛着形 成」とは何か。現代における「愛着

形成」の課題 は何かなどについて考えてみまし

ょう。 

＜リカレント教育Ⅱ‐②＞ 

テーマ：「マットシアター」をつくろう！ 

講  師：秋山 智代 

内 容：『どろんこネコちゃん』の絵本をテーマに

した「マ ットシアター」を製作しましょう！ 保育

に役立 つこと間違いなしです。 

 

「おかたんリカレント教育（社会人）」 受講者数  

 令和 7 年 2 月 22 日（土） 令和７年３月１日（土） 

① 9:40~10:40 1 名（うち、現役保育者 1 名） 0 名 

②10:50~11:50 3 名（うち、現役保育者 1 名） 12 名（うち、現役保育者 8 名） 
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合 計 4 名（うち、現役保育者 2 名） 12 名（うち、現役保育者 8 名） 

（２）「プロジェクト未来生涯学習編」 

本学は併設の岡山学院大学と共催の公開講座「プロジェクト未来生涯学習編」を長年にわたって開講

している。次表は実施日程及び実施内容などを整理したものである。 

 

令和 6 年度 公開講座「プロジェクト未来生涯学習編」 

 

講 座 名 講師名 日 程 

募

集

定

員 

申

込

者

数 

受

講

者

数 

前

期 

講座 1 
哲学カフェ(52) -哲学ことはじめ㊻- 

～人生を豊かにするエッセンス～ 
都田 修兵 4 月 13 日(土) 20 19 17 

講座 2 
身体（からだ）を知ろう！ 

～誕生から最期まで元気にⅥ～ 
吉田 升 4 月 20 日(土) 20 10 5 

講座 3 
哲学カフェ(53) -哲学ことはじめ㊼- 

～人生を豊かにするエッセンス～ 
都田 修兵 5 月 11 日(土) 20 15 9 

講座 4 
哲学カフェ(54) -哲学ことはじめ㊽- 

～人生を豊かにするエッセンス～ 
都田 修兵 6 月 15 日(土) 20 16 10 

講座 5 
哲学カフェ(55) -哲学ことはじめ㊾- 

～人生を豊かにするエッセンス～ 
都田 修兵 7 月 13 日(土) 20 18 9 

講座 6 
哲学カフェ(56) -哲学ことはじめ㊿- 

～人生を豊かにするエッセンス～ 
都田 修兵 8 月 10 日(土) 20 19 11 

講座 7 
新シリーズ 文化財の保存活用と地域学 

～①『備中兵乱記』の世界と「ゆずりは城」～ 
尾崎 聡 8 月 24 日（土） 20 24 17 

後

期 

講座 8 
哲学カフェ(57) -哲学ことはじめ 51- 

～人生を豊かにするエッセンス～ 
都田 修兵 9 月 28 日(土) 20 15 11 

講座 9 
哲学カフェ(58) -哲学ことはじめ 52- 

～人生を豊かにするエッセンス～ 
都田 修兵 10 月 12 日(土) 20 14 9 

講座 10 
身体（からだ）を知ろう！ 

～誕生から最期まで元気にⅦ～ 
吉田 升 10 月 26 日(土) 20 12 9 

講座 11 
哲学カフェ(59) -哲学ことはじめ 53- 

～人生を豊かにするエッセンス～ 
都田 修兵 11 月 9 日(土) 20 15 7 

講座 12 
哲学カフェ(60) -哲学ことはじめ 54- 

～人生を豊かにするエッセンス～ 
都田 修兵 12 月 21 日(土) 20 15 9 

講座 13 
新シリーズ 文化財の保存活用と地域学 

～②『備中兵乱記』の世界と「常山城」（玉野市）～ 
尾崎 聡 1 月 11 日(土) 20 29 25 

講座 14 
哲学カフェ(61) -哲学ことはじめ 55- 

～人生を豊かにするエッセンス～ 
都田 修兵 1 月 18 日(土) 20 15 11 



－ 18 － 

講座 15 
哲学カフェ(62) -哲学ことはじめ 56- 

～人生を豊かにするエッセンス～ 
都田 修兵 2 月 15 日(土) 20 15 11 

 合 計 300 251 170 

令和 6 年度の講座内容は哲学、歴史、文化、医療など幅広く開講した。また一部の講座を除き、講座は

高齢者対策として駐車場から近いバリアフリーの図書館 1 階の第 2 閲覧室を使用した。 

 

（３）「子どもといっしょに運動会」・「子どもといっしょに発表会」 

「子どもといっしょに運動会」は 5 月、「子どもといっしょに発表会」12 月に、学科を挙げて毎年開

催するものである。  

「子どもといっしょに運動会」は「幼児と体育(Ａ)」及び「保育者基礎演習」、「卒業研究（Ａ）」の授

業で計画・実施し、「子どもといっしょに発表会」は「卒業予備研究」、「卒業研究(Ａ)」及び「卒業研究

(Ｂ)」の成果を発表するものである。 

「子どもといっしょに運動会」は基本的に園へ通っていない子どもたちを対象に、「子どもといっし

ょに発表会」は幼稚園、保育所、施設、認定こども園にとって年間保育計画に活気を与える行事になっ

ている。 

令和 6 年度は「子どもといっしょに運動会」は親子 12 組及び保育園 1 園（大人 16 名、子ども 24 名）、

「子どもといっしょに発表会」は幼稚園・認定こども園・子育て支援センターで 4 園（引率 16 名、小友

も 109 名）、一般（個人）で大人 16 名及び子ども 20 名の参加で実施した。 

 

（４）「倉敷市大学連携福祉事業」 

平成 18 年度より倉敷市保健福祉推進課および倉敷市内 5 つの大学・短大が連携して実施する事業であ

る。令和 6 年度に関して、実績は以下の通りである。 

 

倉敷市大学連携福祉事業実施報告書（令和 6 年度） 

実施内容 参加者 実施日時 

●岡山短期大学「模擬保育室」一般開放（４月） 

場所：岡山短期大学「模擬保育室」（B101 教室） 

内容：①地域の親子クラブに対して、本学の模擬保育室を

開放し、子育て支援を行っている。 

    ②倉敷市保健所の事業として、地域の０歳児（～６

か月まで）に対して、本学の模擬保育室を開放

し、保健所の事業である「はじめの一歩教室」を

開催し、子育て支援を行っている。 

○倉敷市保健所 

○親子クラブ 

 ・ヤンチャーズ 

・わかたけ会 

・どんぐりクラブ 

＜総利用者数＞ 

大 人：38 名 

子ども：46 名 

その他：7 名 

2024.04.02（火） 

2024.04.04（木） 

2024.04.09（火） 

2024.04.11（木） 

2024.04.18（木） 

2024.04.19（金） 

各々10 時～12 時 

●岡山短期大学「模擬保育室」一般開放（５月） 

場所：岡山短期大学「模擬保育室」（B101 教室ほか） 

内容：①地域の親子クラブに対して、本学の模擬保育室を

開放し、子育て支援を行っている。 

○親子クラブ 

 ・どんぐりクラブ 

 ・わかたけ会 

○幼稚園ほか 

2024.05.07（火） 

2024.05.09（木） 

2024.05.16（木） 

2024.05.30（木） 
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    ②地域の幼稚園などの園外保育の一環として、模擬

保育室ほかを開放している。 

 ・同心幼稚園 

＜総利用者数＞ 

大 人：21 名 

子ども：91 名 

その他：16 名 

各々10 時～12 時 

●岡山短期大学「模擬保育室」一般開放（６月） 

場所：岡山短期大学「模擬保育室」（B101 教室） 

内容：①地域の親子クラブに対して、本学の模擬保育室を

開放し、子育て支援を行っている。 

○親子クラブ 

 ・わかたけ会 

 ・ヤンチャーズ 

＜総利用者数＞ 

大 人：29 名 

子ども：29 名 

その他：8 名 

2024.06.13（木） 

2024.06.20（木） 

2024.06.25（火） 

2024.06.27（木） 

各々10 時～12 時 

●岡山短期大学「模擬保育室」一般開放（７月） 

場所：岡山短期大学「模擬保育室」（B101 教室） 

内容：①地域の親子クラブに対して、本学の模擬保育室を

開放し、子育て支援を行っている。 

○親子クラブ 

 ・すみれ会 

 ・わかたけ会 

＜総利用者数＞ 

大 人：21 名 

子ども：23 名 

その他：0 名 

2024.07.09（火） 

2024.07.11（木） 

2024.07.18（木） 

各々10 時～12 時 

●岡山短期大学「模擬保育室」一般開放（８月） 

場所：岡山短期大学「模擬保育室」（B101 教室） 

内容：①地域の親子クラブに対して、本学の模擬保育室を

開放し、子育て支援を行っている。 

○親子クラブ 

 ・すみれ会 

 ・ヤンチャーズ 

＜総利用者数＞ 

大 人：19 名 

子ども：28 名 

その他：0 名 

2024.08.20（火） 

2024.08.29（木） 

各々10 時～12 時 

●岡山短期大学「模擬保育室」一般開放（９月） 

場所：岡山短期大学「模擬保育室」（B101 教室） 

内容：①地域の親子クラブに対して、本学の模擬保育室を

開放し、子育て支援を行っている。 

    ②地域の子育て支援センターに対して、本学の模擬

保育室を開放し、子育て支援を行っている。 

○親子クラブ 

 ・わかたけ会 

 ・どんぐりクラブ 

○子育て支援センター 

・天城子育て支援セン

ター 

＜総利用者数＞ 

大 人：23 名 

子ども：26 名 

その他：2 名 

2024.09.05（木） 

2024.09.10（火） 

2024.09.26（木） 

2024.09.28（土） 

各々10 時～12 時 

●岡山短期大学「模擬保育室」一般開放（１０月） 

場所：岡山短期大学「模擬保育室」（B101 教室） 

○倉敷市保健所 

○親子クラブ 

2024.10.03（木） 

2024.10.10（木） 
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内容：①地域の親子クラブに対して、本学の模擬保育室を

開放し、子育て支援を行っている。 

   ②地域子育て支援拠点に対して、本学の模擬保育室

を開放し、子育て支援を行っている。 

    ③倉敷市保健所の事業として「親子クラブ代表者会

議」を模擬保育室で開催している。 

 ・わかたけ会 

 ・まつぼっくり会 

○地域子育て拠点 

 ・ちゃやっこ広場 

＜総利用者数＞ 

大 人：39 名 

子ども：42 名 

その他：14 名 

2024.10.12（土） 

2024.10.17（木） 

2024.10.24（木） 

2024.10.28（金） 

2024.10.31（木） 

各々10 時～12 時 

●岡山短期大学「模擬保育室」一般開放（１１月） 

場所：岡山短期大学「模擬保育室」（B101 教室ほか） 

内容：①地域の親子クラブに対して、本学の模擬保育室を

開放し、子育て支援を行っている。 

    ②地域の幼稚園などの園外保育の一環として、模擬

保育室ほかを開放している。 

③倉敷市保健所の事業として、地域の０歳児（～６か

月まで）に対して、本学の模擬保育室を開放し、保

健所の事業である「はじめの一歩教室」を開催し、

子育て支援を行っている。 

④育休等を取得されている保育者の方々の個人団体に

対して、本学の模擬保育室を開放し、子育て支援を

行っている。 

○倉敷市保健所 

○親子クラブ 

 ・まつぼっくり会 

 ・ヤンチャーズ 

 ・わかたけ会 

○幼稚園ほか 

 ・第二まこと幼稚園 

 ・同心幼稚園 

○個人団体 

 ・ちゃほ会 

＜総利用者数＞ 

大 人：62 名 

子ども：200 名 

その他：28 名 

 

2024.11.07（木） 

2024.11.08（金） 

2024.11.11（月） 

2024.11.12（火） 

2024.11.21（木） 

2024.11.22（金） 

2024.11.28（木） 

各々10 時～12 時 

●岡山短期大学「模擬保育室」一般開放（１２月） 

場所：岡山短期大学「模擬保育室」（B101 教室） 

内容：①地域の親子クラブに対して、本学の模擬保育室を

開放し、子育て支援を行っている。 

    ②本学の卒業生に対して、本学の模擬保育室を開放

し、子育て支援を行っている。 

○親子クラブ 

 ・どんぐりクラブ 

 ・わかたけ会 

 ・なかよし会 

○卒業生 

＜総利用者数＞ 

大 人：25 名 

子ども：25 名 

その他：7 名 

2024.12.03（火 

2024.12.04（水） 

2024.12.12（木） 

2024.12.19（木） 

各々10 時～12 時 

●岡山短期大学「模擬保育室」一般開放（１月） 

場所：岡山短期大学「模擬保育室」（B101 教室） 

内容：①地域の親子クラブに対して、本学の模擬保育室を

開放し、子育て支援を行っている。 

    ②本学の卒業生に対して、本学の模擬保育室を開放

し、子育て支援を行っている。 

○親子クラブ 

 ・わかたけ会 

 ・ヤンチャーズ 

 ・どんぐりクラブ 

○卒業生 

○子育て支援拠点 

2025.01.09（木） 

2025.01.18（土） 

2025.01.20（月） 

2025.01.21（火） 

2025.01.29（水） 

2025.01.30（木） 
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    ③地域子育て支援拠点の関係に対して、本学の模擬

保育室を開放し、子育て支援を行っている。 

 ・ちゃやっこ広場関係 

＜総利用者数＞ 

大 人：38 名 

子ども：45 名 

その他：1 名 

各々10 時～12 時 

●岡山短期大学「模擬保育室」一般開放（２月） 

場所：岡山短期大学「模擬保育室」（B101 教室ほか） 

内容：①地域の親子クラブに対して、本学の模擬保育室を

開放し、子育て支援を行っている。 

    ②倉敷市保健所の事業として、地域の０歳児（～６

か月まで）に対して、本学の模擬保育室を開放

し、保健所の事業である「はじめの一歩教室」を

開催し、子育て支援を行っている。 

    ③倉敷市保健所の事業に対して本学の模擬保育室を

開放し、子育て支援を行っている。 

    ④地域子育て支援拠点の関係に対して、本学の模擬

保育室を開放し、子育て支援を行っている。 

○倉敷市保健所 

〇親子クラブ 

 ・どんぐりクラブ 

 ・わかたけ会 

 ・すみれ会 

○子育て支援拠点 

 ・ちゃやっこ広場関係 

＜総利用者数＞ 

大 人：59 名 

子ども：63 名 

その他：13 名 

 

2025.02.04（火） 

2025.02.06（木） 

2025.02.08（金） 

2025.02.20（木） 

2025.02.21（金） 

2025.02.25（火） 

2025.02.27（木） 

各々10 時～12 時 

●岡山短期大学「模擬保育室」一般開放（３月） 

場所：岡山短期大学「模擬保育室」（B101 教室ほか） 

内容：①地域の親子クラブに対して、本学の模擬保育室を

開放し、子育て支援を行っている。 

②地域子育て支援拠点の関係に対して、本学の模擬保

育室を開放し、子育て支援を行っている。 

○親子クラブ 

 ・どんぐりクラブ 

 ・わかたけ会 

○子育て支援拠点 

 ・ちゃやっこ広場関係 

＜総利用者数＞ 

大 人：28 名 

子ども：39 名 

その他：4 名 

2025.03.01（土） 

2025.03.04（火） 

2025.03.06（木） 

2025.03.13（木） 

2025.03.27（木） 

各々10 時～12 時 

 

本事業は令和 4 年 9 月より開始しているが、行政側の事業の一端を担うとともに、親子クラブをはじ

めとする子育て世代の子育て支援に貢献している。これまでの総利用者数は令和 6 年度末時点で 2,501

名であり、令和 6 年度のみで見れば 1,159 名の利用となっている。 

 

（５）「おかやま高梁川流域倉敷市大学連携講座」 

 おかやま高梁川流域倉敷市大学連携講座（旧名：倉敷市大学連携講座）は、倉敷市だけでなく本学受

験生の出身地とも一致する新見市・高梁市・総社市・矢掛町・井原市・浅口市・里庄町・笠岡市・早島

町を加えたより広域の住民に対する貢献活動となっている。次表は倉敷市と共催の生涯学習事業「おか

やま高梁川流域倉敷市大学連携講座」（令和 6 年度）である。歴史文化に関する講座を提供しているが、

他大学が歴史文化に関する講座をさほど提供していないこともあり、倉敷市から本学に対して毎年のよ

うに歴史文化に関する講座の提供依頼があるため、歴史に造詣の深い講師を派遣している。 



－ 22 － 

おかやま高梁川流域倉敷市大学連携講座 岡山短期大学担当分（令和 6 年度） 

講師名 科目名 場所 講座日程 開講時間 数 

尾崎 聡 

里山に残る中世山城シリ

ーズ③～戸山城 座学編

～ 

ライフパーク倉敷 

中ホール 
8 月 11 日（日） 13：30～15：00 

定員 50 名 

申込 31 名 

受講 23 名 

 

次表のようにこの企画は、コロナ禍を配慮した動画配信によるオンライン講座へと発展していき、令

和 5 年度において本学が先陣を切って動画配信の実験に協力したことに続いて、継続的にオンラインで

の動画配信を行っていることは大きな貢献である。 

 

おかやま高梁川流域倉敷市大学連携オンライン講座 岡山短期大学担当分（令和 6 年度） 

講師名 科目名 配信期間 時 間 収録日 数 

尾崎 聡 

里山に残る中世山城シリ

ーズ③～戸山城  座学編 

前編～ 10 月 4 日(金)～ 

10 月 10 日（木） 

46 分 19 秒 

8 月 11 日（日） 

※対面型の録画 

定員 なし 

申込 24 名 

視聴 33 回 

里山に残る中世山城シリ

ーズ③～戸山城  座学編 

後編～ 

35 分 45 秒 

定員 なし 

申込 24 名 

視聴 18 回 

里山に残る中世山城シリ

ーズ④～戸山城  現地映

像編～ 3 月 7 日（金）～ 

3 月 13 日（木） 

42 分 06 秒 

11 月 17 日（日） 

定員 なし 

申込 82 名 

視聴 147 回 

里山に残る中世山城シリ

ーズ④～戸山城  現地映

像編～ 

37 分 38 秒 

定員 なし 

申込 82 名 

視聴 102 回 

 

（６）「大学コンソーシアム岡山」 

「大学コンソーシアム岡山」の事業であり、山陽新聞社と共催の「吉備創生カレッジ」（令和 6 年度）

である。4 月から 9 月までを前期、10 月から 3 月までを後期として開講し、地域に根ざした生涯学習拠

点を目指している。講師は大学コンソーシアム岡山の加盟校の大学教員が務めるが、併設の岡山学院大

学が加盟校であることから、短大の教員も協力している。 

 

大学コンソーシアム岡山 岡山短期大学担当分（令和 6 年度） 

講師名 科目名 場所 講座日程 開講時間 数 

山口 雪子 

さまざまな感覚でお家の

隙間時間に自然を体感～

あなたの感性が日々の忙

しさを緩和するヒント～ 

山陽新聞社本社ビ

ル  吉備創生カレ

ッジ  さん太キャ

ンパス 

4 月 27 日（土） 15：30～17：00 

定員 30 名 

予約  6 名 

参加  6 名 
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山口 雪子 

「自然からの学び」を考

える～「自然が好き」で

何が変わる？～ 

山陽新聞社本社ビ

ル  吉備創生カレ

ッジ  さん太キャ

ンパス 

11 月 30 日（土） 15：30～17：00 

定員 30 名 

予約  6 名 

参加  6 名 

（７）倉敷市玉島「端午の節句まつり」ボランティア 

 倉敷市の玉島にて毎年子どもの日に開催される「端午の節句まつり」に幼児教育学科教員と学生がボ

ランティアとして参加している。 

 

倉敷市玉島「端午の節句まつり」ボランティア 

教員・学生 イベント名 場所 日程 開講時間 数 

秋山 智代 

都田 修兵 

尾崎 聡  

学生 4 名 

待て！ まてぇー！！ 

ネコとネズミの追いかけ

っこ！ 

玉 島 市 民 交 流 

センター 
5 月 5 日（日） 10：00～13：00 

定員  80 組 

参加 187 名 

 

（８）倉敷市茶屋町「茶屋町の鬼まつり」ボランティア 

 倉敷市の茶屋町には、「茶屋町の鬼」という倉敷市茶屋町地区に 200 年以上前に起こった民俗文化が

ある。昭和 50（1970）年に「茶屋町の鬼保存会」が結成され、茶屋町の鬼の保存や推進を目的とした鬼

装束の作成や管理、地域の催しへの参加や、茶屋町の鬼を中心としたイベントの企画･運営を行うよう

になった。その活動の一環として、平成 26 年度からは、11 月第 3 日曜日に「茶屋町の鬼まつり」を開

催しており、幼児教育学科教員と学生がボランティアとして参加している。 

 

倉敷市茶屋町「茶屋町の鬼まつり」ボランティア 

教員・学生 ボランティア内容 場所 日程 開講時間 

都田 修兵 

学生 1 名 
茶屋町の鬼のアクセサリーづくり 茶屋町駅前 11 月 17 日（日） 10：00～15：00 

 

（９）倉敷市「倉敷東小学校」ボランティア 

 倉敷東学区コミュニティよりの依頼で、倉敷市東小学校「餅つき大会」に幼児教育学科教員と学生が

ボランティアとして参加している。 

 

倉敷市東小学校「餅つき大会」ボランティア 

教員・学生 ボランティア内容 場所 日程 開講時間 

秋山 智代 

都田 修兵 

学生 3 名 

子どもたち向けのダンスや遊びの提供 
倉敷東小学校

体育館 
2 月 2 日（日） 10：00～12：00 
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（10）地域防災への協力 

本学は、東日本大震災の教訓から南海トラフ地震から想定される津波の避難場所として倉敷市と非常

災害時における避難場所施設利用に関する協定を締結し地域住民の避難意識を高めている。 

 

社会貢献の課題 

特になし。 

 

社会貢献の特記事項 

特になし。 

 

D 内部質保証 

Ⅰ-Ｄ-1 自己点検・評価活動等の実施体制を確立し、内部質保証に取り組んでいる。 

本学の通常の自己点検・評価は、学校法人原田学園岡山短期大学教育研究活動推進委員会規程により

理事会に教育研究活動推進委員会を組織し、教育研究活動の充実改善に資する点検評価を行う。また、

点検評価の項目は、岡山短期大学評価項目を定めている。また、その他の構成員は以下のとおり全教職

員である。 

自己点検評価組織 教職協同委員会（教員団、事務職員団） 

大賀（ALO） 

原田俊孝（ALO 補佐 ＊ALO 不在の時など

短期大学基準協会および評価チームの窓口

を代理する） 

ステアリングコミッティー 

尾崎・浦上・大賀・都田・原田俊 

西村・作永・横井 

教職協同委員会（教員団、事務職員団） 

 

教 員 団 事務職員団 

尾崎・浦上・大賀・佐藤・原田俊

孝・山口・都田・吉田升・秋山・

山上・ 清友・河原 

原田俊孝・西村・作永・川口・横

井・西澤・岡部・三宅・奥野楓・ 

有松・大橋 

学科 FD 会議及び SD 委員会が自己点検・評価活動を日常的に行っている。毎年 12 月の岡山学院大

学・岡山短期大学 FD・SD ワークショップでその結果を報告し併設の大学教員の質疑応答を経ること

となっている。 

令和 5 年度自己点検・評価報告書を公式ウェブサイトで公表している。自己点検・評価活動は学科会

議、FD 会議、SD 委員会で全教職員が関わる。平成 30 年度より高校訪問の際に本学の教育活動に関す

る意見聴取を実施している。 

自己点検・評価結果は理事会の教育研究活動推進委員会の点検・評価および経営改善計画（令和 5 年

度～令和年度（5 ヵ年））を実施しているプロジェクトチーム（PT）の実施計画に活かされている。 
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Ⅰ-Ｄ-2 教育の質を保証している。 

本学は次のような「学生の学習成果を焦点にした質保証のための査定サイクル」を有し、それを用い

て教育の質保証を図っている。 

学習成果を査定する PDCA サイクルの概念図は下図のとおりであり、授業の改善・充実を図るため

各教員が日常的に実施し、FD 会議で定期的に点検している。令和６年度は令和７年１月・２月・３月

の FD 会議において、令和５年度の自己点検・評価報告書における基準ⅠからⅣについて、学科全体で

の取組や課題について議論したうえで、令和６年度の自己点検・評価報告書に反映できる体制をとって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）「建学の精神・教育理念」と「教育の目的・目標」そして「学生の学習成果」の相互関係を明確

にし、「学生の学習成果」を獲得するための「卒業認定・学位授与の方針」、「教育課程編成・実施

の方針」、「入学者受け入れの方針」の三つの方針を明確に示しているかを点検する。 

（２）学習成果を獲得させるために、三つの方針の下に「教育の方法・実践」を行い、その結果につい

て事実に基づく量的・質的データを収集し、分析を行う。 

（３）量的・質的データの分析結果を解釈し、フィードバックの情報として活用する。 

（４）「向上・充実のためのフィードバック」では、「学生の学習成果」の点検、「三つの方針の点検、

教育の方法・実践」の点検および「学生のニーズ」の点検などにおいて PDCA サイクルを回すこ
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とにより、充実・向上を図る。 

（５）「学生のニーズ」は学生自身の要求ではなく、卒業生が社会の求める人材であるか否かである。

量的・質的データを基にして点検し、否の場合には「教育の目的・目標」を点検する。 

 

この学習成果を焦点とする査定（アセスメント）の手法は、教学マネジメントの強化から、平成 30 年

度理事会において「岡山学院大学岡山短期大学アセスメント・ポリシー（学習成果を焦点にした向上・

充実のための査定の方針）」として平成 31 年 4 月 1 日付で制定した。 

本学では以上のような「査定（アセスメント）の手法」をもとに「向上・充実のためのフィードバッ

ク」によって、適否に関係する行為や動作を継続的に修正・調整している。また、経営改善計画（令和

5 年度～令和 9 年度（5 カ年））を実施しているプロジェクトチーム（PT）において実施結果を定期的に

点検している。本学は法令、省令の変更などを適宜確認し、対応に遺漏のないよう努めている。平成 30

年度は、平成 31 年 4 月から幼稚園教員の免許状授与の所要資格を得るための再課程認定及び指定保育士

養成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法の変更が全国的に課せられたので、学科会議及び FD

会議も含めて組織的議論を進め、教授会、理事会を経て平成 31 年度からの幼児教育学科の学生の学習

成果と三つの方針を平成 30 年度に策定したので法令を遵守している。 

 

内部質保証の課題 

 一般社団法人大学・短大基準協会の内部質保証のルーブリックの Level Ⅳの各項目について自己判定

した結果を次の表に示す。 

 

項  目 

Sustainable Continuous Quality Improvement 

持続的・継続的な質の改善 

Level Ⅳ 

１ 
建学の精神を確立している。 

教育目的・目標を確立している。 

■ 建学の精神を公表している。 

■ ステークホルダーが認識できるよう努めている。 

■ ステークホルダーから理解を得るための取り組みを確立してい

る。 

■ 人材養成の目的の中に含めて学生が認識できるよう努めてい

る。 

□ 人材養成の目的の中に含めて学生に認識させている。 

２ 
学 習 成 果 （ Student Learning 

Outcomes）を定めている。 

■ 学習成果を定めている。 

■ 学習成果の獲得を測定する仕組みを定めている。 

■ 学習成果の獲得を評価する仕組みを定めている。 

■ 学習成果の獲得について評価・判定した結果をフィードバック

する仕組みを定めている。 

３ 
卒業認定・学位授与の方針、教育課程

編成・実施の方針、入学者受入れの方

■ 学習成果の獲得を目標とした三つの方針が一体的に策定され、

公表されている。 

■ 授業科目の成績評価に学習成果が的確に反映されている。 
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針（三つの方針）を一体的に策定し、

公表している。 

■ 教育課程の全授業科目に学習成果が反映してあるか精査する仕

組みがある。 

■ 教育課程の全授業科目に学習成果が反映されている。 

４ 

自己点検・評価活動等の実施体制を確

立し、内部質保証に取り組んでいる。 

教育の質を保証している。 

■ 理事長のリーダーシップの下、全専任教職員で、教育の質保証

を図る査定の仕組みが機能している。  

□ 上記の項目 1～3 全てにチェックがある。 

 

「人材養成の目的の中に含めて学生に認識させている。」にチェックしていないことは、教員が担当

する授業の中で学習成果との関係について建学の精神が学生の中でどの程度認識できているかを判定す

る仕組みができていないためである。 

 

内部質保証の特記事項 

特になし。 

 

課題についての改善計画 

各教員が担当する授業の中で、建学の精神と学習成果との関係について、学生の中でどの程度共有さ

れているかを把握することは重要な課題であるので、引き続き具体的な方策を検討し実施する。 
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基準Ⅱ 教育課程と学生支援 

Ａ 教育課程 

Ⅱ-Ａ-１ 卒業認定・学位授与の方針に従って、単位授与、卒業認定や学位授与を適切に行っている。 

 幼児教育学科の「卒業認定・学位授与の方針」は以下の通りであり、卒業認定・学位授与の方針は、

卒業の要件、成績評価の基準、資格取得の要件を明確に示している。 

卒業認定・学位授与の方針 

学位：短期大学士（幼児教育学） 

Society5.0 時代の現場に即応する保育者になるため、学科の教育課程（基礎教育科目および専門教育科目）の学習を

通して科目の単位を修得し、学則に規定する卒業に必要な単位を修得した者に学位を授与する。 卒業認定の際に獲得

していることを求める学習成果は次のとおりである。 Society5.0 時代の現場に即応できる保育者に求められる専門的

学習成果と社会人・職業人として求められる汎用的学習成果を獲得している。 

この方針に従って、前期および後期の岡山学院大学・岡山短期大学の合同教授会における「単位認定

会議」において、単位授与について適切に行っている。また、卒業年次学生については、卒業年次後期

において「卒業判定会議」において、卒業認定および学位授与について適切に行っている。 

 「卒業認定・学位授与の方針」は社会的・国際的な通用性を確保するため本学が定めた「学習成果を

焦点にした質保証のための査定サイクル」の仕組と「卒業認定・学位授与の方針の PDCA サイクル」

によって教育の質保証を図っており、その点検を定期的に実施している。これによって、常に「卒業認

定・学位授与の方針」に従って行わる単位授与ならびに卒業認定や学位授与をより適切に行うことがで

きる体制をとっている。 

 

Ⅱ-Ａ-２ 教育課程編成・実施の方針に従って、教育課程を編成している。 

教育課程編成・実施の方針は、卒業認定・学位授与の方針に従って編成している。本学の「教育課程

編成・実施の方針」は以下のとおりである。 

教育課程編成・実施の方針 

卒業要件として学生が修得すべき単位数について、学生が 1 学期に履修科目として登録することができる単位数の上限

を 30 単位とするため、基礎教育科目及び専門教育科目と合わせた単位の上限を 30 単位とし、可能な限り 25 単位に近

づけるように科目を開講する。 

 

専門教育科目の編成と実施 

幼稚園教諭二種免許状取得に必要な科目と、保育士資格取得に必要なカリキュラムを編成する。授業の実施は、専門

的学習成果のみではなく汎用的学習成果をも獲得できるように実施する。 

基礎教育科目の編成と実施 

免許法施行規則の第６６条の６に定める科目と共に、卒業後、公務員となる公務員養成コース及び Society5.0 時代の

保育者となる Society5.0 保育者養成コースに必要な授業科目を編成する。 意欲ある学生に対して図書館司書を取得で

きる科目を編成し、実施する。 

幼児教育学科の授業科目は、学生の学習成果を獲得させる「教育課程編成・実施の方針」に即し、短
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期大学設置基準にのっとり体系的に編成している。 

専門教育科目では、幼稚園教諭二種免許状及び保育士資格の取得に必要なカリキュラムを編成し、授

業の実施は講義、演習、実習、学外実習科目がバランスよく配置している。基礎教育科目では、免許法

施行規則第 66 条の 6 に定める科目と共に、公務員養成コース及び Society5.0 保育者養成コースに必

要な科目を編成している。 

また、単位の実質化を図り、卒業の要件として学生が取得すべき単位数について、年間または学期に

おいて履修できる単位数の上限を定めている。成績評価の方法について、岡山短期大学の科目の単位数

は、「学則」第 9 条で次のように定めている。 

１単位の科目を 45 時間の学習を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ当該授業によ

る教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算する。 

イ）講義については、15 時間の授業をもって 1 単位とする。 

ロ）演習については、原則として 30 時間の授業をもって 1 単位とする。但し、別に定めるものについては、15 時

間の授業をもって 1 単位とすることができる。 

ハ）実験、実習および実技については、原則として 45 時間の授業をもって 1 単位とする。但し別に定めるものにつ

いては、30 時間の授業をもって 1 単位とすることができる。 

単位修得のための学習評価は試験の上単位を与えるものとすると「学則」第 10 条に定めている。定

期試験の受験資格は各科目について 3 分の 2 以上出席した者に付与され、それに満たない者は「受験資

格なし」と判定される。また、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するために卒業要件とし

て学生が取得すべき単位数について学生が 1 学期に履修科目として登録できる単位数の上限を 30 単位

と定めており、単位の実質化に努めている。 

学習評価は 100 点法をもって採点し、80 点以上を｢優｣、70 点以上 80 点未満を｢良｣、60 点以上 70 点

未満を｢可｣、60 点未満を｢不可｣と定めている｡学則施行細則第 7 条により、定期試験が不可の者に対

しては、願い出により再試験を受けることができるようにしている。再試験は一定期間内 1 回限りとし、

再試験による 60 点以上の得点者はすべて 60 点の学習評価に止めるとしている。また、定期試験の際、

病気その他やむを得ない事情により受験不能であった者に対しては、願い出により追試験を受けること

ができようにしている。追試験は一定期間内 1 回限りとし、追試験による 80 点以上の得点者は、80 点

の学習評価に止める｡また、追試験が「不可」の者の再試験は行わないことを規定している。 

在学年数は 4 年を越えることができない。本学の学則上の卒業の要件は、2 年以上在学し、科目の必

修、選択および選択必修の区分ごとに、基礎教育科目については 10 単位以上、専門教育科目について

は 37 単位以上を含め、合計 62 単位以上を修得することである。 最低在学年 2 年次終了時に卒業に必

要な単位および単位数を修得できない者は卒業延期とし、更に在学して卒業の要件を満たさなければな

らないことを定めている。ただし、卒業延期による在学の期間は 2 年以内とし、これを越える場合は退

学しなければならないことを規定している。 

 さらに、本学科のシラバスは、「シラバス作成規則」に従い以下の項目を明示している。 

・授業名等（科目名、授業回数、単位数、担当教員名、質問受付の方法（メールアドレス、オフィ

スアワーなど））  

・教育目標と学生の学習成果 ・教育方法（授業の進め方、授業形態、予習、復習、テキスト）  

・授業時間以外の学習に必要な学習時間 ・課題（試験や提出物等）に対するフィードバックの 



－ 30 － 

方法 

・学習評価の方法 ・注意事項 ・授業回数別教育内容（内容、予習・復習事項、課題など） 

幼児教育学科の学習成果を学習マトリックスによって科目レベルに配当して、各授業科目で獲得でき

るようにしている。 

該当科目のシラバスの印刷・配布は各教員の判断としているが、Moodle 上には必ずすべての授業科

目ごとにシラバスを閲覧可能としている。さらに大学側から CD－ROM 版にしたものを配布することに

よって学生が自身の受ける授業の内容等について把握できるように努めている。 

通信による教育を行う学科・専攻課程は開設していない。 

教育課程の見直しを定期的に行っている。「教育課程編成・実施の方針」に従い授業担当教員は経歴、

業績を基にして短期大学設置基準の教員の資格にのっとり適切に配置し教育課程を実施している。 

 

Ⅱ-Ａ-３ 教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、幅広く深い教養を培うよう編成している。 

 本学の教養教育は、先述の基礎教育科目の編成と実施のとおり、幼稚園教員養成課程の免許法施行規

則の第 66 条の 6 に定める科目及び学科の教育目標に定める公務員養成コースと Society5.0 保育者養成コ

ースに必要な授業科目を編成している。 

基 礎 教 育 科 目 

基 

礎 

教 

育 

科 

目 

授 業 科 目 必修 選択 計 備    考 

ソ サ エ テ ィ 5 . 0 理 解 

10 

２ ２  

倉 敷 学 ２ ２  

グ ロ ー バ ル 研 修 １ １  

日 本 国 憲 法 ２ ２  

情 報 処 理 基 礎 ２ ２  

情 報 処 理 演 習 １ １  

I C T リ テ ラ シ ー （ Ａ ） １ １  

I C T リ テ ラ シ ー （ Ｂ ） １ １  

キ ャ リ ア ガ イ ダ ン ス ２ ２  

英 語 （ Ａ ） １ １  

英 語 （ Ｂ ） １ １  

体 育 実 技 １ １  

体 育 理 論 １ １  

基 礎 音 楽 １ １  

公 務 員 講 座 （ Ａ ） １ １  

公 務 員 講 座 （ Ｂ ） １ １  

ク ラ ブ 活 動(Ａ) １ １  

ク ラ ブ 活 動(Ｂ) １ １  

保 育 者 基 礎 演 習 ２ ２  

合 計 10 25 25  
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Society5.0 の教養として「5.0 時代の基礎と発展を学ぶ」と「ICT スキルを修得」を掲げている。   

「ソサエティ 5.0 理解」、「保育者基礎演習」、「倉敷学」が Society5.0 時代の基礎と発展を学ぶ授業科

目である。第 5 期科学技術基本計画により提唱された Society5.0 は、「狩猟社会（1.0）、農耕社会（2.0）、

工業社会（3.0）、情報社会（4.0）に続くような新たな社会を生み出す変革を科学技術イノベーションが

先導していく、という意味が込められている。」ということである。  

「ソサエティ 5.0 理解」の内容は、技術立国を目指してきた我が国がバブルの崩壊から経済が低迷し、

これまでの経済成長が得られてこなかった 30 有余年の間に、情報技術が世界に遅れを取ってきた事実な

どを踏まえての Sociey5.0（超スマート社会）の概要と特色を理解する。超スマート社会は ICT を最大

限に活用し、あらゆるものに AI が搭載され、それらがインターネットでつながり、コントロールされ

ている IoT 社会であるが、そのような環境下で 20 年後の我々人間はどのような生き方をするようにな

っていくのか、また次世代を担う子ども達の教育や保育にはどのような影響があるのか等について考察

する。 

「保育者基礎演習」の内容は、使命感を備えた保育者を養成することを目指し、岡山短期大学の建学

の精神、幼児教育学科の教育目標、三つの方針をとおして Society5.0 保育者に必要な知識・技能を詳

しく説明し、保育・福祉現場の現状と課題、保育者として求められる心と体の健康作りの方法、幼児の

生命を守る技術などを学びながら Society5.0 保育者として求められる「態度（マナー・学習態度）・信

念（保育者になろうとする信念・継続的な努力）」を修得する。 

「倉敷学」の内容は、岡山短期大学が立地する倉敷の地域、社会、歴史、生活、産業について、その

概要と特色を理解する。倉敷は山・川・海・平野などの自然や陸海の交通に恵まれ、商工農水産業が揃

って発達し、歴史・文化・芸術の伝統が継承され、教育や福祉が充実して子育てのしやすい町といわれ

ている。狩猟社会（1.0）、農耕社会（2.0）、工業社会（3.0）、情報社会（4.0）に続く超スマート社会で

ある Society5.0 への展開を地域社会の文化と発展をとおして理解する。  

「グローバル研修」の内容は、グローバルな環境において、情報、人、組織、物流、金融など、あら

ゆる「もの」が瞬時に結び付き、相互に影響を及ぼし合う新たな状況が情報通信技術(ICT)の急激な進

化により生まれてきていることを、アメリカ合衆国のハワイ大学で保育系コースの学修体験及びハワイ

文化視察などを行い、グローバル意識を高める。 

「情報処理基礎」、「情報処理演習」、「ICT リテラシー（A）」、「ICT リテラシー（B）」が ICT スキル

を修得する授業科目である。 

「情報処理基礎」の内容は、コンピュータの基礎としてコンピュータの仕組み、周辺機器とソフトウ

ェア、情報システムとネットワーク、情報の形態と収集の方法として、情報の形態・蓄積の形態、クラ

ウド環境の情報、検索エンジン、情報収集の技術と応用、インターネットの仕組と Web システムとし

て、インターネットの概要、通信機能の階層化、IP アドレスの仕組み、パケット通信の仕組み、通信の

経路を選ぶ仕組み、アプリケーション層のプロトコル、直接接続する機器の通信、Web アプリケーショ

ンの仕組み、クラウドコンピューティング、情報の伝達として、SNS、ブログ、電子掲示板、電子メー

ル、ソーシャルメディア、電子書籍、セキュリティと法令遵守として、情報セキュリティ、情報漏えい

対策法、インターネット社会の特性、情報社会の法令、デジタルコミュニケーション、ICT 活用の問題

解決について、問題解決の基本的手順と ICT の役割、情報を客観的にとらえる、インターネットを利用

した情報発信、問題解決におけるシミュレーションの利用を学ぶ。 
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「情報処理演習」の内容は、学生の学修・研究活動で必須のレポート作成と編集、データ活用、プレ

ゼン発表といった 3 項目について、レポート作成のコツ、主張の裏付けに必要なデータ分析、主張を後

押しする発表資料の作成方法などを専門的に学び、更にレポート作成やデータ活用、プレゼン発表に便

利な Word・Excel・PowerPoint の専門的機能を使用する情報リテラシーを修得する。 

「ICT リテラシー（A）」の内容は、情報処理基礎及び情報処理演習で修得した情報機器の活用（ブ

ラインドタッチタイピング）を基にして①Word リテラシーの強化、②Excel リテラシーの強化に分けて、

より実践的で専門的な ICT の活用法を修得することを目的とする。そしてキーワードになる Society5.0、

IoT、AI、ロボットなどの用語を理解するために内閣府のホームページから Society5.0 の概要を調査す

る。Society5.0 時代の保育現場を取り巻く環境として保育 ICT サービスを調査する。 

「ICT リテラシー（B）」の内容は、情報処理基礎及び情報処理演習、ICT リテラシー（A）で修得

した情報機器の活用（ブラインドタッチタイピング）を基にして  Word による文書作成の高度化、

Excel の各種関数機能を使っての統計分析演習、保育現場での ICT の活用事例のネット調査など、より

実践的・専門的で高度な ICT の活用法を修得する。また、地域での Society5.0 化を調査し保育現場への

応用を検討する。 

教養教育は専門職教育に不可欠な教育であるという高等教育の歴史に見る概念のもとに基礎教育科目

は Society5.0 の保育者の専門職教育に対応させて編成したものである。 

本学の教養教育の効果における測定・評価、改善への取り組みは以下の通りである。 

各科目については授業の終了後に学習成果について記述するものとして、個別の課題やシャトルカー

ドの記入を求めている。学生は、これらを記述することにより、各授業で得た知識・能力などの学習成

果を自覚しつつ、理解が不十分な点や今後の課題などを明らかにする。同時に、担当教員は教育効果を

測定・評価する。さらに、全 15 回の授業終了後には、授業科目受講後のアンケート調査を実施し、そ

の結果に基づいて改善に取り組む。シャトルカードの活用法については、教員間で日々点検し授業改善

を図っている。 

 

Ⅱ-Ａ-４  教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、職業又は実際生活に必要な能力を育成するよう

編成し、職業教育を実施している。 

本学では「保育者基礎演習」及び「キャリアガイダンス」を実施し、専門教育と教養教育を主体とす

る職業への接続を図っている。 

1 年生前期の「保育者基礎演習」では、シラバスで明確になっているように保育所保育士や施設保育

士について現職の職員の講話や質疑応答の機会を作り、保育者としての職業に関する基礎的学習と同時

にその資格取得への意欲を高める。保育所保育士に関しては保育所実習担当者が、学生への説明や外部

との交渉に当たるなど分担して運営する。 

1 年生後期の「キャリアガイダンス」では、キャリアデザインの基礎理解、人生設計、自己理解など

キャリア設計に必要不可欠な知識・技能を身につける。職場体験などの経験を踏まえて 1 年後期終了後

の春休みには自主的に保育施設等でのボランティアをする、あるいは就職ガイダンスに積極的に参加す

るよう指導している。 

2 年次での保育所実習、施設実習、幼稚園実習の各実習において、学内での学びを各現場で総合的に

体験し、保育者として学生が自らの課題を明確にすることが具体的な職業教育となっている。各実習で
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は巡回指導を行い学生へのフォローアップを図っている。実習終了後の後期には、教員 3 名が連携して

行う保育・教職実践演習（幼稚園）の授業において、保育、教職への進路支援を行っている。各実習担

当者間の連携により、実習施設からの評価を確認して学生に自己課題を確認する機会を設ける。専門的

学習成果および汎用的学習成果のいずれかに問題がみられる学生には、実習担当者が複数で学生との個

別面接を行い、問題点と改善策を学生に確認して保育者としての成長を促すように努めている。 

2 年生の保育所実習、施設実習、幼稚園教育実習には、専任教員が巡回指導する。巡回指導では中四

国各地の施設に足を運び、所長・園長や指導担当者と直接会い施設を見学する。このことにより、さま

ざまな現場の様子や対応、また、現場からの意見を知ることができる。 

高大接続連携校として提携している高等学校に対して職業への道とその教育についての情報を提供し、

短大での職業教育との接続となるよう学科教員は連携校からの要望を受けて短大での教育を特別講座と

して出前授業の形態で紹介している。また、本年３月卒業生の就職先には、雇用主に望ましい資質を尋

ねるアンケートを送付し、その回答内容を検討して改善に取り組んだ。アンケートは無記名で封筒に入

れ、郵送によって回収した。就職先アンケートは一般的な現場の希望の他、職業教育の効果を測定・評

価し、改善を図るために有効である。 

 

B 学習成果 

Ⅱ-Ｂ-１  短期大学及び学科又は専攻課程において、学習成果は明確である。 

 幼児教育学科の学生の学習成果は下記のとおり具体的で、将来保育者になった時に現場で要求される

力である。 

学生の学習成果 

本学で学ぶ学生の卒業時の学習成果は、建学の精神「教育三綱領」の基に、自律した信念のある社会人となることで

ある。 

学科の専門学習では、Society5.0 時代の現場に即応する保育者（幼稚園教諭・保育士）になるため、学科の教育課程

（基礎教育科目および専門教育科目）の学習をとおして、次の学習成果を獲得する。  

Ⅰ．専門的学習成果 

幼児教育施設（幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園）の現場で、幼児教育（環境を通して行う教育）とは何か

を考え、「資質・能力」「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を意識し、保育指針の「乳児・１歳以上３歳未満児

の保育」を理解し、幼児期の保育や子どもの育ちをとらえて、幼児期への学びの連続性を考えることができる能力を

獲得する。 

Ⅱ．汎用的学習成果 社会人として求められる態度、信念、意見、価値、コミュニケーション能力を獲得する。社会人

としての責任を果たすために必要な倫理観や価値観、自己管理の能力を、また職業生活や社会生活で必要な情報リテ

ラシーや数量的スキル、人との関わりに必要な論理的思考、自己表現、他者理解、問題解決の能力を獲得する。 

各授業科目のシラバスは、上記の学習成果から授業科目レベルの学習成果が反映されており、各授業

担当者が第 1 回の授業時に学生に対して説明している。  学習成果は下記のとおり「教育課程編成・実

施の方針」および「卒業認定・学位授与の方針」によって獲得できるので、短期大学の在学期間の 2 年

間で獲得可能である。 

教育課程編成・実施の方針 
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卒業要件として学生が修得すべき単位数について、学生が 1 学期に履修科目として登録することができる単位数の上限

を 30 単位とするため、基礎教育科目及び専門教育科目と合わせた単位の上限を 30 単位とし、可能な限り 25 単位に近

づけるように科目を開講する。 

 

専門教育科目の編成と実施 

幼稚園教諭二種免許状取得に必要な科目と、保育士資格取得に必要なカリキュラムを編成する。 授業の実施は、専門

的学習成果のみではなく汎用的学習成果をも獲得できるように実施する。 

 

基礎教育科目の編成と実施 

免許法施行規則の第６６条の６に定める科目と共に、卒業後、公務員となる公務員養成コース及び Society5.0 時代の保

育者となる Society5.0 保育者養成コースに必要な授業科目を編成する。 意欲ある学生に対して図書館司書を取得でき

る科目を編成し、実施する。 

 

卒業認定・学位授与の方針 学位：短期大学士（幼児教育学）  

Society5.0 時代の現場に即応する保育者になるため、学科の教育課程（基礎教育科目および専門教育科目）の学習を通

して科目の単位を修得し、学則に規定する卒業に必要な単位を修得した者に学位を授与する。 

卒業認定の際に獲得していることを求める学習成果は次のとおりである。 

Society5.0 時代の現場に即応できる保育者に求められる専門的学習成果と社会人・職業人として求められる汎用的学習

成果を獲得している。 

 

Ⅱ-Ｂ-２ 学習成果の獲得状況を適切に評価している。 

教員は、日々の授業における学習成果の測定と記録により、学生の学習成果の獲得状況を把握し、一

層の向上・充実を図っているので学習成果は測定可能である。学習成果の測定は、汎用的学習成果に関

しては測定可能性と妥当性の観点から、授業科目レベルで分担する汎用的学習成果の学習成果マトリッ

クスを改善し、その結果をシラバスに反映させている。また、年度末に行う幼児教育学科運営会議（専

任教員・特別専任教員・非常勤教員）において学習成果マトリックスにより担当授業科目での汎用的学

習成果の獲得をシラバスに反映させるよう確認している。 

 

Ⅱ-Ｂ-３ 学習成果の獲得状況を量的・質的データを用いて測定する仕組みをもっている。 

 「建学の精神」に基づく「教育目的・目標および学習成果」を明確にし、学内外に対する説明を続け

ている。また、GPA などを活用し学生一人一人の学習成果の獲得状況の把握及び学生指導に活用してい

る。 

学習成果を改善するための査定として、「アセスメントポリシー」に基づいた「査定サイクル」を有

しており、「卒業認定・学位授与の方針」「教育課程編成・実施の方針」等について、PDCA サイクル

に基づいた査定を行っている。 

学習成果を獲得させるために、三つの方針のもとに「学習成果を基にした教育の方法、実践」を行い、

その結果について「査定：証拠の収集、分析」と「査定結果の所見：証拠の解釈」の部分で事実に基づ

く量的・質的データを収集し、学習成果の獲得状況について分析を行う。 
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この査定の仕組みは１年間でサイクルを継続していくが、日常的には授業や活動の記録情報の収集に

努め、セメスター毎に授業アンケート結果に基づいて行う「チェックシート」よって PDCA を回して

いく構造になっている。 

学習成果の PDCA サイクルの「PDCA の作業工程」は以下のとおりである。 

・Plan は学習成果の策定（前年の課題解決策を反映したシラバス作り）、学生への周知（第 1 回授業） 

・Do は授業の実施、学習成果の記録・測定（小テスト、提出物、シャトルカード） 

・Check は評価、査定、課題発見・分析（CA シートの作成） 

・Action は課題解決策の策定（FD による相互助言）  

GPA は学則施行細則に明確に示すとおり学習成果達成度の測定に用いている。授業科目の学習評価

は、100 点法をもって採点し、80 点以上を優、70 点以上 80 点未満を良、60 点以上 70 点未満を可、60 

点未満を不可としているが、それだけでは学生の学習成果を可視化できないので学則施行細則第７条(5)

に示す通り、成績評価に GP（グレードポイント）を用いて学生の学習成果を目の当たりにできる形に

している。GP は授業評価に対して優を 4、良を 3、可を 2、不可を 1 とし、出席時間数が足りず受験資

格なしとなったものを 0 としている。この GP は学期ごとに平均値、GPA（グレードポイントアベレー

ジ）を算出し 2 年間にわたって総合的な成績の歩みを評価するほか、奨学生の審査や休学・退学者など

様々な場面での学生の評価・分析に使用している。卒業認定会議および前期・後期に行う単位認定会議

において GPA 集計表を用いて成績評価など学習の結果について分析を行い学生の学習の状況を共有し

ている。 

平成 26 年度より学習成果の可視化へ向けた取り組みの一環としてルーブリックを用いている。令和

元年度からは各教員は採点表とともに学務課へ提出することになっている。2 年前期の実習等の評価に

より、幼児の指導場面において自己発揮が十分にできなかった学生、実習園での業務において対人コミ

ュニケーション力が十分に発揮できなかった学生、チームとしての行動がうまくできなかった学生がい

るので、2 年後期授業「保育・教職実践演習（幼稚園）」において実践的な場面を演習で想定し、ルーブ

リックを使って評価するなど教育内容・方法の改善を図り、卒業・就職に向けて確実な学習成果の獲得

につなげるようにしている。 

また、岡山学院大学・岡山短期大学では「ディプロマ・サプリメント」の作成を実施している。 

ディプロマ・サプリメントの幼児教育学科における DS の作成は、以下の手順によって行われている。 

 ＜1 年生前期＞ 

（１）「保育者基礎演習」の授業（第 15 回目）において、「専門的学習成果」および「汎用的学習

成果」について、自己評価を行う。 

（２）メンターが学生ごとにデータ（1 年生前期分）を入力する。 

＜1 年生後期＞  

（３）後期オリエンテーションのあとで実施される個人面談において入力データもあわせて 個人

面談を実施する。 

（４）「キャリアガイダンス」などの授業において（１）と同様に自己評価を実施する。 

（５）メンターが学生ごとにデータ（1 年生後期分）を入力する。 

（６）新 2 年生メンターが入力データもあわせて個人面談を実施する。 

＜2 年生前期＞ 
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（７）授業において（１）と同様に自己評価を実施する。 

（８）メンターが学生ごとにデータ（2 年生前期分）を入力する。 

（９）後期オリエンテーションのあとで入力データもあわせて必要に応じて個人面談を 実施する。  

＜2 年生後期＞  

（10）「保育・教職実践演習（幼稚園）」の授業において(1)と同様に自己評価を実施する。  

（11）メンターが学生ごとにデータ（2 年生後期分）を入力する。  

（12）データ入力後、学務課にデータを提出する。 記載項目は次のとおりである。 

①卒業生氏名、②卒業年月日、③学籍番号、④取得学位、⑤取得免許・資格、⑥学科、⑦専門的

学習成果・汎用的学習成果の獲得状況のレーダーチャート、⑧学生の学習成果、⑨入学から卒業

までの GPA の履歴、⑩幼児教育学科の学びの特徴、⑪証明日、⑫学長氏名・公印 

岡山学院大学・岡山短期大学における「ディプロマ・サプリメント」は「ディプロマ・サプリメン

ト」に関する規定に基づいて適切に作成され、令和４年度入学生から卒業式前日のリハーサルに渡す

体制をとっている。 
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Ⅱ-Ｂ-４ 学習成果の獲得状況の公表に努めている。 

 本学幼児教育学科の学習成果は次のとおり明確に示されている。 

〇専門的学習成果 

幼児教育施設（幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園）の現場で、幼児教育（環境を通して行う教育）とは何か

を考え、「資質・能力」「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を意識し、保育指針の「乳児・１歳以上３歳未満児

の保育」を理解し、乳児期の保育や子どもの育ちをとらえて、幼児期への学びの連続性を考えることができる能力を

獲得する。 

 

〇汎用的学習成果 

社会人として求められる態度、信念、意見、価値、コミュニケーション能力を獲得する。 

社会人としての責任を果たすために必要な倫理観や価値観、自己管理の能力を、また職業生活や社会生活で必要な情

報リテラシーや数量的スキル、人との関わりに必要な論理的思考、自己表現、他者理解、問題解決の能力を獲得す

る。 

上記の学習成果の獲得上については、就職先調査は新卒者の就職先を対象に「学習成果に関するアン

ケート調査」を継続して行い、卒業生の進路先からの評価を聴取している。採用学生が現場で「専門的

学習成果」「汎用的学習成果」をどのくらい発揮しているかを調査する目的としている。就職活動にお

いては本人の意思を重視しており、就職先を選ぶ際、実習先でない場合は必ず見学やボランティアを経

て受験先を決定するように勧めている。 

 令和６年度の送付は３２名分で、回収は２４名分である。以前よりもタイトなスケジュールで回答を

お願いしているが、それにもかかわらず回収率が上がっているのは就職時に密接な関係性を築いている

ことと関係していると思われる。 

 専門的学習成果については、過年度との比較は単純にできないが、15 項目すべてに関して「系列４ま

たは５」が 50％以上、という結果に。かつて評価の低かった「子どもの各年齢の発達課題を理解するこ

とが出来ている（基本的知識）」「各年齢に合った遊びを計画することが出来ている（保育計画の力の形

成）」「子ども同士で互いに尊重する心を育てるという視点を持てている（保育内容の理解）」「遊びを通

じての指導が出来ている（幼児教育の役割・意味の理解）」「子どもの健康や衛生面に配慮した生活環境

を整えることが出来ている（養護に関する知識・技術）」などに関する評価が着実に上がっている。 

 また汎用的学習成果については、過年度との比較は単純にできないが、長年、評価をいただけなかっ

た「不明なこと等を確認したり調べたりすることが出来ている」に関して「系列４または５」が 50％以

上になり、10 項目すべてが「系列４または５」になった。 

 保育者養成に対する励ましの言葉、今回の就職斡旋に対する感謝の言葉が中心で、かつてあったよう

な厳しいお叱りの言葉は姿を消した。早期離職情報は学科で把握しているが、このアンケートで何件か

の離職予定情報を伝えて下さった。特にお叱りの言葉は無く、次年度以降の就職斡旋を依頼されている。 

 このような学生の学習成果の獲得状況については、アンケート調査により一定のデータの蓄積を続け

ており、このデータを保育職養成に役立てるよう FD・SD ワークショップなどで毎年分析して発表して

いる。しかしながら、本学 HP 等での公表にまでは至っていないため、令和７年度においては公表の在

り方等について学科レベルでの検討等実施し、学習成果の獲得状況の公表にさらに努めていきたい。 
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Ｃ 入学者選抜 

Ⅱ-Ｃ-１ 入学者選抜は、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて実施している。 

 本学の「アドミッション・ポリシー」は次のとおり明確に示されており、本学 HP、パンフレット、

学生募集要項等において示されている。 

 

本学に入学する人物には、次のような資質・能力を求めます。 

●なりたい保育者像が明確である。 

●子どもが好きで、心身ともに健康で、何事にも積極的である。 

●幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を取得し、卒業後保育者として働く意思が強い。 

●Society5.0 時代に必要なスキルの修得意識が強い。 

●本学での学習に必要な一定水準の学力を身に付けている。 

●体育や図画工作、音楽が好きで、特にピアノについては、基礎技能を身に付けようと努力できる。 

 

 さらに本学の入学者選抜は「入試管理委員会」及び「教授会」において厳格に管理されており、公正

かつ妥当な方法により実施できるように適切な体制を整えている。 

 

Ⅱ-Ｃ-２ 入学者選抜に関する情報を適切に提供している。 

 本学の入学者選抜に関する情報は、年度ごとに「学生募集要項」を作成し、本学 HP 上に掲載してい

るとともに、オープンキャンパスや進学ガイダンス、資料請求などにおいて受験生側に情報提供してお

り、その情報は適切に提供されている。 
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Ｄ 学生支援 

Ⅱ-Ｄ-１ 学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行っている。 

 本学の教員は、学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。 シラバスに示した成績評価基準によ

り学習成果の獲得状況を評価している。また、学習成果の獲得状況を適切に把握している。具体的に、

教員は「卒業認定・学位授与の方針」が達成できるよう「教育課程編成・実施の方針」に即した担当科

目の教育を行い、また、「学習成果を焦点にした質保証のための査定サイクル」の仕組と「授業改善の 

PDCA サイクル」を稼働させるために、担当科目に「卒業認定・学位授与の方針」に対応した成績評

価基準を設定し、各教科のシラバスには学科 FD 会議で検討した学習評価の方法が記載している。本学

では、シラバスを CD-R に焼き付けて学生に配付すると共に、各授業の初回をオリエンテーションと

してシラバスの詳細を説明した上で 15 回まで授業を行う。教員は、小テストの実施や課題、レポート、

受講状況、出欠状況等により、日々の授業を通して学生の学習成果の状況を査定し、PDCA サイクルに

基づいて専門的・汎用的学習成果の向上を図ることを実践している。本学教員はシラバスに示した学習

評価の方法により学習成果の獲得状況を評価している。 

学生による授業評価を定期的に受けて、授業改善に活用している。具体的には、教員は日々の授業に

おける学習成果の測定と記録により学生の学習成果の獲得状況を把握し、学習成果の獲得に向けて改

善・充実を図ることの重要性を十分に認識している。学生に適正な学習成果を獲得させるための査定を

行うと共に、分析結果をフィードバック情報として活用することにより、学生の学習成果の状況の把握

と共に、一層の向上・充実を図っている。また、本学では授業終了時に学生による授業アンケートを実

施し、集計結果をウェブサイトで公表している。 

授業内容について授業担当者間での意思の疎通、協力・調整を図っている。教員は、「卒業認定・学

位授与の方針」が達成できるよう「教育課程編成・実施の方針」に即した担当科目の教育を行っている。

また、「学習成果を焦点にした質保証のための査定サイクル」の仕組と「授業改善の PDCA サイクル」

を稼働させるために、担当科目に「卒業認定・学位授与の方針」に即した学習評価の方法を設定しシラ

バスにも記載してある。 本学教員は学習成果の獲得状況を適切に把握している。授業参観を毎年実施

し、各教員の課題や改善点等について FD・SD ワークショップにおいて総括を行っている。 

教育目的・目標の達成状況を把握・評価している。学生に対して履修及び卒業に至る指導を行ってい

る。具体的には、クラスメンターを中心に、各学生の学習状況を把握し履修状況の把握及び卒業に至る

指導を行っている。また、各学生の状況は FD 会議で情報共有を図っている。 

令和 6 年度の取り組みについて、PDCA サイクルに基づき次に報告する。 

 

（１）授業参観 

①Plan（計画） 

文部科学省によると、全国で授業参観を実施している大学は、令和 4 年度で 357 大学（46%）であり、

教員相互の授業評価を実施している大学は、令和 4 年度で 124 大学（16%）である。本学においても、

教員相互の授業参観及び授業評価を毎年実施している。教員相互の授業参観及び授業評価の実施は、各

教員の授業の質の向上を目的としている。 

 昨年度までは、Society5.0 に着目した授業参観を行ってきたが、今年度は、授業全体を評価するよう
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なルーブリックを作成し、授業参観を行った。評価方法については、以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②Do（実行） 

 参観担当教員及び参観日を調整した。令和６年度は専門科目 2 科目を参観し、授業評価を目的に授業

参観を実施した。授業参観は、前期の 4 月 16 日（火）2 限「乳児保育Ⅰ」、6 月 6 日（木）4 限「幼児と

環境」とした。 

 

③Check（評価） 

 「乳児保育Ⅰ」、「幼児と環境」どちらにおいても、授業者 1 名、参観者 3 名で行った。授業評価の評

価項目は、教員による授業の構成と準備（項目 A）、教員の明瞭さと「理解のしやすさ」（項目 B）、学習

を促す教員の能力（項目 C）及び科目に対する学生の興味を刺激する教員の能力（項目 D）とした。 

 「乳児保育Ⅰ」における各評価については、以下の表の通りである。 

 

＜「乳児保育Ⅰ」における各評価の人数＞ 

ルーブリック評価 

評 価 項 目 Level Ⅰ Level Ⅱ Level Ⅲ Level Ⅳ 

項 目 A   2 名 1 名 

項 目 B    3 名 

項 目 C   2 名 1 名 

項 目 D   3 名  
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 「幼児と環境」における各評価については、以下の表のとおりである。 

 

＜「幼児と環境」における各評価の人数＞ 

ルーブリック評価 

評 価 項 目 Level Ⅰ Level Ⅱ Level Ⅲ Level Ⅳ 

項 目 A    3 名 

項 目 B    3 名 

項 目 C   3 名  

項 目 D   1 名 2 名 

 

各授業について、授業参観の感想（学びなど）は以下の通りである。 

●「乳児保育Ⅰ」 

・身近な話題から授業に入る導入はとても参考になった。授業が始まって最初のつかみとして学 

生が興味を示していた。 

・赤ちゃんを模した人形をただの人形ではなく、愛着が湧くように事前に名前を決めており、外国

人の設定もあってとても興味深いものだった。 

・これまでの授業の復習を行いながら、実践力を向上させているところは素晴らしかった。 

・導入と同じように、身近な話題から本時の内容に入っていき、学生が想像しやすい授業展開であ

った。 

・クイズ形式の授業はとても新鮮であり、最後に手作りのプレゼントがあるというのは、保育現場

を経験した保育者ならではの方法である。独自性があり、興味深い授業展開であった。 

・ワークシートは口頭のみではなく、視覚的にも答えがわかるような工夫があるともっと良いと感

じた。特別な理由があった場合は申し訳ない。 

・テキストを使用していると思うが、該当ページ数を学生に周知すると更に学生の理解度が増すと

感じた。 

・保育の経験者らしい分かりやすい授業だった。 

・学生が席を前の方に座っていて、手遊びなど授業によく参加していた。 

・特に、ぬいぐるみの赤ちゃんを愛着をもって抱いて手遊びなどをしていたのが楽しそうだった。 

・自分で自己評価をつけさせていたのも授業参加につながっていたと思う。 

・愛着形成を分かりやすく説明していた。 

・〇×でクイズ学生の気分転換を図っていたのも良かった。 

・実際の保育園のビデオを見せて子どもと先生の関わりを見せていたので実習の勉強になっていた。 

・ワークシートの回答を説明したが、時間が無くなったため、ゆっくり説明出来ていなかったのが

残念でした。 

・授業全体の雰囲気が先生のキャラクターに彩られたものとなっており、とても興味深く面白いも

のとなっていたように感じた。さらに、学生も参加できる活動（とくには赤ちゃんを抱っこする、

クイズ形式で愛着形成について学ぶ等）が盛り込まれており、授業方法に対する工夫を感じる内

容となっていた。 

・学生の発言についてもしっかりと向き合い、褒めたりする様子は授業の応答的な対応として参考
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にさせていただきたい。そして、クイズ形式を取り入れた授業方法の場面では、それが実は保育

者となった時に生かすことができるという授業方法でありながら、園で活用できる方法を実際に

体験しながら授業を受けることができるということが、学生にとって実に有意義であるように感

じた。 

・授業内において「愛着形成」（ボウルビィ）や「安全基地」などについて説明をしていたが、も

う少しボウルビィなどの理論的説明があってもいいかもしれないと感じた。もちろん、乳児保育

なので実践的内容がメインとなると思うが、理論的部分もある程度おさえると、理論＝実践を考

えていくうえで学生にもより納得がいく、あるいは興味が出てくるような授業になっていくかも

とも考えた。 

 

●「幼児と環境」 

・授業開始前に実習で使えるポイントを指導している。 

・電子機器を使用した授業展開を実施している。 

・個別にファイリングして、事前に資料をファイルの中に入れている。 

・指示棒レーザーポインター等を使用して、説明箇所を明確にすると学生の理解度が深まる。 

・年齢に合わせた指導のポイントを説明しており、実際の保育現場を経験されたからこそできる授

業であった。 

・授業の展開として、遊びの種類の豊富さや様々な遊び方を使っているため、学生が良い意味で暇

がなく、時間ロスが少なく、素晴らしかった。 

・Power Point 資料のみならず、伝承遊び（けん玉など）を実際に数人の学生が全員の前で実演し

てみるなど動きのある授業展開であることは学生にとっても興味深いものになっていると思われ

る。また、今回のシラバスについて白板にまとめられているのが良かった。 

・グループ学習において実際に遊びを行うことを通して学んでいくことによって、楽しく遊びなが

ら身につけていく様子が印象的であった。今年度における前回の授業参観でもそうであったが、

学生が実際に活動できるような授業展開となっており、実習や就職後にすぐに使えるような内容

が盛りだくさんであることは学生にとって有益であると考えられる。 

・実務家教員として十分な授業展開であるのではないか。もちろん、他の授業との関連などを意識

する必要はあるだろうが、講義系科目の教員としては学ばせていただく内容が実に多かった。 

・〈理論＝実践〉という面から考えると、講義系科目の教員とともに今回の内容と理論をどのよう

に有機的連関のなかでより深化させていくかについて日頃から相談など行うことが大切かもしれ

ないと感じた。また相談などさせていただきたい。 

・授業全般に楽しい授業であり大変、勉強になった。 

・シラバスに沿って進められており準備も手作り玩具などしっかりされておりわかりやすい。 

・日本の伝承あそびの大切さや学生が幼少期に経験したであろうわらべうたが次々と実践されてい

くので、学生も馴染んでいる遊びだけに喜んでしており自信となったと思われる。 

・模擬保育室を使用しているので、適当な広さであるため良かった。 

・私語が多い学生もいるが、実践遊びになると喜んでしていたので友達と一緒に楽しみながらして

いた。 
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・手作りの座布団シアターを全員、製作できていたのに感心させられた。様々な学生がいるので、

提出物が出にくい学生の援助の仕方やコツを教えていただきたい。 

・実習前であるため、遊びかたや実践は、より、学生の興味や関心に繋がったのではないかと思わ

れる。 

・体操座りができにくい学生もいた。健康的な座り方とは、、体操座りが見直されている中、私も

どんな座り方をすればいいか迷っている。 

・気になった点は学生が実践できない事に端でうつむいたままでいたり泣いていたり、仲間づくり

に入れなかった事である。その学生への配慮はどうであるべきなのだろうか、、難しいところで

ある。 

 

授業担当教員の授業参観結果からの感想や考察は以下の通りである。 

●「乳児保育Ⅰ」 

保育指針が改訂され乳児保育の重要性が記されるようになってきている中、学生にどう伝えれば興味

や関心をもって理解していただけるかが私の課題である。それには保育の経験はあるが専門的な知識の

希薄さを感じている。 

このたびの参観授業を受けるにあたり、授業のやり方を振り返った。学生の興味や言葉を引き出した

り、赤ちゃん人形を使ったり、友達の前で手遊びをしたりして実践を多くいれた。また、「愛着形成」

については乳児保育において重要なポイントであるため、ハーロウの実験の話を通して説明したが、も

う少し深く話をする必要があったと反省している。 

皆さまの温かいご意見をホントに嬉しく思い、適格なアドバイスでは、多くの気づきがあった。これ

を繋ぎ、新しい授業の進め方や専門性の研鑽をしていきたいと思っている。 

 

●「幼児と環境」 

 シラバス１２に沿って、授業を日本の伝統、わらべ歌を中心に授業を進めた。特にお手玉あそびを実

践演習した。最初 PowerPoint で園で行う伝統行事の説明をした。その時に指示棒やレーザーポインタ

ー等を使用して、説明をしたほうが学生の理解度が深まることを参観の先生から教えていただいた。今

後の授業で使い方を検討したい。授業中に私語が多い学生もいたが実践遊びになると参加していた。も

う少し学生が自主的に勉強する環境になるようにこれからも授業の方法を考えていきたい。お手玉は、

体験が大切だと思い全員に渡るように準備したため、待ち時間を作らずに授業出来たと思う。実習や就

職後保育に使えるものを選んで一つ一つ年齢にあわせた説明を心がけたつもりであったが、今回は興味

をもつぐらいで、これから学生に自分で習得してもらいたい。参観して下さった先生から、他の授業で

もわらべうたをされていることが分かったため、他の科目との連携も日頃から相談することが大切なこ

とが分かった。会議の時、体育座りが話題になった。体育座りができにくい学生もいたがどんな座り方

が良いか、乳幼児の時に体幹を鍛える座り方、直ぐに動ける座り方、疑問な先生方もおられて話し合っ

たが、結果が出ずに終わった。授業中に一人、グループの仲間に入れない学生がいた。その学生の配慮

やグループで活動するときのグループ作りは、難しくこれからの課題で後期もグループで活動すること

があるので考えていきたい。他の先生方の感想を受け止めて、今後の授業に活用していきたいと思いま

す。良い意見をありがとうございました。 
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④Act（改善） 

 今年度は前期に 2 科目の授業参観を行った。授業評価については、新たにルーブリックを作成し、基

準を示した。これにより、教員間の評価の大きなずれはないと考えている。授業参観後も FD 会議にて

意見交換を重ね、各教員の授業の質の向上に繋がったと考えている。今後も、ルーブリックの内容を学

科 FD 会議で検討し、さらなる授業の質の向上を目指すことが重要である。 

 互いの授業を参観することにより、自分の授業を振り返り、授業間の関連性をさらに深めることがで

きた。幼児教育を学んでいくなかで、授業と授業が独立しているわけではなく、授業と授業との関連性

を学生が理解することによって、学生の理解度も深まっていくと考える。授業者同士で授業の内容を把

握し合うことで、授業の質が向上し、さらに学生の学びにつながると考える。今後も授業参観を行い、

授業の質の向上に努めていく。 

 

（２）クラスメンター制度 

本学では各クラスにクラスメンターを配置している。クラスメンターは学生の学習上の相談全般にあ

たり、学生に対して授業の履修指導から学習支援・学生生活支援など入学から卒業に至るまでの指導を

綿密に行っている。学生は日常の学習・進路等に不安が生じた時もまずクラスメンターに相談する。休

退学にかかわる相談の際にはクラスメンターが調整し、本人・保護者または保証人・学科主任教授・ク

ラスメンターで面談を実施して支援する。「学生のしおり」の「2．学則施行細則第 6 章・第 7 章」にお

いて、欠席届はクラスメンター経由で学務課教務係に、忌引の場合はただちに学務課教務係に、休学・

退学・復学等の願いは四者面談を経てクラスメンター経由で学長に提出することになっている。欠席届

にはクラスメンターの印鑑をもらってから提出することになっているので、クラスメンターにとっても

学生とコミュニケーションを図って指導するよい機会となっている。学生の履修登録票はクラスメンタ

ーが 1 枚ごとに点検し、取りまとめて学務課教務係に提出するので、クラスメンターは学生個々人の学

習状況を把握していなければならない。各クラスメンターは、学生個々人の単位修得状況を綿密にチェ

ックしている。 

学生の履修簿通知表は学務課教務係からクラスメンターに手渡され、学生個々人の学習状況を点検し

たうえ学期ごとのオリエンテーションにおいてクラスメンターから学生に直接手渡されるので、行き届

いた学習指導ができる。新入生に対しては、入学式後のオリエンテーションにおいて保護者も交えた場

で履修および卒業に至るまでの重要事項について説明し、さらに翌日からのオリエンテーションにおい

て前期履修科目に対する詳細な指導を行っている。また後期オリエンテーションにおいて履修科目に対

する指導を行うと共に個人面談を実施し、その際に履修簿通知表を使って個別指導を行っている。2 年

生に対しても、各期オリエンテーションにおいて全く同様の個別指導を実施している。このように教員

は学生に対して履修から卒業に至る指導を直接かつ綿密に行っており、学生の学習成果の獲得に向けて

責任を果している。 

また、事務職員は、学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。 

事務職員は、SD 会議で学習成果と三つの方針について共通の理解を図り、それぞれの所属部署にお

いて学習成果の獲得のための支援を行っている。本学の在学生および卒業生の就職状況なども新年度準

備会議などの全体会議や SD 会議をとおして認識を深め、学科の教育目標の達成状況を把握している。 

事務職員は、SD 会議で履修の方法や卒業要件など学則および学則施行細則を理解しているので学生に
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対して支援できる。事務職員は学生の成績記録を規程に基づき適切に保管している。各学期末に行う単

位認定会議終了後に認定された科目が入った履修簿及び単位修得並びに成績証明書を学生一人一人出力

しすべて保存している。また、履修簿及び単位修得並びに成績証明書作成に根拠となる採点表も学期ご

とにすべて保存している。採点表は開講している科目の最終評価点が記載されているものであり、永久

保存している。このように本学の事務教員は学習成果の獲得に向けて責任を果している。 

 

（３）Wi－Fi 環境 

 学生は学内無線 LAN 接続が利用できる環境にあるので接続をして学生生活情報の取得をするように

促している。 

 

（４）ICT 活用 

 教職員は授業や学校運営に積極的にコンピュータを活用している。授業においても視聴覚機器やコン

ピュータ教室を十分に活用している。また教職員は各自で教育課程および学生支援を充実させるために

コンピュータ利用技術の向上を図っている。本学の教職員は学習成果の獲得に向けて責任を果している。 

令和 3 年度より Moodle を本格的に始動した。授業で活用したレジュメの公開だけでなく、学生のし

おりなど、学生支援に必要な資料を Moodle で公表し学生支援にも活用している。 

 

（５）入学前学習 

 入学手続き者に対して入学前学習・学生生活に関するオリエンテーションを実施している。令和６年

度入学予定者を対象に下記のとおり入学前指導を実施した。 

 

＜入学前学習の日程＞ 

日    程 

ピアノレッスン 10：50～12：20 

学 長 講 和  9：30～10：30 

特 別 講 座 13：00～14：00 

回 月日・曜日 ピアノ 学長講和 特別講座 

① 12 月 7 日（土） 〇   

② 12 月１４日（土） 〇  保育内容 

③  1 月１１日（土） 〇   

④  1 月１８日（土） 〇  Society5.0 理解 

⑤  2 月１５日（土） 〇 大学で学ぶこと  

⑥  2 月２２日（土） 〇  保育内容（表現） 

⑦  3 月 １日（土） 〇  保育原理・教育原理 

⑧  3 月１５日（土） 〇   

 

（６）オリエンテーション 

 入学者に対するオリエンテーションは入学式直後から 5 日間の日程で実施した。まず入学式終了後、
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体育館で大学・短大合同の全体オリエンテーションを行い、その後、別会場に移動して短大のオリエン

テーションを行う。全体オリエンテーションは保護者同席のもとに学長が大学教育について学生の学習

成果と三つの方針を、またそれぞれの担当者が環境衛生、学友会、後援会会則、奨学金と傷害保険の説

明を行う。短大のオリエンテーションは、1 年クラスメンターおよび新入生のみで行い、内容は教員照

会、メンター紹介、学生生活などについてとなっている。 

 新入生オリエンテーションはボランティア保険説明、ロッカー利用説明、各実習履修規程説明、駐車

場・駐輪場利用説明、奨学金説明、学生傷害保険説明、学割証説明、クラス写真撮影、学友会新入生歓

迎会、保育雑誌購読説明、教材費説明、司書・社会教育主事任用資格説明、図書館利用に関する説明、

学生のしおり詳細説明、学内情報機器利用等説明、学生個人台帳（教務）記入、生活指導、キャンパス

ツアー、シラバス配付、履修登録説明、教科書注文書説明、学生個人カルテ（幼教）記入、教科書購入、

学生生活に関する注意、履修登録・教科書に関する Q&A など学習支援と学生支援の両面から行ってい

る。 

また、後期授業開始前にもオリエンテーションを行った。令和 5 年度は学生の学習成果についての説

明を行い、その後、履修簿通知表渡し、履修指導、個人面談資料記入などを行った。後期オリエンテー

ションは前期単位未修得者の個人面談に多くの時間を割いている。 

2 年生前期のオリエンテーションは、4 月 1 日の入学式より前に数日間にわたって行う。その内容は、

履修指導、個人カルテ修正、ボランティア保険説明、奨学金説明会〔新規申込者対象〕などの学習支援

と学生生活支援である。 

また、後期のオリエンテーションは、幼稚園教育実習（9 月初めから 4 週間）終了後の 9 月末の 1 日

で行い、履修登録関係書類配付､履修指導､後期学科行事説明､就職状況調査､履修簿通知表渡しを行い、

午後からは授業となる。慌ただしい理由は、授業回数を確保するためであって、1 か月間の学外実習で

休講になった授業回数分を回復するためである。 以上のように、新たな学習への意欲を喚起するため、

オリエンテーション・個人面談を組み合わせてきめ細かな指導を行っている。 

 

（６）補習および学習指導 

 追再試験前の補習の他に、学生の実情に応じて補習指導などを行っている。ピアノの補習指導が代表

的である。学習指導としては試験対策の指導、授業等の質問に対する指導、実演・発表のための指導、

実習準備が思わしくない学生に対する指導、実習における評価が低かった学生に対する指導など、それ

ぞれの教員が学習に苦労している学生への指導、一定の水準に満たない学生への指導等を多様な方法で

実施している。 進度の早い学生や優秀な学生に対する学習上の配慮や学習支援は、各担任また教科担

当者が個別に学習支援を実施している。実施時期・回数・対象者・方法は担当者により異なるが、多く

の教員が個別の学習支援を実施している。 

 

（７）通信課程 

本学には通信課程は設置していない。 

 

（８）留学生 

本学は、留学生の受け入れおよび留学生の派遣は行っていない。 
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（９）FD 会議  

FD 会議や教授会で学習成果の獲得状況を示す GPA などの量的データに基づき学習支援方策を随時

点検している。 

 

Ⅱ-Ｄ-２  学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織的に行っている。 

本学においては、学長（理事長）のリーダーシップの下に、「事務組織」及び「各種委員会等」を組

織し、その組織全体で学生の生活支援を組織的に実施している。 

本学の組織的な学生支援として、修学支援をはじめ健康衛生管理支援、課外活動支援、経済的支援、

学生生活支援を行っている。以下、各支援の現状を記述する。  

修学支援としては、各クラスにクラスメンターを配置し、学習指導をはじめ科目の特性から表面化す

る難しさ（例えばピアノや身体表現等）に対する相談や、取り組み方のアドバイス、科目担当教員を交

えた相談を設定する他、学生生活全般について支援している。  

一例として、入学式から 1 ヶ月経った 5 月から６月には１年生全員の個人面談を実施しており、友人

関係や授業、クラブ活動などについて個々の様子を把握したり、抱えている悩みがあれば対応したりす

るようにしている。 

また、2 年次に上がる直前のオリエンテーション期間にも個人面談を実施し、実習や専門就職に対す

る意識について学生一人一人の状態を把握するようにしている。特にメンタルケアやカウンセリングを

要すると判断される学生については、本学に設置している学生相談室での相談を勧める場合もある。 

 

（１）公務員試験対策、就職支援 

1 年前期の公務員講座（A）および 1 年後期の公務員講座（B）は公務員希望者が中心に履修してい

る。また 2 年前期の卒業研究（A）では各自の受験希望の自治体に焦点を合わせたコミュニケーション

力の育成に力を入れた指導を行っている。就職支援に関しては 1 年後期のキャリアガイダンスの授業で

行っている。以上はいずれも正規の授業であり、単位も取得できるので履修者全員の気合が入っており、

強力な就職支援となっている。 

 

（２）ボランティア等 

学外ボランティアの案内・指導や倉敷市大学連携福祉事業などをはじめとして継続的な活動を実施し

ながら多方面にわたって活動ができるよう支援するとともに、地域活動や地域貢献に積極的に眼を向け

てボランティア活動等を行うなど、大学は学生の社会的活動に対して積極的に評価し支援している。例

えば、クラブ活動や卒業研究の一環として学外で研究成果を発表、学内での「子どもといっしょに運動

会」「子どもといっしょに発表会」などで地域の方との交流を積極的に行っている。特に地域貢献活動

として近隣の保育所などに通う子どもたちを招待して、学生主体による子どもたち向けの「子どもとい

っしょに運動会」やオペレッタ発表などを行う「子どもといっしょに発表会」に力を入れている。また、

子どもたちと関わるボランティア活動には毎年学生が参加している。これらのいずれの活動も学生のみ

が活動するのではなく、教職員も一体となって取り組んでいる。 

授業の一環ではあるが保育者としての資質を高めるために春休み長期休暇を利用して実習予定園での

ボランティア活動を行っている。 
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（３）購買等アメニティー  

学生のキャンパス・アメニティとして「学生食堂」を整備している。特に「学生ホール（学生食堂）」

については下記のような取り組みを実施している。 

①有線放送 

食堂の営業前・営業中・営業後と放送内容を変えて音楽を流し、学生がリラックスして学生ホー

ルを活用できるように工夫している。 

②花や掲示物 

学生が使う机に花（造花）を置き、学生ホールが明るい雰囲気になるよう心がけている。また学

生の食育に役立てるよう「食堂食育」の資料を掲示し、食育啓発を行っている。その他食堂に馴

染んでもらいたいため、4 月には食堂調理員の一覧を掲示し、食堂に興味をもってもらえる工夫

を凝らしている。さらに学生ホールに季節の壁面や掲示物、展示物を設置し、季節感を感じても

らう工夫を行っている。 

③清掃 

学生が快適に学生ホールを使用できるよう、机や床の清掃等行っている。 

 

（４）学生寮 

 キャンパス敷地内に賄い付きでセキュリティも充実した学生寮があるが、老朽化により令和 3 年度を

最後に学生寮の募集を終了し学生寮を閉寮した。令和 5 年度より本学から半径 2 キロ圏内の一人暮らし

の学生に対して、10,000 円の毎月の家賃補助を行っている。また、一般の宿舎を必要とする学生に対し

不動産業者を紹介、賃貸物件に関するパンフレットの設置を行っている。 

 

（５）無料バス等 

 通学については、無料通学バスの運行や駐輪場・駐車場を設置して通学のための便宜を十分に図って

いる。通学バス（無料）の運行は、平日の授業始業前 2 便、3 限、4 限、5 限の授業終了後に 1 便ずつ運

行している。また、駐輪場を正門横に設置している。駐車場は学内駐車を可能とし、駐車場利用料は無

料である。 

 

（６）奨学金等 

 学生への経済的支援として、日本学生支援機構の奨学金「給付奨学金」「第一種奨学金」「第二種奨学

金」について年度始めのオリエンテーション時に学務課学生係が内容、書類作成、手続きまでの説明を

行っている。また、本学独自の奨学金制度として、「岡山短期大学特別奨学生」や、在学中に授業料納

付が困難になった学生について、成績・人物の審査での合格者を優待生として授業料の半額免除を実施

する「岡山短期大学 A 種奨学生」を設けている他、アルバイト紹介などの業務を学務課学生係が行う等

の経済的支援体制を整えている。また卒業時には返還に関する仕組み、手続きについて説明を行ってい

る。その他、外部機関の奨学生制度については対応可能な範囲で対応している。 

 

（７）健康管理 

 学生の健康管理の体制としては、学務課学生係が管理・運営している休養室を設置し、軽度不良に対
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して対応している。重篤な症状や急を要す症状が出た学生については近隣の医療機関に連絡を取り早急

な対応を依頼している。また平成 30 年度より緊急時のマニュアルを教職員に配布し、学内全体で意識

共有の下、適切な対応を図っている。また、本学の校医は「一般財団法人倉敷成人病健診センター」の

健診センター長であり、入学後の健康診断（身体測定、レントゲン撮影、内科検診など）の結果も当セ

ンターに依頼し、学生の実習等における健康診断書の発行も本学で行っている。また、生活指導部によ

る学生の心身両面にわたる生活支援、環境衛生部による学内の清掃と美化など、学生の生活支援を組織

的に行うと共に、教職員の組織も整備して適切に機能している。 

 

（８）学生との対話姿勢 

 学生生活に関する学生の意見や要望は、現在はクラスメンターをはじめとして、全教職員が学生と十

分な「対話」をすることを心掛け、その対話の中から学生の声を把握でき、有効な支援に具体化できる

ところが大きい。学生から得られた意見等は、学科教員全員で共有・検討した上で学長に報告し、その

対応の指示を受けており、重要事項については学長が教授会に諮った上で対応を決定する。また、事務

部においては関係の窓口で事務職員が学生から意見・要望等を得ることが可能となっており、早急に解

決を要する場合は直接学長に報告し、学長の指示を得て解決する等、学生サービスに対する学生の意見

等を汲み上げる仕組を適切に整備し、大学全体で適切な対応を図っている。 

 

（９）留学生対応 

 現在、留学生はいない。 

 

（10）社会人学生対応 

 社会人学生の受け入れを行っており、詳細は募集要項に明記している。社会人学生に対しても入学手

続きから卒業までの学習を支援する体制を整えている。なお令和 6 年度において社会人学生は在籍して

いない。 

 

（11）障がい者対応 

 障がい者の受入れのための施設の整備については、エレベーター及び車いすを配置し、取り組んでい

る。バリアフリーへの対応はエレベーターを設置し、できる限りの対応を図っている。また、障がいの

ある者が本学を受験しようとする場合は事前に相談するよう学生募集要項に明記してある。なお、肢体

不自由な学生は在籍していない。 

 

（12）長期履修生 

 現在、長期履修生の受け入れ制度はない。 

 

（13）クラブ活動 

 令和 6 年度クラブ活動については「令和 6 年度学友会 クラブ・ミーティングルーム・顧問」を組織

し、顧問を配置することによって整備している。 

また、クラブ活動については、本学において 1 年生の前後期の履修登録として単位を取得することを
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可能にするとともに、各顧問が責任をもって学生とともにクラブ活動の活性化を行い学生が自ら活動で

きるように取り組んでいる。課外活動支援については、「学生生活を充実させ、人間形成に寄与するも

の」という意義から、学園行事や学友会等を短大・大学を挙げて全面的に支援している。例えば、本学

の教育目標を達成するための一助として学友会を設置しており、この学友会は全てのクラブ活動を統括

し、入学生全員が会員となっており、健全で規律ある学生生活の発展に寄与している。学生が学生自身

の自律的な活動を展開することにより、自己の能力を最大限に発展させていく効果を期待している。特

に厚生部は、各クラス選出の評議員と学科教員から 1 人ずつ任命される顧問によって構成され、学生の

意見を広く汲み上げる部門として貢献している。 

 

（14）学生主体の行事 

 令和 6 年度の「桜有会」に関しては学内でバーベキューを行い、学年をこえて親睦を深めることがで

きた。 

このように本学においては、クラブ活動や大学祭、学友会などを、学生が主体的に参画する活動が行

われるよう支援体制を整えている。 

学生生活に関しては、学生生活アンケートの実施により学生の意見や要望の聴取に努め、学習成果の

獲得に向けて学生の生活支援を組織的に行っている。 

 

Ⅱ-Ｄ-３  進路支援を組織的に行っている。 

（１）進路支援 

 本学では、就職支援のために就職指導担当を担う教職員の組織を整備し、相互に連携を図りながら支

援している。就職指導担当教員として、主担当の教員の他、保育所長経験者の教員、2 年メンターが就

職支援を行っている。また、公務員養成コースではピアノ教員、図画工作教員も公務員試験実技対策の

スタッフになっている。さらに、学務課学生係の事務職員は就職指導担当教員と常に進路情報を共有し、

報告・連絡・相談を繰り返しながら学生が進路決定に至るまでの支援を行っている。 

 

（２）キャリア支援 

 就職支援のための施設としてキャリア支援室を整備し、模擬面接指導や集団面接指導、履歴書作成の

指導、実技試験対策の指導、公務員試験対策の指導等、多角的に学生の就職支援を行っている。 

 

（３）資格・免許取得 

 就職のための資格取得について、卒業時に保育士資格と幼稚園教諭二種免許を両方取得して卒業する

ように細やかな支援を行っている。入学前は、オープンキャンパスや入学前指導で資格・免許を両方取

得する意義・意味を詳しく説明している。入学以降は、オリエンテーションや各授業において資格・免

許の取得に対する意識の強化を図っている。就職試験対策として、社会人力強化講座や公務員試験対策

講座を実施して支援を行っている。 

 

（４）就職状況把握 

 例年、幼児教育学科の卒業時の就職状況について年明けの全体会議および年度始めの全体会議におい
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て報告するとともに、求人件数についても経年的な比較・分析を行って全学で情報を共有している。ま

た、卒業時の就職状況について「業種別就職者数」、「出身県別就職状況（地元就職者数／就職者数）」、

「就職実績一覧」を本学公式ウェブサイトで公表するとともに、これらの分析・検討結果を学生の就職

支援に活用している。 

 

（５）進学支援 

進学、留学に対する支援として、幼児教育学科に設置されたキャリア支援室の担当教員を中心に支援

を行っている。令和 6 年 3 月卒業生の進学・留学に関しては１名の学生より編入学の希望があったため、

担当教員を中心に編入学に向けた指導を実施したところである。 

 

（６）支援の姿勢 

 本学の就職支援を概括すると、就職指導の主担当教員だけでなく 2 年生のクラスメンターが進路支援

を担うとともに、幼児教育学科内に設置されているキャリア支援室の担当教員も連携して学生の進路支

援を行うものである。また、幼児教育学科のカリキュラム内でキャリアガイダンスの講義を開講してい

る。 

就職指導担当教員は学生と個別の面談を重ね対話をくり返すことにより、学生一人一人が思い描いて

いる保育や理想とする保育を確認したうえで、就職先に対する細かい要望や条件等を十分に把握し、

各々の適性を見極めながら適した進路を選択できるように支援している。また、長期休暇中や実習中で

帰省している時等も電話やメールで相談業務を行う等、さまざまな手段を用いて多くの時間をかけて学

生の希望を把握する態勢を整えており、全力で学生の進路支援を行っている。 
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基準Ⅲ 教育資源と財的資源 

Ａ 人的資源 

Ⅲ-Ａ-１ 教育課程編成・実施の方針に基づき教員を配置している。 

令和 6 年度の教員組織は以下のとおり編制した。本学の教員組織は小規模であるが建学の精神である

教育三綱領「自律創生、信念貫徹、共存共栄」に基づく使命・目的を実現するための組織として十分で

ある。なお、専任教員の准教授 2 人のうち 1 人は授業を担当しない教員である。 

 

教員組織の概要（令和 6 年 5 月 1 日現在 (人)） 

学 科 名 
専 任 教 員 数 

短期大学設置基準に 

定める教員数 非常勤教員 備 考 

教 授 准教授 講 師 助 教 計 〔イ〕 〔ロ〕 

幼児教育学科 4 2 6 0 12 （8） ― 13 
准教授 1 人は授業

を担当しない。 

（小計） 4 2 6 0 12 （8） ― 13  

〔ロ〕 ― ― ― ― ― ― （3）   

（合計） 4 2 6 0 12 （8） （3） 13  

 

男女の構成は次表のとおりである。 

 

専任教員の男女構成（令和 6 年 5 月 1 日現在 （人）） 

 教授 准教授 講師 助教 計 

男 2 1 2 0 5 

女 2 1 4 0 7 

計 4 2 6 0 12 

 

年齢の構成は次表のとおりである。本学の定年年齢は 65 歳であるので定年を越えた教員が 3 人い

るが、教育課程編成・実施の方針に照らして授業を担当する教員の教育研究業績が適任である教員を配

置する方針で教授会に諮った上で学長が決定しているので問題はない。 

 

専任教員の年齢 

 職名〔学位〕 性別 年齢 

1 教授〔文学修士〕 男 64 

2 教授〔教育学修士〕 男 70 

3 教授〔教育学修士〕 女 62 

4 准教授〔経営学修士〕 男 40 

5 准教授（特別専任教員）〔教育学修士〕 男  
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6 准教授〔博士（農学）〕 女 59 

7 講師〔教育学修士〕 男 34 

8 講師〔博士（健康科学）・修士（健康体育）〕 男 33 

9 講師（特別専任教員）（実務家教員） 女 68 

10 講師（特別専任教員）（実務家教員） 女 68 

11 講師（特別専任教員）〔学士称号（音楽）〕 女 64 

12 講師（特別専任教員）〔学士称号（司書）〕 女 65 

 

なお、定年年齢を迎えた教員は年度末をもって退職することになるが、就業規則上、理事長が特に必

要と認めたときは、引続き 1 年毎に特別専任教員として再雇用することができるようになっている。

この場合の定年年齢は理事長が特にその継続留任を更に必要と認める場合以外は 70 歳となっている。

特別専任教員は就業規則において常時勤務する専任の教育職員に対する特別専任就業規則で別に就業が

規定されており、その規定では本学の退職者以外の者では、他大学及びそれに準ずる機関を定年退職し、

本人及び当学園の都合により週当りの出勤日に制限がある本学教育に専任できる者や特殊な専攻分野に

ついて本学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有し、本人及び当学園の都合により週

当りの出勤日に制限がある本学教育に専任できる者が採用される。この場合の「本学教育に専任できる」

とは、本学より指定した会議や行事等に参加することが含まれ、教授にあっては教授会の定員に含まれ

る。退職後の延長は特別な場合を除いて 70 歳までなので、平均年齢の高い教授、講師の中で定年に近

い教員の交代教員の確保の検討をしなければならない。 

 上記のとおり本学の専任教員は、令和 5 年 5 月 1 日現在教授 4 人、准教授 2 人、講師 6 人の計 12 人

である。この中で、准教授 1 人は授業を担当しないので設置基準上の専任教員に計上できる数は 11 人

となるが短期大学設置基準に定める教員数 10 人を超え、更に教員数 10 人の 3 割が教授でなければな

らない数 3.3＝4 人に対して教授数は 4 人で充足している。 

 

専任教員数 (令和 5 年 5 月 1 日現在 （人）) 

学科 教授 准教授 講師 助教 計 

幼児教育学科 4 2 6 0 12 

※准教授の人数は授業を担当しない教員 1 人を含む。 

 

本学は、学校教育法施行規則第 172 条 2 に基づき本学公式ウェブサイトにおいて教育研究活動等の

状況についての情報を公表している。その中で専任教員が有する学位、所属学会、主な研究業績等を詳

しく示しており、全ての専任教員の職位が短期大学設置基準第七章の規定に合致していることが明らか

である。 

従って本学の専任教員の職位は真正な学位であり、教育実績、研究業績、制作物発表、その他の経歴

等は短期大学設置基準の規定を充足している。専任教員と非常勤教員は、学生の学習成果を獲得させる

ための令和 5 年度の教育課程編成・実施の方針に基づいて適任である教員を配置している。 
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専任教員数と非常勤教員数 

令和６年５月１日現在 男 女 計 

学 長 1  1 

専 任 6 6 12 

非常勤 5 8 13 

 計 12 14 26 

 

令和６年度非常勤教員の職位・性別・担当授業科目 

 職位 性別 担当授業科目 

１ 教授 男 社会福祉、子ども家庭福祉 

２ 教授 男 日本国憲法 

３ 教授 女 社会的養護Ⅰ、社会的養護Ⅱ 

４ 教授 女 子どもの保健、子どもの健康と安全 

５ 教授 女 子どもの食と栄養 

６ 講師 男 情報処理基礎、情報処理演習 

８ 講師 女 教育課程論及び教育方法・技術論 

10 講師 女 英語（A）、英語（B） 

11 講師 女 幼児と音楽Ⅰ（A）、幼児と音楽Ⅰ（B）、幼児と音楽Ⅰ（C）、幼児と音楽Ⅰ（D） 

12 講師 女 幼児と音楽Ⅰ（A）、幼児と音楽Ⅰ（B）、幼児と音楽Ⅰ（C）、幼児と音楽Ⅰ（D） 

13 講師 女 幼児と音楽Ⅱ（A）、幼児と音楽Ⅱ（B） 

 

令和 5 年度非常勤教員の職位構成 

学科 教授 准教授 講師 助教 計 

幼児教育学科 5 0 8 0 13 

 

非常勤教員の男女構成（令和 6 年 5 月 1 日現在 （人）） 

性別 教授 准教授 講師 助教 計 

男 2 0 2 0 4 

女 3 0 6 0 9 

計 5 0 8 0 13 

 

非常勤教員は学位、研究業績、その他の経歴等、短期大学設置基準の規定を遵守している。 

 教育職員の採用は、理事会で審議したうえで、理事長が採否を決定し、教授会の資格審査を経て辞令

を交付する。教授会の行う教員の資格審査は、短期大学設置基準の「第七章 教員の資格」に掲げられ

る基準に準ずるものである。 

 教育職員就任後、教授、准教授、講師等の資格昇任についても、理事会の議を経て理事長がこれを決

定するが、教授会において資格審査を諮ったのち辞令交付する。昇任の判断基準は主として教育研究業

績と教育的能力に力点があるが、教育的能力とは学生に対する教育実践の能力及び大学全体の学習支援
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体制（事務組織及び教員組織が協調する協同体制）における貢献力であると教職員選考規程に明記して

ある。研究業績の不足により長期にわたり昇任できない場合は、規程の上では各資格の定年制を適用し

解職するものとなっている。現在のところこの規定による解職の事例はない。 

教員の採用・昇任に関する規程として、前述の教職員選考規程および任期付専任教員の任用に関する

規程を整備しており、これら規程に基づいて教員の採用・昇任の具体的な手続きを適切に実施している。 

 

Ⅲ-Ａ-２  教員は、教育課程編成・実施の方針に基づき教育研究活動を行っている。 

 

教育研究上の組織図（令和６年５月１日現在） 
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専任教員は、論文発表・学会活動等の研究活動を、本学の教育課程編成・実施の方針に基づいて進め

ている。なお、特別専任教員を除いた専任教員は研究日を取得するために 2 年間で 1 つの研究業績を求

められているので対象となる全教員が研究日を取得していることからそれらの研究活動は進んでいる。 

 

令和 6 年度専任教員研究活動実績 

職位〔学位〕 

研究業績 
国際会議 

出席の有無 
その他 

著作数 論文数 
学会等 

発表数 

教授〔文学修士〕      

教授〔教育学修士〕      

教授〔教育学修士〕 1 1    

准教授〔経営学修士〕      

准教授〔博士（農学）〕  1 4   

准教授（特別専任教員）〔教育学修士〕     2 

講師〔教育学修士〕  1   3 

講師〔博士（健康科学）・修士（健康体育）〕      

講師（特別専任教員）（実務家教員）      

講師（特別専任教員）（実務家教員）      

講師（特別専任教員）〔学士称号（音楽）〕      

講師（特別専任教員）〔学士称号（司書）〕      

 

本学公式ウェブサイトにおいて教育研究活動等の情報の公開を行っており、その中で専任教員が有す

る学位、所属学会、主な研究業績などを示している。それによって、各教員がどのような分野における

専門的研究を推進しているのかが確認できるようにしている。 

 令和 6 年度においては科学研究費補助金を獲得して研究を行っている教員は 1 名である。特別専任教

員を除いた専任教員には、「学校法人原田学園教員の研究費に関する規程」に基づき支給している研究

費がある。研究費の内訳は、「教員研究費」「教員研究旅費」「共同研究費」「海外研修旅費」となってい

る。 

 教員研究費は、教員の研究範囲内で自由に使える研究図書購入費として年間 10 万円用意してある。使

用に当っては、研究図書購入願い（累積加算方式）に書名、著者、発行所、価格、ISBN 等の必要事項

を記入の上、図書館に提出する。図書館は、未所有かどうかチェックし、所有であれば教員に対してそ

の旨連絡する。図書館の未所有の図書及び所有の図書であっても教員が常時研究室に保管するために必

要である場合は、研究図書購入費の残高をチェックした後、図書館は速やかに発注し、納品、図書館登

録の後、教員研究室に配架する。 

教員研究旅費は、教員の研究の範囲内で自由に使え、年間 15 万円用意してある。使用の仕方は、学長

宛てに学会及び研究会等の次第を添付した研修願を提出し、研修の許可が下りれば「交通費、会費（謝

費を含む）、雑費」が経理課から支給される。経理課は 15 万円の残高を常に把握してある。学長の許可

を要すことは、学校行事及び学生の教育指導を放棄した自己研究優先の研修を防止するためである。 
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 教員研究費（研究図書購入費）及び教員研究旅費の流用は、どちらかの一方が既定額を超えて経費が

必要になった場合、経理課に流用を願い出ることになる。研究図書購入費を流用する場合は、流用後の

予算残高を図書館に経理課が知らせる。 

共同研究費は、FD のために必要な研究費、研修費及び研修旅費として使用できる。共同研究費の使

用にあたり、各学科が FD を行うに必要な研修を企画し、それにかかる経費を算出し、学長に願い出る。

学長は願いにより決裁する。「学校法人原田学園教員の研究費に関する規程」の中には、海外研修旅費

に関する規程がある。 

海外研修旅費は、教員が、外国の政府、大学、研究機関等において研修するために現地に渡航する旅

費で、年間 200 万円を用意してある。海外研修は、学生の教育指導に供する教育水準の確保を図るため、

学長、教授、准教授、講師及び助教の職にある専任教員が、自らの学術専攻分野に関する事項の調査・

研究、指導又は研修等を海外で行うものであり、海外研修を希望する者は、海外研修願を学長に提出す

る。海外研修願により学長が重要と認めたものは、海外研修旅費として、渡航の費用及び参加費の一部

を上限 50 万円まで支給し、年間 200 万円の予算の範囲で願い出の受付を打ち切る。海外研修旅費は、

予め研修プログラム等に含まれている旅費以外は、経理課の旅費査定により決定される。海外研修によ

り欠勤となる授業は、研修前または帰国後速やかに補講をする。海外研修の成果は、帰国後 3 か月以内

に学内で教員及び学生に対して研究発表をする。同一の学術専攻分野の複数の教員が、同一の海外研修

を申し出た場合は、学長の決裁により一人のみとする。なお、令和 6 年度において海外研修費を希望し

た者はいない。 

その他、 

岡山学院大学岡山短期大学における公的研究費の使用に関する行動規範 

岡山学院大学岡山短期大学公的研究費補助金の不正防止対策の基本方針 

岡山学院大学岡山短期大学公的研究費補助金の不正防止計画 

岡山学院大学岡山短期大学コンプライアンス教育及び啓発活動実施計画 

岡山学院大学岡山短期大学における公的研究費補助金取扱いに関する規程 

岡山学院大学岡山短期大学研究活動の不正行為防止に関する取扱規程 

岡山学院大学岡山短期大学における公的研究費補助金取扱いの不正防止に関する規則 

岡山学院大学岡山短期大学における公的研究費の内部監査マニュアル 

岡山学院大学岡山短期大学における競争的資金に係る間接経費の取扱いについて 

岡山学院大学岡山短期大学「ヒトを対象とする研究」に関する研究倫理審査委員会規則 

を定めている。これらにより、専任教員の研究活動に関する規程は十分に整備されていると考える。た

だし、令和 6 年度の専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等の制度申請はない。 

なお、岡山学院大学岡山短期大学「ヒトを対象とする研究」に関する研究倫理審査委員会規則により

研究倫理の推進を図っているところである。 

また、本学は岡山学院大学と合同の紀要を年 1 回発行し、専任教員の研究成果を発表する機会を確

保している。紀要は本学公式ウェブサイトにも載せ、一般に公開している。紀要に関して「岡山学院大

学・岡山短期大学紀要投稿執筆規程」を定め、編集は本学専任教員があたっている。 

 さらに、本学は、全ての専任教員に研究室（個室）を整備しており、研究を行うのに十分なスペース

が確保されている。なお、学生が訪問する際に分かりやすいよう研究室ドアに教員名を表示している。
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また、学生のしおりにも全ての研究室の位置を示している。 

専任教員は、授業準備・授業、学生への学習・生活指導、あるいはその他の業務遂行のため、まとま

った研究・研修時間を確保しにくいのが実情である。そのようななか、「学校法人原田学園専任教育職

員の勤務時間の変更と自宅研究日の規則」により、就業規則第 8 条に規定する勤務時間において、専

任教員の勤務時間の変更と自宅研究日を特別に定めて教員の研究活動を支援している。専任教員は、前

後期開始前に学長に、「自宅研究日承認願」を提出する。授業や他の業務に支障を来さない曜日を希望

することは当然のことであるが、研究日承認には、「行事その他本学教育上の理由により出勤を要する

場合は、指示の如何を問わず出勤」すること、「過去 2 年間の研究業績の内最新のもの」を提出すること

が条件となっている。教員の自己都合優先を戒め、研究活動を奨励しているのである。この制度は研究

活動推進に大きな役割を果たしており、今後も継続する。 

 本学は、大学の教育、研究、社会サービス機能の充実を図るための教員の資質開発を目的として、全

学を挙げて FD 活動に取り組んでいる。FD 活動に関する規程として、「岡山学院大学岡山短期大学 FD

（ファカルティ・ディベロプメント）委員会規程」を明確に定めており、学科単位で FD 委員会を構成

し、FD 活動の企画立案、実施状況の把握、実施効果の評価等を行っている。FD 委員会は、本学の方針

や学生の現状に鑑み、それぞれ取り組むテーマを決め、学科会議の際に議題の一つとして時間を設けて

討議し、その結果を FD 実施報告書としてまとめる。その後、意見交換及び討論を行うことで、全学レ

ベルで知識の共有化を図っている。 

令和 6 年度は 12 月に FD・SD ワークショップを実施している。各学科および事務部からの SD の詳

細な報告とそれに対する質疑応答・討議を実施している。 

 次に、専任教員は授業を行う以外に学生の学習成果を向上させるために次の表に示す業務を分掌して

いる。なお一部の分掌については教員ではなく、職員が担当しているものがある。 

 

令和 6 年度 岡山短期大学幼児教育学科事務分掌等（令和 6 年 3 月 22 日現在） 

学長を中心とした全学的な教学マネジメント体制（ＩＲ＆ＥＭとの連携） 

私立大学改革総合支援事業（特別補助） 

数理・データサイエンス・AI 教育プログラム認定制度 

アドミッション・オフィス 

学生確保推進委員会 

リカレント教育（卒業生対象） 

リカレント教育（社会人） 

ICT リテラシー（学生支援と教職員啓発） 

入学前学習 

新入生歓迎行事 

模擬保育室の Society5.0 再整備・地域貢献 

おかたんみらい園 

自己点検評価 

教職課程自己点検・評価 

教職課程運営委員会 



－ 59 － 

大学・短大基準協会評価員登録者 

キャリア支援室 

マネジメント計画作成指導 

キャリア支援 

クラスメンター 

卒業延期者指導 

環境衛生部 

紀要 

卒業アルバム 

シラバス 

発表会 

倉敷市大学連携事業委員 

救命救急講習 

学友会 

オープンキャンパス等 

省エネルギー 

会議等全議事録作成担当者 

時間割 

保育者基礎演習 

教職実践演習（履修カルテ） 

保育実践演習 

Society5.0 保育者養成コース 

公務員保育者養成コース 

ボランティア指導 

学外実習 

子育てカレッジ事務局 

七十周年史 

全学清掃活動 

グローバル研修 

 

私立大学教育研究活性化設備整備事業業務 

総括 

事業全体責任者（事業内容と学科運営の関連性） 

事業の推進・調整・取りまとめ 

申請文書および報告書の取りまとめ 

備品購入および教室設定と予算管理 

模擬保育室の運営計画および実際の授業での利用方法について 
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保育相談実践室の運営計画および実際の授業での利用方法について 

シラバス作成および授業における実践 

地域貢献（子育てカレッジ・公開講座）への利用計画 

卒業生対象のブラッシュアップ講座および広く保育者対象のリカレント教育への利用計画 

ルーブリックの作成・アンケート調査 

 

分掌事務 連携内容 

短大基準協会登録者 短期大学基準協会に ALO、ALO 補佐、評価員を登録し、ALO は本学の自己点検評

価・報告書の作成を指揮する。基準協会に登録した評価員は基準協会の依頼により評価

チーム登録される。これらの手続きは総務課が庶務を掌り、基準協会の短期大学評価基

準についても学内での共通認識の共有化を図る。 

保育者基礎演習 基礎教育科目の保育者基礎演習は、有用な社会人・保育者として求められる基礎的・

汎用的能力の内、①社会・対人関係力、②職業意識・勤労観、③将来計画力、④論理的

思考力・表現力の四つの能力を育成することを教育目標としている。 

そのため、授業は、教員・外部講師による講義、幼稚園長・同教諭による講演、それ

らに基づく演習を組み合わせて進めるが、特に演習時間を多く設けている。 

とくに外部講師による講義、幼稚園長・同教諭による講演などの外部機関への依頼は

総務課から文書発信をするなど連携を図っている。 

就職指導 担当教員は学生係が受信した求人票を受け取り就職希望者に案内をする。また、履歴

書貼り付け用の写真も教務助手が有料でスピーディーに作成し、就職へ向けての連携を

図っている。 

生活指導 学生の挨拶の励行など全教員と事務職員が連携して実践している。 

環境衛生部 担当教員は経理課および外部清掃事業者と連携を図っている。 

紀要 紀要を担当する教員は紀要の外部発送を図書館と連携している。 

卒業アルバム 担当教員は学務課から卒業見込み者のリストを得て、経理課および外部写真館と連携

して卒業アルバムの作成を行っている。 

シラバス 毎入学年度の授業科目のシラバスを担当教員がカリキュラム順にデータファイルとし

て整理し、それを教務助手が学生配付用の CD に焼き付ける。 

学友会 教員は、クラブ顧問として活動を支援し、経理課および学務課は会計及び備品の管理

を学友会の役員と連携している。また大学祭は、全教職員と学生が協同で開催してい

る。 

オープンキャンパス 学長の指示により全教職員が連携して実施する。 

 

Ⅲ-Ａ-３  学習成果の獲得が向上するよう事務職員等を配置している。 

事務組織（学校法人原田学園事務組織規程）は、大学及び短大共通の事務部として総務課（法人係・

学務係）、経理課（財務係・会計係）、管理課、学務課（学生係、教務係、IR&EM 係）、学生寮課および

図書館を配置している。図書館は、組織図では一般的に示されている事務部の外に配置しているが事務

組織規程では事務部に含まれている。 
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事務組織の組織図（令和６年５月１日現在） 

 

事務部の統治は、理事長・学長の下に、副理事長・副学長を置き、事務部を統括している。このほか

事務組織規程には規定していないが組織を横断して学生募集に取り組む入試事務室、学生の課外活動お

よび生活を支援する体育館事務室、学生ホール・食堂、第 1 学生ホールを置いている。 

 大学全体のバランスを鑑みて、教員の兼務者も含んで事務職員の適切な人員確保と配置を行っている。

経営改善計画（平成 30 年度～令和 4 年度（5 ヵ年））の人件費節減の方針から、教育研究活動に支障を

きたさない範囲において、派遣職員の活用も行っている。外部委託が可能な警備業務と清掃業務は外部

委託を実施し、業務の効率化を図っている。教務関連事務と学生生活関連事務との連携を強化するため、

教務課と学生課を学務課として統一し、その下に教務係と学生係を配置しているので、事務職員の情

報・意識の共有化や事務作業の効率化につながっている。 

事務職員が必要とする専門的な職能としては、法令遵守の観点から、併設大学の教務助手も兼務する

ために管理栄養士の免許があげられ、その必要人数は 3 人であるが実員は 5 人である。また、法令遵守

とは無関係であるが、図書館の事務職員として必要な職能は司書であり、司書の事務職員が 1 人いる。

そして、幼稚園教諭 2 種免許及び保育士資格の取得者が幼児教育学科の教務助手を兼務している。教務

助手は学務課教務係の事務職員である。その他の事務職員は専門的な職能を法的に求められるものでは

ないが、文部科学省や厚生労働省の関係法令に関する届け出や諸手続きを滞りなく業務執行することが

でき、更に学生の学習成果の向上のためのコミュニケーション能力も十分である。このことは学生に対

するワンストップサービスの向上にも繋がっている。 

SD 委員会は､目的の一つに個人の能力開発、資質向上のための研修を含む施策に関する事項があり、
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委員会において、短期大学の管理運営に係る法令、本学の学則、学生の学習成果、三つの方針、アセス

メント・ポリシーなどについて事務職員と共有することで職能を適正に発揮できるよう努めている。 

事務に関する規程は、事務を司るものだけではなく、業務に関係するものも含めて規程として整備し

てある。 

また、事務部署に配置しているパソコンは次の表の通りで文書処理、情報処理、ネット利用に対応さ

せている。 

その他、印刷機やコピー機など必要な部署に整備している。 

 

事務組織の人員配置（令和６年５月１日現在） 

 部 課 課  長 課     員 

学

長 

副 

学 

長 

・

部

長

代

理 

総務課 黒明 西村 

経理課 

財

務 
作永（兼） 

作永 

会

計 

作永・石原【派遣】 

管理課 不在  

学務課 

 

川口（課長） 

横井（係長） 

西澤（係長） 

教務／学生 

 川口・横井・西澤・岡部・三宅・奥野 

 長谷川・宮下 

IR＆EM 担当 

 川口・有松（兼） 

入試事務室 作永（兼） 教務／学生・その他関係部署課員 

図書館（清友） 有松（係長）  

学生ホール・食堂（高槻） 大橋（係長） 食物教務助手 1 名（兼） 

購買 経理課担当 不在 

体育館 不在 放送室 西澤（兼） 

学

長 

生涯学習センター（尾崎）  （庶務は総務課） 

入試広報（学長） 副学長 全教職員 

情報処理教育センター（副学長） 小松  

学生相談室（内田）  不在 

 

事務部署 Windows PC 

  総務課 10 

  経理課 3 オフコン 1 

  管理課（体育館事務室） 4 

  学務課 5 

  図書館（図書館事務室） 1 

  幼児教育学科実習事務室 1 
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Ⅲ-Ａ-４ 学習成果の獲得に向けて、教職員の役割や責任を規定している。 

本学において発生する諸般の事象に伴う危機に、迅速かつ的確に対処するため、危機管理体制及び対

処方法等を定めることにより、学園の学生、教職員及び近隣住民等の安全確保を図るとともに、学園の

社会的な責任を果たすことを目的とする危機管理規則を定めている。 

防火及び震災対策の徹底を期し、火災・震災その他の災害による人的、物的被害の軽減を目的として

防災管理規程を整備している。管理権限者、防火管理者、防火担当責任者、火元責任者、災害発生時へ

の対応として教職員による「自衛消防隊」を組織している。直近の教員と学生の消防訓練は令和 6 年 11 

月に実施した。また全教職員に対しては、平成 31 年 3 月 22 日（金）に、本学の防火管理者が、学内消

火栓の放水ポンプの取扱いについて、消火栓の中にある管鎗付のホースは、ホースに角があると通水で

きなくなるので、真直ぐに引き出して折れ角などがないようにしてから消火栓のバルブを開くようにと

実際に消火栓を開いて説明した。 

心室細動時等の救急救命活動に有効とされる自動体外式除細動器(AED)を学内に設置し教職員を対象

として使用方法についての講習を平成 29 年 8 月 31 日に実施して以降開催されていなかったため、今年

度は SD 研修として、総務省消防庁が e-ラーニング教材として無料で公開している「応急手当 WEB 講

習」（https://www.fdma.go.jp/relocation/kyukyukikaku/oukyu/）の受講を実施した。6 月に「普通救命

講習編」、8 月に「上級救命講習編」を各自受講、動画視聴後の修了テストに合格した際発行される 

WEB 講習受講証明書の提出を求めた。「普通救命講習編」は、胸骨圧迫や人工呼吸、AED の使い方な

ど、「心肺蘇生法」について学ぶ内容で、消防署等で実施されている「普通救命講習」の座学１時間分

の学習内容に相当する。「上級救命講習編」は「心肺蘇生法」に加えて、「包帯法」や「熱中症への対応」

など、その他の応急手当（ファーストエイド）を学ぶ内容で、消防署等で実施されている「上級救命講

習」の座学２時間分の学習内容に相当する。専任職員全員が「上級救命講習編」まで受講完了し、修了

テストに合格した。受講により、職員全員で応急手当に関する基礎知識の再確認ができた。今後は受講

を受けての学内救急マニュアルの見直しや、外部講師を招いて実技を伴う講習の受講を行う必要がある。 

救命救急に関連して、学内に設置している AED について、今年度、耐用年数の経過に伴う更新を行

った。新たに購入したものを、情報処理教育棟 1 階フロアと、体育館学生ホール棟管理課事務室窓口

に 1 個ずつ設置した。使用頻度の高い機器ではないため忘れがちになるが、定期的な点検と耐用年数

の確認を怠らず、いざという時に滞りなく使用できるように備える。学生などの傷病者対応については、

昨年度までは主に学務課学生係と B303（幼児教育学科教務助手）で行っていたが、現在は B303 で対

応していた救急箱等の管理は M 棟 1 階事務室へ移動、休養室の利用や AED の設置場所については掲

示などで周知を図っている。  

なお、学生については授業で本学の教員が講師となって実施した。 

本学では校門前の横断歩道の安全確保のために警備を外部の専門業者に委託し、警備員による学生誘

導などの安全の確保に努めている。また、学内の防犯は特に警備員等を配置していないが学外の者には

必ず貸与した入構許可証を提示させ、不審者の侵入防止に努めている。 

その他、本学の事務部は、事務組織規程に規定する日常的事務処理の他に、以下の学校の安全対策の

役割を担っている。 

１）総務課 

研究活動の不正行為防止に関する取扱規程に従い、教員の研究上の不正行為が生じた場合における措
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置等に関する事務処理の役割を担っている。また、公益通報者保護規程に従い、教職員等からの法令違

反に関する相談又は通報処理の仕組みを整備し、不正行為の早期発見と是正措置に必要な体制を図り、

法人の健全な経営、教育研究体制の維持発展のための窓口の役割を担っている。 

２）経理課 

公的研究費補助金取扱いに関する規程に従い、教員の競争的資金を中心とした公募型の研究資金の、

手続等の取扱いの適正な運営・管理を行っている。また、教員の研究費に関する規程に従い、教員研究

費、教員研究旅費、共同研究費、海外研修旅費等の予算の管理、教育研究施設の維持管理等を行ってい

る。更に、受託研究取扱規程に従い、学外から調査研究等を委託された場合の契約、施設管理、会計処

理等それぞれ教員の教育研究を支援している。 

３）学務課 

学籍の管理、時間割、教室割、成績管理、非常勤講師との連絡等通常の教育研究支援業務の他に情報

セキュリティポリシーに従って、緊急時の連絡など、総括的な対応に当たり、最高情報セキュリティ責

任者を補佐する役割を担っている。 

４）図書館 

教員の研究費に関する規程に従い、研究図書購入について教員の教育研究の支援をしている。 

５）管理課 

授業科目「クラブ活動(A)・（B）」を円滑に実施させるため、体育館の安全な運用に努めている。以上、

防災、防犯及び情報管理等必要とされる基本的な危機管理体制は概ね整備し、適切に機能している。た

だし、令和 6 年度は管理課職員不在のため、教員その他職員でその運用を担っている。 

 

Ⅲ-Ａ-５  教職員等の資質、教育能力、専門的能力等が向上するよう組織的な研修を実施している。 

 岡山学院大学・岡山短期大学においては教職員等の資質、教育能力、専門的能力等が向上するよう組

織的な研修として、主として以下を実施している。 

１）職員による SD 委員会 

岡山学院大学岡山短期大学 SD（スタッフ・ディベロプメント）委員会規程を整備し、SD の目的、組

織、取組、運営及びワークショップの実施について明確にしている。 

目的は、岡山学院大学及び岡山短期大学を構成する専任事務職員の全員を対象とし、事務部署が行う

べき業務を学園経営、管理運営、学習支援及び学生生活支援等の多方面からの協働において円滑に遂行

するために、個人の業務改善と能力開発および組織間の連携を推進することである。その組織は、岡山

学院大学及び岡山短期大学を構成する専任事務職員の全員でもって SD 委員会を組織し委員長及び副委

員長は学長が任命することになっている。 

SD 委員会は､SD の目的に従うと共に時代の変化に対応できるよう事務職員の資質、専門的能力の向

上を図るために、①学習支援及び学生生活支援のための基本方針と実施体制に関する事項、②個人の能

力開発、資質向上のための研修を含む施策に関する事項、③業務改善のための学生アンケートの実施と

結果分析、担当部署へのフィードバックに関する事項、④部署単位での業務改善目標の設定と結果の分

析に関する事項に取組む。 

SD 委員会は１セメスターで最低１回開催する。取組の結果について、毎年度 12 月に実施するワー

クショップ形式で、教職員相互の意見交換及び討論を通じて、岡山学院大学及び岡山短期大学の事務部
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署の在り方を全学で共有する。令和 6 年度 SD 委員会の実施及び議題は次のとおりである。なお、SD 委

員会は教員の参加がないため、会議の議事録を議事録作成担当者より、全教員に文書データで共有する

こととなっており、全教員は SD 委員会の会議内容について理解を図ることができるとともに、必要が

あれば、関係職員との相談等行うことができる体制をとっている。 

令和 6 年度 SD 会議日程（議題） 

 実施日 実施時間 議題 

① ４月３０日（火） 15：30 ～ 16：30 
・諸連絡 

・ワークショップからの課題について 

② ５月３１日（金） 15：30 ～ 16：30 

・諸連絡 

・卒業時アンケートについて 

・各部署の業務改善にかかる取組について 

③ ６月 １日（土） ～ ６月３０日（日） 
・左記期間中に専任職員は「応急手当 WEB 講習（総務省消防

庁）」の「普通救命講習編」受講 

④ ７月１８日（木） 15：30 ～ 17：00 

・諸連絡 

・新入生アンケートについて 

・各部署の業務改善にかかる取組について 

⑤ ８月 １日（木） ～ ８月３１日（土） 
・左記期間中に専任職員は「応急手当 WEB 講習（総務省消防

庁）」の「上級救命講習編」受講 

⑥ ９月 ２日（月） 15：30 ～ 17：00 

・諸連絡 

・岡山学院大学人間生活学部食物栄養学科の名称変更について 

・岡山学院大学認証評価訪問調査について 

・岡山短期大学創立 70 周年事業について 

⑦ １０月１７日（木） 15：30 ～ 16：40 
・諸連絡 

・令和 6 年度ＦＤ・ＳＤワークショップについて 

⑧ １１月２２日（金） 15：30 ～ 17：10 

・諸連絡 

・令和 6 年度学生生活アンケートについて 

・オープンキャンパス業務について 

・業務改善にかかる教職協働について 

⑨ １２月１８日（水） 15：30 ～ 16：30 
・諸連絡 

・令和 6 年度 SD 報告書について  

 

 上記日程により、SD 会議を実施し、広報活動の実績確認や情報の共有、大学学部学科名称変更の内

容や認証評価訪問調査の確認、各学生アンケートの回答の確認、各部署の業務遂行状況及び改善案の共

有などを行っている。 

 広報活動の情報共有は、昨年度から引き続き入試状況、オープンキャンパス、資料請求やガイダンス、

インスタグラムなどの実績を毎月データとして Moodle にて共有し、会議でも確認している。今年度か

らは教員も確認できるようにしており、教職協働がより一層図られるように取り組んでいる。 

大学学部学科名称変更については、副学長による説明を受けた。 
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各アンケートの確認では、毎年全学的に実施する新入生アンケート、学生生活アンケート、卒業生ア

ンケートの集計結果について、業務改善につなげるため、全員で内容を共有する体制をとっている。 

各部署の業務改善については、ワークショップにて報告した改善案をそのままにせずすすめていくた

めに定期的に全体で進捗状況などを共有している。 

２）教員による FD 委員会 

岡山学院大学岡山短期大学 FD（ファカルティ・ディベロプメント）委員会規程を整備し、FD の目的、

組織、取組、運営及びワークショップの実施について明確にしている。 

 目的は、教員の大学教育に対する教育研究の使命及び教育意識の改革を含めて、大学の教育、研究、 

社会サービスの機能の充実を図るための教員の資質開発を目的とすることである。その組織は、岡山学

院大学及び岡山短期大学の全ての教員組織でもって岡山学院大学 FD 委員会及び岡山短期大学 FD 委員

会を組織され、FD 委員会は学科単位で構成し、委員長は学科長（幼児教育学科においては「主任教授」）

が掌ることとなっている。FD 委員会は次の５つの視点をもって運営されることとなっている。 

 ①FD による教員意識の改革 

   FD による教員の意識改革は、教員の自己点検・評価を行うもので、具体には教員と大学の研究

機能の開発、教員と大学の教育機能の開発（大学教員研修）、教員と大学の社会的サービス機能の

開発であり、教育課程や特に授業に関する資質開発に力点を置く。 

さらに、教員の FD は、教育課程や特に授業に関する資質開発を最重要とし、大学の教育課程に

ある授業の構成要素への理解を深め、教育課程を改善することを目的とし、それらと関わる教員自

らの資質開発を目指す。 

 ②授業の構成要素 

   学生の多様化（不本意入学、一般学生、無気力、学力低下、私語・無語・死語現象など）の実情

を無視して授業は活性化できないことを理解し、学生中心の授業を行うための活性化の方策を検討

する。 

 ③カリキュラム 

   カリキュラムは優れた教材・教育内容の作成を学問発展を踏まえて編成する。 

次に、大学が目的とする人材養成を目標に編成したカリキュラムにある授業を的確な方法論に依

拠して研究し、成果を教材化する作業は、研究と教育の両方に責任を負う教員の使命である。 

そのうえで研究と教育を専門とする学識観を介して統合するところに FD のテーマを置く。 

 ④教員資質の改善 

   教員自身の自己研究による教員資質の改善をめざすことを FD の方法の根幹とする。 

教員の学識観を従来の学識の中枢に位置づいてきた研究主義からの脱皮を図り、大学の建学の精

神や学部学科の人材養成の目的との関連性を持たせた教育研究を推進する。 

 ⑤教養教育の開発 

   教員は常に教育者としての技術を磨き、更に、学生に対して将来の明解な進路選択を促す具体概

念を涵養するために必要な教養教育の手法、内容及び技術を研究し、同時に学生評価、授業評価を

行う。 

 

 令和 6 年度における FD 委員会は、より一層の充実を目指す目的から、４月より FD 委員会を独立し
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た会議として開催する体制へと変更となっている。基本的には学会会議の後に月に１度は開催される計

画としている。取組の結果については、SD 委員会と同様に、毎年度 12 月に実施するワークショップ

形式で、教職員相互の意見交換及び討論を通じて、岡山学院大学及び岡山短期大学の事務部署の在り方

を全学で共有する。令和 6 年度 FD 委員会の実施及び議題は次のとおりである。なお、学科会議は総務

課や経理課、学務課の課員で出席可能な職員は出席し、FD 委員会には出席をしていないため、会議の

議事録を議事録作成担当者より、全教員に文書データを Moodle 上で共有することとなっており、関係

部署の職員は FD 委員会の会議内容について理解を図ることができるとともに、必要があれば、関係教

員との相談等行うことができる体制をとっている。 

 

令和 6 年度 FD 会議日程（議題） 

日程 会議名 議題 

4 月 6 日（土）学科会議終了後 FD 会議 ①授業参観について（授業参観計画（日時等）） ②その他 

5 月 25 日（土）学科会議終了後 FD 会議 ①授業参観について ②ＦＤに関する研究 ③その他 

6 月 15 日（土）学科会議終了後 FD 会議 ①授業参観実施の報告・授業検討会（１） ②その他 

7 月 20 日（土）学科会議終了後 FD 会議 ①授業参観実施の報告・授業検討会（２） ②その他 

8 月 24 日（土）学科会議終了後 FD 会議 ①「授業」の成立要素としての「教育的関係」 について 

②その他 

9 月 28 日（土）学科会議終了後 FD 会議 ①授業中の教員の発言について（授業アンケート・個人面談をも

とに） 

②その他 

10 月 12 日（土）学科会議終了後 FD 会議 ①令和６年度 FD・SD ワークショップにおける研究内容の確認及

び役割分担について 

②その他 

11 月 9 日（土）学科会議終了後 FD 会議 ①令和６年度 FD・SD ワークショップ 各自の研究分担の進行状

況について 

②その他 

12 月 21 日（土）学科会議終了後 FD 会議 ①令和６年度 FD・SD ワークショップの発表内容についての検討

等について 

②その他 

1 月 18 日（土）学科会議終了後 FD 会議 ①高等教育の質保証について 

②『令和５年度 自己点検・評価報告書』における「基準Ⅰ 建

学の精神と教育の効果」の自己点検 

2 月 15 日（土）学科会議終了後 FD 会議 ①『令和５年度 自己点検・評価報告書』における「基準Ⅲ 教育

資源と財的資源」「基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス」の自

己点検 

3 月 8 日（土）学科会議終了後 FD 会議 ①『令和５年度 自己点検・評価報告書』における「基準Ⅱ 基

準Ⅱ 教育課程と学生支援」の自己点検 
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３）FD・SD ワークショップ 

 大学教育に対する FD・SD の目的に従い、大学の教育理念及び目標の認識、各学科の教育目標とカリ

キュラム構成の原理、担当授業科目の授業設計、教授法、成績評価の原理等をワークショップ形式で、

関係教員相互の意見交換及び討論を通じて、岡山学院大学及び岡山短期大学の教育の在り方を具体にす

るために全教職員参加型の「FD・SD ワークショップ」を毎年度 12 月に実施している。以下の令和 6 年

度における FD・SD ワークショップの報告内容等である。 

 

令和 6 年度 FD・SD ワークショップ報告内容等 

令和６年１２月２４日（火） 9：10 ～ 13：10 

委員会名 報告内容 

SD 委員会報告 

①SD 委員会の実施報告 

②救命救急に係る講習の実施状況について 

③事務部の業務改善に係る教職協働について 

④令和 7 年度オープンキャンパス戦略及びガイダンス戦略の準備について 

FD 委員会報告 

（岡山短期大学） 

①FD 委員会報告 

②おかたんみらい園の強化を図るための PDCA サイクル 

③数理・データサイエンス・AI 教育プログラムの強化を図るための PDCA サイクル 

④STEAM 教育の理論と実践とプログラミング教育を図るための PDCA サイクル 

⑤学生の学習成果の獲得に向けた教員相互による授業評価の実施について 

⑥進度の速い学生や優秀な学生に対する学習上の配慮や学習支援について 

⑦外部評価の実施について 

⑧Society5.0 保育者養成コース及び公務員養成コースの実施状況について 

⑨学生の学習成果及び３つの方針の PDCA サイクルについて 

FD 委員会報告 

（岡山学院大学） 

①岡山学院大学認証評価の実施報告 

②経営改善計画（令和 6 年度～10 年度）の PDCA サイクルについて 

・おかがくファンづくりの強化を図るための PDCA サイクル 

・栄養学×Society5.0 の確立と強化を図るための PDCA サイクル 

・地域貢献イベントの積極的企画・参加と評価、改善 

・数理・データサイエンス・AI 教育プログラムの応用基礎レベルの実施と評価、改善 

・岡山学院大学キャリア応援助成金制度の制定、評価、改善 

③学生の学習成果の獲得に向けた相互による授業評価の実施について 

④外部評価の実施について 

⑤基準Ⅱに係る合理的配慮の実施について 

⑥授業改善の実施について－シャトルカードの有効的使用法及び様式の課題及び解決策につい

て－ 

⑦卒業研究Ⅰ・Ⅱの実施について 

⑧スマート OKAGAKU アクションの強化を図るための PDCA サイクル 

⑨学生の学習成果及び 3 つの方針の点検結果について 
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 FD・SD ワークショップを経て得られた岡山学院大学・岡山短期大学の取組の進捗状況、強みや弱み、

課題等については次年度に向けて学科ごとにさらに取組を進めていくことで、充実や改善等につなげて

いく体制となっている。 

 以上のような全学的組織体制は、教職員等の資質、教育能力、専門的能力等が向上ことに資する組織

的研修となっている。 

 

Ⅲ-Ａ-６  労働関係法令を遵守し、人事・労務管理を適切に行っている。 

教職員の就業に関する諸規程を以下の通り整備している。 

学校法人原田学園教職員選考規程 

学校法人原田学園就業規則 

学校法人原田学園服務ハンドブック 

学校法人原田学園任期付専任教員の任用に関する規程 

学校法人原田学園特別専任教員就業規則 

学校法人原田学園非常勤教員に関する規程 

学校法人原田学園給与規程 

学校法人原田学園退職手当支給規程 

学校法人原田学園防災管理規程 

学校法人原田学園育児・介護休業等に関する規程 

学校法人原田学園岡山学院大学岡山短期大学 FD 委員会規程 

学校法人原田学園岡山学院大学岡山短期大学 SD 委員会規程 

学校法人原田学園岡山学院大学岡山短期大学キャンパス・ハラスメント防止規程 

学校法人原田学園岡山学院大学岡山短期大学キャンパス・ハラスメント防止規程の運用について 

学校法人原田学園岡山学院大学岡山短期大学ハラスメント調査会に関する細則 

学校法人原田学園岡山学院大学岡山短期大学研究倫理規程 

岡山学院大学岡山短期大学研究活動の不正行為防止に関する取扱規程 

岡山学院大学岡山短期大学公正研究責任者及び公正研究委員会に関する細則 

岡山短期大学幼児教育学科指定保育士養成施設規程 

学校法人原田学園教職員兼職規則 

学校法人原田学園専任教育職員の勤務時間の変更と自宅研究日の規則 

学校法人原田学園組織倫理規則 

学校法人原田学園危機管理規則 

 

本学では平成 20 年度から経営改善計画を実施しており、現在 4 期目の経営改善計画（令和 5 年度～令

和 9 年度（5 ヵ年））を進行しているところである。そのなかで、「教育の使命」、「理事長・理事会・監

事・評議員会」、「経営倫理」、「社会的責任」、「説明責任」、「情報公開」、「財務情報等の公開」、「コンプ

ライアンス」、「危機意識の共有」、「人的資源の確保」、「教学の充実と経営」、「大学経営上の視点」につ

いて、本学の基本的考えを定めて全学的に計画を実施してきたので、教職員にはこのことについて学校

法人原田学園組織倫理規則として再度の周知を図った。 
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また、人的資源の組織倫理においては、本学が社会に対する説明責任を果たすためには、教職員が常

に服務規律等を遵守し誠実かつ公正な姿勢を保持することが不可欠であり、特に社会や受験生からの学

校の評価は、いかに魅力ある教育を提供できるかにかかる部分が多く、教職員の事務処理の円滑化及び

教育研究内容の向上・充実を図らなければ志願者の増加は望めない。教職員として最低限認識しておく

べき服務に関する事項として、学園就業規則の教職員の勤務についての詳細、降任及び解雇の詳細及び

懲戒の詳細を示し、教職員の勤務の質保証を図ると同時に、これに違反した者には始末書の提出を求め、

譴責するとともにその軽重の判定により懲戒に処することを明確にした服務ハンドブックを制定してい

る。 

教育職員の勤務時間の変更と自宅研究日の規則により、就業規則第 8 条に規定する勤務時間において、

専任教員の勤務時間の変更と自宅研究日を特別に定めて教員の研究活動を支援している。 

職員の採用の方針は、本学が 4 週 6 休制の就業体制を取っていることから隔週で土曜日休日が取得で

きるよう職員を配置する方針で採用している。また、この採用には派遣職員も含んでいる。また、昇任

及び異動は、経験年数及び職責の向上など実務上の実績が重要であり、理事会において毎年度の専任事

務職員の人事事案において人事院の昇給にかかる経験年数などを勘案して審議し決定する。その他、職

員の急な退職に伴う異動は理事長が執行した後理事会に報告することになっている。 

本学の職員の採用は、就業規則及び教職員選考規程に規定している。就業規則において、採用は第 30

条に、職員を採用するにあっては選考試験及び身体検査を行うこととし、選考時及び採用を決定した場

合の提出書類も第 31 条に規定している。また、試用期間として第 32 条に、新たに採用した職員につい

ては採用の日から 1 ケ年間を試用期間とし、試用期間中または試用期間満了の際、引き続き就業させる

ことを不適当と認めたときは、解雇することができると定めている。 

昇任については、第 33 条に別に定めるとしており、前述の採用を含めて教職員選考規程に規定してい

る。異動については、第 34 条に教職員は勤務の配置転換又は職務の変更を命じられたときは速やかに事

務引き継ぎを行い、新任部署につかなければならないと規定している。 

専任の職員の採用選考は理事会で行う。俸給の決定並びにその後の昇給は、別に定める学園給与規程

によって行う。職員の昇任は勤務実績を勘案し、総合的な能力の評価により理事会の議を経て理事長が

決定する。 

また、派遣職員、パート、アルバイトは、理事長が採用を決定する。 

 

Ｂ 物的資源 

Ⅲ-Ｂ-１  教育課程編成・実施の方針に基づき校地、校舎、施設設備、その他の物的資源を整備、活用

している。 

（１）本学の校地・校舎 

本学の校地・校舎は短期大学設置基準の規定を充足し、適切な面積の運動場を有している。 

なお、岡山短期大学は併設の岡山学院大学と同じキャンパスにある。 

専用の校地面積は 6,055.98 ㎡、校舎面積は 3,812.90 ㎡で、いずれも短期大学設置基準を上回って

いる。運動場は、体育館前の運動場と校舎 M 棟前の全天候型テニスコート 3 面の併せて 8,140.00 ㎡

を用意しているので、体育館の利用を含んで、体育の授業、また課外活動で有効に活用されている。 
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専任教員は全て個室の研究室を使用している。 

本学は小高い山をキャンパスとしているので平地が少なくバリアフリーで往来することができない。

平成 13 年度に改修した岡山学院大学の C 棟(栄養学実験実習棟)については対応できていないが、車

椅子など足の不自由な者が校舎に入館する折は介助者がいるものと想定し、バリアフリーの配慮として

は、入館後は一人で各フロアーに移動できるようたとえ３階建の校舎であってもエレベーターを設置し

ている。 
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校地校舎の面積（併設大学を含む） 
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所在地：岡山県倉敷市有城 787 番地 

校舎名称 主要用途 
現有面積 

（㎡） 
主な使用用途、共用の有無等 

Ａ棟（岡山学院大学校舎） 
教務助手事務室・管理部門 

研究室、講義室、実験・実習室 
3,792.54 共用 

Ｂ棟（岡山短期大学校舎） 
研究室、講義室、演習室、実験・

実習室 
2,977.35 専用、一部共用 

Ｃ棟（岡山学院大学校舎） 研究室、実験・実習室等 1,091.52 共用 

Ｅ棟（図画工作・器楽レッスン棟） 研究室、演習室、実験・実習室等 864.00 専用 

Ｍ棟（岡山学院大学校舎） 
事務・管理部門、研究室、講義

室、実験・実習室 LL 実習室 
6,098.11 共用 

図書館 

事務、閲覧室、開架書庫、閉架書 

庫、ギャラリー、作業室、ロッカ

ールーム 

1,438.58 共用 

情報処理教育センター 

事務、研究室、情報処理教室、情

報通信教育エリア、AV 情報処理

教室 

1,658.84 共用 

食品加工実習棟 実験・実習室、クラブ部室 319.08 併設大学専用 

体育館・学生ホール棟 

アリーナ、ステージ、器具庫、事

務、運動生理学教室、食堂、学生

ホール、厨房、更衣室、シャワー

室、倉庫、機械、室、ポンプ室 

3,046.72 共用 

第 1 学生ホール 購買、学生ホール、クラブ部室 528.21 共用 

その他  3,110.02 共用 

合  計 24,924.97  

 

基準面積と現有面積（基準面積に算入できる）の比較表（併設大学を含む） 

学科 
収容 

定員 

校舎（㎡） 校地（㎡） 

基準面積 現有面積 差異 基準面積 現有面積 差異 

岡山短期大学 

幼児教育学科 
80 人 2,350 3,812.90 1,462.9 2,000 

校舎敷地 

6,055.98 
4055.98 

併設 

岡山学院大学 
160 人 3,966 9,981.09 6,015.09 1,600 

校舎敷地 

20,976.62 
19,376.62 

その他共用   7,114.89   58,028.35  

合計   20,908.88   85,060.95  

 

 次に、講義室、演習室、実験・実習室は幼児教育学科の教育課程編成・実施の方針に基づいて次表の

とおり十分に整備してある。また、現在募集停止している併設の大学の学部専用の M 棟には十分な空室
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の講義室及び演習室があるため授業の形態によっては M 棟の活用も行っている。 

 

教室等（室） 

講義室 演習室 実験実習室 情報処理学習室 語学学習施設 

５ ６ ３４ １ １ 

 

 幼稚園教諭 2 種免許状及び保育士資格取得の教育課程には、音楽、表現、情報処理など特別な施設設

備を必要とする授業科目があるので、図画工作・器楽レッスン棟には器楽指導研究室、レッスン室、吹

奏楽教室、工芸工作教室、図画教室を配置し、校舎 B 棟には命の資料室、体育教室（音楽リズム教室）、

小児保健実習室、音楽教室、心理学実験室、レッスン室、M 棟に演習室（情報処理）が整備してある。 

 なお、通信課程は開設していない。 

（２）本学の図書館施設の規模と図書館組織 

 本学図書館施設の規模は次のとおりである。 

 

図書館棟（3 階建て）（平成 9 年 9 月 5 日開館） 

面積（㎡） 閲覧席数 収納可能冊数 

1,438.58 140 123,750 

 

なお、本学図書館施設は、エレベーターおよびエアコンを完備しており、併設している岡山学院大学

と併用するかたちをとっている。また、学外者（地域住民）にも図書館を開放している。 

例年通り教育課程、初等教育の経営・管理・施設、遊戯・音楽・リズムの分野の貸出しが多かった。

昨年度に続き、今年度も数名の教員が図書館を利用した授業を実施している。 
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図書館には 1 人の専任司書を配置し、その職務を次の表にある総務部門、資料組織部門及び運用部門

の 3 つの部門に分類し、それぞれ専門的職務以外に横断的な職務を掌り、図書館サービスの向上及び効

率化を図る。その中でも、閲覧・貸出・返却・配架、参考業務、書架の整頓、文献複写、文献検索は図

書館業務の最重要事項として捉え、全司書でもって迅速なる職務遂行を図る体制をとっている。部門ご

との職務内容については次のとおりである。 

 

図書館の職務内容 

部門名 職務内容 

総務部門 

選書・発注 

図書の受入（検収） 

納品書等の処理 

渉外 

文書管理 

寄贈礼状 

郵便物処理 

新聞整理・保管 

複写（集計・代金請求・集金・入金） 

図書館月報の処理 

紀要発送 

会計報告 

切手の出納管理 

蔵書点検 

資料組織部門 

図書の整理（目録・分類・装備・配架） 

雑誌の整理（受入チェック・配架） 

紀要の整理（受入チェック・配架） 

視聴覚資料の整理（目録・装備・配架） 

既所蔵図書の点検手直し 

書誌データ入力作業 

運用部門 

閲覧・貸出・返却・配架 

参考業務 

書架の整頓 

文献複写 

文献検索 

文献依頼・文献受付 

新着図書案内 

延滞者督促処理 

ウェブサイトの更新（おすすめ本紹介） 
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 次に、図書等の資料の整備方針については次のとおりである。 

  ①選書 

図書の選書は、1.図書館委員会による意見、2.各教員からの研究図書、3.シラバスに示された

参考図書、4.学生・教職員のリクエスト、5.図書館司書による新刊図書の選書等により行い、学

習用図書・研究用図書をともに購入する。図書館での収書は、全学の重複と遺漏防止のため、コ

ンピューターシステムを用いて調査を行い、あわせて必要なものについては電子メールにより学

内の連絡調整を行う。 

②図書館の整備方針 

開架式を原則とするので、資料は直接書架から自由に取り出して利用することができる。利用

した資料は、「返本台」に置く。資料を探すことができない時は以下の方法を利用する。 

③機械検索 

図書は学内のサーバーに全て登録してあるので、学内 LAN により図書館内の Web 端末、館

内貸し出し用ノート PC、その他の Web 端末、研究室、事務室及び学外からも検索できる。 

④雑誌目録 

和雑誌は誌名の五十音順に、洋雑誌は誌名の ABC 順にならべてあり、どんな雑誌が、いつか

ら所蔵されているか判る。 

⑤県内他大学図書館との相互協力 

他の大学図書館の利用は、岡山県大学図書館協議会相互協力協定により利用できる。また、図

書館に所蔵されていない資料が必要な場合は他の図書館に所蔵確認をし、他の図書館へ文献の複

写依頼をする。費用は利用者負担となる。 

⑥図書等の数量 

図書館の蔵書は本学を構成する学部特性を反映した内容となっている。施設概要、蔵書数はす

でに表にて示したとおりである。図書等は、表のとおり本学の教育研究に必要な図書、学術雑誌、

視聴覚資料等を系統的に備えている。図書購入費の年間予算は 2,000 千円である。 

 

（３）体育施設 

 体育館に加え運動場及び屋外テニスコート 3 面、弓道場を設置している。体育館は月曜日から金曜

日の間は 20 時まで許可制で利用できる。 

 

体育館 
面積（㎡） 体育館以外のスポーツ施設の概要 

1107.32 テニスコート 弓道場 

 

Ⅲ-Ｂ-２  施設設備の維持管理を適切に行っている。 

学校法人原田学園経理規程及び学校法人原田学園固定資産及び物品管理規程により経理課において本

学の施設設備の維持管理に努めている。なお、平成 16 年度に A 棟、平成 19 年度に B 棟、令和元

（平成 31）年度に C 棟の耐震対策を実施した。これにより日常的に使用する校舎の新耐震基準に対す

る耐震対策は全て終了している。 

 施設設備の安全管理については、事務部総務課及び管理課が主体となり、建築基準法、消防法、ビル
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管理法等の法令に規定された定期点検・整備を実施している。エレベーターの点検は建築基準法に、電

気設備の点検は電気事業法にそれぞれ基づいて実施している。衛生管理については、ビル管理法に基づ

いて空気環境測定、防虫、防鼠等を実施している。校舎の清掃は、業者委託によりトイレ（月曜日から

金曜日）、廊下・階段（火曜日及び木曜日）、教室・廊下・階段（毎週土曜日）に実施している。また、

本学は環境衛生部を置き、教員 1 名を配置して衛生環境上の問題があるかどうかを定期的にチェックし、

問題が見つかれば直ちに業者または総務課に連絡し、問題を解決している。 

 防火に関しては各所に消火器を配置し、各室には煙熱感知器を備えるとともに屋内各所に防火シャッ

ターを設置している。本学では教職員が防火訓練を実施し、消火器、消火栓等の操作法の確認を行うと

ともに、二方向避難路の原則に従って避難場所への誘導訓練を行い安全確保に努めている。また、消防

法に基づいて消防施設等の点検を実施し、消火器、自動火災報知器等については定期的に消防署に報告

している。本学は、防火の目的で学生の学内での喫煙を禁止している。さらに本学は防災委員会（防災

管理規程）を置き、学内の安全確保のために定期的に会合を開き、防災上の問題があるかどうかを検討

し、問題が見つかれば直ちに総務課に連絡し、問題を解決している。 

本学において、発生する諸般の事象に伴う危機に迅速かつ的確に対処するため、危機管理体制及び対

処方法等を定めることにより、学園の学生、教職員及び近隣住民等の安全確保を図るとともに、学園の

社会的な責任を果たすことを目的とする危機管理規則を定め有事の際はこれにより対応するが今までに

その事例はない。 

防火及び震災対策の徹底を期し、火災・震災その他の災害による人的、物的被害の軽減を目的として

防災管理規程を整備している。管理権限者、防火管理者、防火担当責任者、火元責任者、災害発生時へ

の対応として教職員による「自衛消防隊」を組織している。 

心室細動時等の救急救命活動に有効とされる自動体外式除細動器(AED)を学内に設置し、教職員を対

象として使用方法について周知している。 

本学では校門前の横断歩道の安全確保のために警備を外部の専門業者に委託している。警備員による

学生誘導などの安全の確保に努めている。また、学内の防犯は特に警備員等を配置していないが学外の

者には必ず貸与した入構許可証を提示させ、不審者の侵入防止に努めている。 

 情報セキュリティは、情報セキュリティポリシーに基づき、適切な管理に努めている。 

本学の各校舎の教室には冷暖房を完備している。本学は省エネ委員会を置き、講義室、実験室、実習

室等の室温管理を行っている。特別な状況を除き、夏季及び冬季の室温はそれぞれクールビズの冷房 

28℃及びウォームビズの暖房 20℃に調節している。校地は全体にわたって緑化に努めている。また、

各建物は地下共同溝で結ばれ送電や送水のための配線や配管が地中に埋設されているので電柱がなく、

メンテナンスや将来の改修、増設が容易である。これらの景観面や機能面の工夫により、校地内は見通

しがよく開放的である。また、自動車用道路と歩行者道を分離しているので、歩行者にとって安全であ

る。さらに、主要な建物を結ぶ渡り廊下には屋根が設けてあり、雨天時の移動も容易である。 
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Ｃ 技術的資源をはじめとするその他の教育資源 

Ⅲ-Ｃ-１  教育課程編成・実施の方針に基づき学習成果を獲得させるために技術的資源を整備し、有効

に活用している。 

本学では、教育課程編成・実施の方針に基づいて、技術サービス、専門的な支援、施設、ハードウェ

ア及びソフトウェアの向上・充実を図っている。 

専門的な支援に関して、本学では教育課程編成・実施の方針に基づき、基礎教育科目として「情報処

理基礎」「情報処理演習」「ICT リテラシー(A)」「ICT リテラシー(B)」の 4 科目を開講している。これ

らの科目を履修することによって、社会人として必要とされる情報技術を十分に習得することができる。

また、個別の学生に対する専門的な支援としては、学生に常時開放されている情報通信教育エリアの端

末の利用に際して何らかのトラブルが発生した場合に本学職員が対応している。 

続いて、施設に関して本学では情報処理教育センター、図書館にそれぞれ学生が利用できるコンピュ

ータを設置している。また、インターネットへの円滑なアクセスを可能とするギガビットネットワーク

を整備しており、学生は当該ネットワークに対して無線LANを用いて接続可能となっている。さらに、

授業で利用できるコンピュータ教室も整備している。 

 ハードウェアに関しては、コンピュータのみならずコアカリキュラムである保育内容科目で利用する

ための視聴覚機器や、習得した学習成果を示す機会である研究発表会の運営に利用する集音拡声システ

ム・スポットライト・裏方連絡通信装置等の舞台関連情報機器や音響機器を整備している。 

ソフトウェアに関して、学内で利用しているコンピュータはセキュリティパッチ等を最新の状態に保

つために、定期的にアップデートを行っている。技術的資源の中には過去の大学改革推進事業で導入し

たものもあり、事業終了後に教育課程編成・実施の方針に基づき適切な部署において活用できるように

再配分しているが、平成 29 年度の自己点検評価において事業終了後は十分に活用されていない情報機器

も存在しており、これらの技術的資源を活用することが課題として挙げられたので、平成 30 年度に整

備を図ろうとしたが実行できていない状態にあった。令和 4 年度で情報機器の活用を確認したが、情報

機器の故障や Windows の OS の更新が切れるなどで十分に活用できていない。M203 コンピュータ演習

室のコンピュータは、老朽化によるマザーボードの故障等により、オペレーティングシステムが起動し

ないコンピュータが複数台存在する。コンピュータ演習室のコンピュータの稼働率から早急の改善は必

要ないが、令和 4 年度と同様に注視する方向である。 

令和 7 年度に Windows10 のサポートが終了するため、令和 6 年度中にコンピュータ演習室などの

パソコンを更新する必要があったため、令和 7 年 3 月までに情報処理教育センター１階および２階の改

修工事を行い、新しいパソコン等を設置し、これまでの M203 コンピュータ演習室から、情報処理教育

センター２階にその機能を移管し、令和 5 年度において課題としたパソコン等の更新は終了した。 

教育課程編成・実施の方針に基づいて情報技術の向上に関するトレーニングはカリキュラムの中に授

業科目「情報処理基礎」「情報処理演習」「ICT リテラシー（A）」「ICT リテラシー（B）」を開設し、1 

年次前・後期及び 2 年次前・後期と十分なリテラシー学習ができるようにしてある。 

本学では、教職員全体を対象としたコンピュータ講習等は実施していない。しかしながら、教職員は

教育課程及び学生支援を充実させるために、各々でコンピュータ利用技術の向上を図っており、授業や

学校運営に積極的にコンピュータを活用している。 
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本学では、教職員が学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業や学校運営に活用で

きるように学内のコンピュータ整備を行っている。学生が使用できるコンピュータの数は以下の表の通

りである。情報通信エリア、図書館第 1 閲覧室、図書館第 2 閲覧室、図書館開架書庫は学生が自由に利

用できる端末として整備しており、演習室（M203）は、授業のみで利用する端末として整備している。

コンピュータ数は、本学の定員である 1 学年 40 名と比しても十分な台数が用意されている。 

基幹線の通信速度が 1Gbps の学内 LAN は、ロードバランサの自動切り替えにより SINET 接続または

OCN 接続により学内全域の教室、研究室、管理室までのネットワーク化を図り、教育研究及び学習支

援にインターネットを活用すると同時に、図書館の蔵書検索にも Web を活用することができる。学生

は、学内で無線 LAN によりネットワークに接続することもできる。また、設置されているコンピュー

タはすべてネットワークに接続されており、インターネットの閲覧や Web に掲載された休講情報の確

認、図書館の所蔵図書の検索等のサービスを利用できる。また、学生が OWCNET に個人端末を新規接

続する場合、情報処理教育センターに「OWCNET 接続申請書」を提出することで、IP アドレスやメー

ルアカウントなど必要なデータを得ることができる。 
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本学教員は、視聴覚機器やコンピュータ等の新しい情報技術を活用して効果的な授業を行なっている。

多くの専任教員が授業において DVD やビデオの視聴を組み込んでおり、一部の教員はより実践的なコ

ンピュータの活用を組み込んだ授業を行っている。 

併設の大学と共用できる情報処理教育センター3 階にはノート PC１台とリア方式マルチプロジェク

タ 2 台及びフロントプロジェクタ１台を設置し、DVD、VHS、β、8 ミリ、U マチック、LD、マビカ、

トランスビデオ、16 ミリ映写機等、あらゆる AV メディアの情報処理をボタン 1 つで操作する CVAS シ

ステムによる AV 情報処理教室を備えており、デジタルメディアを活用する授業で利用されている。M 

棟 6 階の LL 教室では CALL システムを採用しており、OHP､スマートボード、CD、ビデオなどの機

器を効果的に使い分けることができるが幼児教育学科の授業では活用されていない。 

また、PC プレゼンソフトの利用及びデジタルメディア利用が B 棟 201 教室、M 棟 401 教室及び 501 

教室で可能である。 

 

情報設備 機種 
P C 

台数 
使用状況・備考 

学内 LAN   ・ギガビットのネットワークをキャンパス

全域に完全敷設 

・本学設置の固定端末は全て LAN 接続 

・多数の無線 LAN エリアを同時設置 

・教職員の使用率は非常に高いが、学生の

場合携帯電話、スマートフォンなどの利

用に比べて使用者が少ない。 

M 棟 

・コンピュータ演習室（M203） 

 

Dell 

  

・情報処理基礎・演習、ICT リテラシー

(A)・(B)授業で使用 

情報処理教育センター（D 棟） 

・AV 情報処理教室（D302） 

 

・情報通信エリア（D1 階） 

 

ノート PC 

ELMOCVAS システム 

デスクトップ PC 

 

 

 

 

 

・プレゼンテーションをはじめ、視聴覚教

材を用いた授業で利用 

・学生の自習エリア、インターネットを利

用した自主学習スペース 

・特に幼児教育学科ではインターネットで

資料集めの課題が多いので使用頻度が高

い。 

図書館  

・貸出用ノート  PC 富 

士通 FMV 

・ipad 

・NEC PC-GN13S68GF 

 ・図書館蔵書とインターネットを併用した

学習を可能とするため、第 2 閲覧室に無線

LAN スポットを設け、図書館内専用のノ

ート PC と ipad を希望者に無料で貸出 

・特に幼児教育学科ではインターネットで

資料集めの課題が多いので使用頻度が高
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い 

・第 2 閲覧室は自習室にも最適 

学内無線 LAN スポット（校舎全域） 

学生ホール・第一学生ホール・情報処理教育センター 

全域・M3F 全域・講義室(８) 

 学生個人のノート PC 持込学習が可能 

Wi-Fi 

 

 なお、「技術的資源をはじめとするその他の教育資源の課題」及び「技術的資源をはじめとするその

他の教育資源の特記事項」については特にない。 
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Ｄ 財的資源 

Ⅲ-Ｄ-１ 財的資源を適切に管理している。 

 本学は平成 8 年度決算から支出超過の状態にあり、そのため改組転換により短大の学科を大学学部に

昇格させ、また学生確保を目指し更に学科の名称変更、学生確保の困難な学科の学部分けなど、留意事

項履行に努めた。このような状況から本学は完成年度を終えた以降も同じ留意事項のもとに文部科学省

参事官室の指導による日本私立学校振興・共済事業団（以下「事業団」）の経営相談を受けて経営改善

計画（平成 20 年度～24 年度（5 ヵ年））を実施したが目標達成には至らなかったので経営改善計画（平

成 25 年度～29 年度（5 ヵ年））を策定しキャッシュフローの黒字化を図ることとしたが同じく平成 29 

年度末では目標達成に至らなかった。資金収支及び事業活動収支は、支出超過でありその状態が継続し

ているため、平成 30 年度からは経営改善計画（平成 30 年度～令和 4 年度（5 ヵ年））を推進してきたが

経営改善にならなかった。新たに財務の健全化を図るための経営改善計画（令和 5 年度～令和 9 年度（5 

ヵ年））を進め財務の健全化を図っていくところであった。事業活動収支の支出超過の理由は定員割れ

である。令和 6 年 3 月 11 日付で文部科学省に集中経営指導法人とする旨の伝達を受けた。重点項目を取

り入れた経営改善計画を同年 9 月に文部科学省に提出している。 

 

定員の推移（平成 28 年～令和 6 年） 

年度 H28 H29 H30 R 元 R2 R3 R4 R5 R6 

入学者数 82 76 60 44 39 54 48 38 33 

入学定員充足率 82.0％ 76.0％ 60.0％ 44.0％ 39.0％ 54.0％ 68.5％ 54.2％ 82.5％ 

在籍者数（5 月 1 日） 156 160 130 107 80 92 96 83 69 

収容定員充足率 78.0％ 80.0％ 65.0％ 54.0％ 40.0％ 46.0％ 48.0％ 59.3％ 86.0％ 

 

貸借対照表関係比率において、繰越収支差額構成比率が示すように大きく支出超過であり、貸借対照

表の状況は健全とは言えない。併設の岡山学院大学も同時に支出超過であるので短期大学の財政と合わ

せて学校法人全体の財政は大変厳しい状況にある。短期大学の存続を可能とする財政を維持するために

は、経営改善計画の達成目標を達成するしかない。 

貸借対照表の状況は、次表の貸借対照表関係比率のように、推移している。 

 

貸借対照表関係比率 

貸借対照表関係比率 

医療法人以外 

大学法人 

全国平均 

短大法人 

全国平均 
評 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

固定資産構成比率 82.5％ 80.9% ～ 96.0％ 97.7％ 97.1％ 97.2％ 96.6％ 

有形固定資産構成比率    76.1％ 79.1％ 81.6％ 85.1％ 90.0％ 

特定資産構成比率    19.8％ 18.5％ 15.4％ 12.1％ 6.4％ 

流動資産構成比率 17.5％ 19.1% ～ 4.0％ 2.3％ 2.9％ 2.7％ 3.4％ 

固定負債構成比率 8.6％ 9.4% ▼ 3.5％ 3.7％ 3.6％ 3.7％ 3.5％ 
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流動負債構成比率 6.5％ 6.5% ▼ 2.5％ 1.5％ 1.5％ 1.3％ 2.3％ 

内部留保資産比率    17.5％ 15.5％ 12.9％ 9.7％ 3.0％ 

運用資産余裕比率    196.9％ 167.7％ 133.7％ 108.6％ 57.1％ 

純資産構成比率    94.0％ 94.8％ 94.9％ 95.0％ 94.2％ 

繰越収支差額構成比率    △80.5％ △91.4％ △102.9％ △117.3％ △135.7％ 

固定比率 97.2％ 95.3% ▼ 102.2％ 103.1％ 102.4％ 102.3％ 102.5％ 

固定長期適合率 88.3％ 85.5% ▼ 98.5％ 99.1％ 98.6％ 98.5％ 98.9％ 

流動比率 269.7％ 292.3% △ 158.9％ 157.6％ 196.4％ 213.3％ 147.4％ 

総負債比率 15.1％ 16.0% ▼ 6.0％ 5.2％ 5.2％ 5.0％ 5.8％ 

負債比率 17.8％ 19.0% ▼ 6.4％ 5.5％ 5.4％ 5.2％ 6.2％ 

前受金保有率 326.6％ 430.1% △ 385.4％ 247.2％ 348.3％ 357.7％ 520.0％ 

退職給与引当特定資産 

保有率 

   
100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

基本金比率 95.8％ 94.1% △ 100.0％ 99.9％ 99.9％ 100.0％ 100.0％ 

減価償却比率 35.5％ 36.6% ～ 63.0％ 64.4％ 65.7％ 67.1％ 68.1％ 

積立率    23.3％ 18.9％ 15.2％ 11.3％ 6.2％ 

 

退職給与引当金等の引当金は適切に引き当てている。資産運用規程を整備し資産運用を適切に行って

いる。教育研究経費は、事業活動収支計算書関係比率に示しているとおり、経常収入の  20％を超えて

いる。 

 

事業活動収支計算書関係比率 

事業活動収支検計算書 

関係比率 

医療法人以外 

大学法人 

全国平均 

短大法人 

全国平均 
評 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

人件費比率 51.7％ 63.0％ ▼ 98.8％ 84.2％ 79.2％ 93.2％ 106.8％ 

人件費依存率 69.4％ 99.2％ ▼ 142.5％ 119.8％ 122.1％ 140.1％ 183.2％ 

教育研究経費比率 25.6％ 21.9％ △ 74.1％ 69.2％ 67.2％ 74.6％ 78.7％ 

管理経費比率 7.5％ 9.1％ ▼ 29.5％ 26.7％ 26.6％ 33.1％ 29.4％ 

借入金等利息比率 0.7％ 1.0％ ▼ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 

事業活動収支差額比率    △102.0％ △79.3％ △73.5％ △99.6％ △114.5％ 

基本金組入後収支比率    204.8％ 181.3％ 176.7％ 203.9％ 253.8％ 

学生生徒等納付金比率 74.5％ 63.5＃ ～ 69.3％ 70.3％ 64.8％ 66.5％ 58.3％ 

寄付金比率 2.8％ 2.4％ △ 5.2％ 4.7％ 2.4％ 3.4％ 3.0％ 

経常寄付金比率    4.8％ 4.4％ 2.4％ 3.0％ 2.6％ 

補助金比率 12.5％ 23.8％ △ 15.9％ 20.0％ 24.1％ 25.2％ 17.9％ 

経常補助金比率    15.9％ 20.1％ 24.2％ 25.4％ 17.9％ 
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基本金組入率 16.0％ 12.1％ △ 1.6％ 1.1％ 2.0％ 1.7％ 15.3％ 

減価償却額比率 11.1％ 9.7％ ～ 18.9％ 19.3％ 18.9％ 19.6％ 18.3％ 

経常収支差額比率    △102.4％ △80.2％ △73.0％ △100.8％ △114.5％ 

教育活動収支差額比率    △105.3％ △82.2％ △74.8％ △100.8％ △114.5％ 

＊医療法人以外大学法人全国平均及び短大法人全国平均は平成 14 年度版日本私立学校振興・共済事業団の平成 13 年度の値で、同様

に評は「▼低い値が良い △高い値がよい ～どちらとも言えない」を示している。 

 

教育研究用の施設設備及び学習資源（図書等）も適切の執行している。公認会計士の監査意見は特に

指摘がないが学生募集に係るアドバイスなどへの対応は適切である。寄付金の募集は適切に行っている。

また学校債は発行していない。入学定員充足率、収容定員充足率は先述した通り非常に厳しく、財務体

質も悪化している。 

関係部門からの意向を採り入れることができる予算編成の体制については、経営改善計画を実施して

いることから、この改善計画に基づき年度末に次年度の事業計画及び予算について評議員会に諮り理事

会において決定しているので、関係部門の意向は集約していないのが現状であるが、予算計画以外の関

係部門からの意向が期中に生じた場合は理事長の決裁により執行する。関係部門からの意向を採り入れ

ることもできる予算編成の体制を確立させるためにも経営改善を早期に実現させなければならない。 

また、本学は小規模校であるため、理事会で決定された事業計画に基づいた予算は事務部経理課で作

成しており、特に関係部門への指示は行っていない。経営改善プロジェクトチームにより作成された経

営改善計画の実施のためには当面は事業計画に基づく予算編成が重要と考えている。もちろん経営改善

プロジェクトチームには事務及び教学部門のそれぞれの長が加わり計画を推進しているので本学の教育

研究に係る予算編成の手続きは十分に図れている。 

本学の経常的業務に係る予算執行については経理課が必要見積を収集し、理事長の決裁を経て発注、

支払いについては理事長の最終決裁となる。ただし軽微な予算執行については事後報告もある。当該年

度の科目毎の予算をもとに適正に執行しているので特に課題はない。 

日常的な出納業務を学校法人会計基準に基づき円滑に実施しており、支払い業務は理事長を経て行っ

ているので課題は特にない。 

資産は固定資産台帳及び備品台帳にて管理し、資金については月別残高明細表により預金残高を管理

している。譲渡性預金等大口の定期預金証書は理事長が金庫で保管している。固定資産は固定資産台帳

及び備品台帳への記帳及び整理番号を記入したラベルを貼付している。計算書類、財産目録等は、学校

法人の経営状況及び財政状態を学校法人会計基準に基づき適正に表示しているので課題は特にない。 

月次試算表は極力当月分を翌月までには作成し理事長へ報告している。 

 

Ⅲ-Ｄ-２ 日本私立学校振興・共済事業団の経営判断指標等に基づき財的資源の実態を把握し、財政上

の安定を確保するよう計画を策定し、管理している。 

 本学は昭和 26 年 4 月、文化国家建設のためには、特に一般女性の学識教養の向上を図り、女性の

地位を世界的標準に引き上げ、一般の学術文化に関する研究と家政特に被服の専門職業に関する教育を

施すことを目的とし、また、大学教育を広く地方に普及させ、地域社会の要求である地域の成人教育の

充実を使命として開学し、教育理念として教育三綱領「信念貫徹、自律創生、共存共栄」を掲げた。 
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この教育三綱領は本学の前身である大正 13 年開学の生石高等女学校から継承するもので、 

信念貫徹：深き瞑想思索と不断の体験とにより道徳的信念強く実践力豊かな人間たること即ち自我

の真諦に透徹せよ。 

自律創生：道徳的理想に向かって人間の本務を体得（自律）し以って価値としての自我の創造につ

とめ以って校風の発展に努力せよ。 

共存共栄：広く世界の趨勢に鑑み挙国一体共存共栄の精神を以って国家社会に対する責任を自覚し

進んで人類の平和に貢献せよ。 

となるが、学生に対して分りやすく「人は信念を持って生きるものであり、信念のない人は舵のない船

のようなものである。信念とは人生の道であり、道は道路と同じで、必ず人が踏み行かなければならず、

道を行かなければ怪我をし、過ちをする。信念をもって如何なることがあろうとも道をはずさず生きる

との信念を徹底しなければならない。そして、この道は人により拓かれ、道徳的理想に向かって人の本

務を体得するもので、価値としての自我の創造につとめるとともに校風の発展に努力し、更にはその道

によって世界の人と交流し、世界の平和に貢献せよ。」と説いている。 

建学の精神は、本学の創設者・設置者の教育理念・理想を源にする経営の自主性を示すものであり、

本学の教育の目的・目標と学習成果を達成するための基礎となるものである。そのため本学はこれを明

確にして学内外に示すとともに、学内において共有している。また、建学の精神は、本学の継続的な発

展を遂げるために本学の個性・特色として継承するべきであるが、時代や社会のニーズと結び付いてい

るか、定期的に点検しなければならない。 

平成 22 年度の見直しでは、更に分かり易くするために表現を以下のようにした。 

自律創生：物事をしっかりと見極め、継続的な体験と努力とにより人間としての品格を備え、実践

的な行動力のある人間として成長せよ。 

信念貫徹：人間として成長することを自らの人生の目標として定め、本学での継続的な学びと努力

で目標の達成を実現せよ。 

共存共栄：グローバルな視点で、日本人として共存共栄の精神をもち、社会人として果たすべき役

割を自覚し、自ら進んで世界の平和に貢献せよ。 

また、平成 24 年度の見直しでは、一層分かり易くするために表現を以下のようにした。 

自律創生：道徳心を備えた実践的な行動力を修得する。 

信念貫徹：目標を達成する継続的な学びと努力を実践する。 

共存共栄：社会人の基礎力を修得し進んで世界の平和に貢献する。 

 次に、令和 4 年度入試広報戦略会議で岡山学院大学・岡山短期大学の SWOT 分析を実施した。この

分析の結果より、本学の模擬保育室の一般開放事業「おかたんみらい園」の質的向上と活性化、「幼児

教育×Society5.0 の確率」、「地理的状況を活かした里山保育の実施」が今後の岡山短期大学のさらなる 

強みなり学生確保につながるように充実させていく。また、SWOT 分析にはないが、「高い学生満足度

からの課題発見と解決方策の工夫」も今後の学生確保につながるため注力する。 

 経営改善計画（令和 5 年度から令和 9 年度）では、下記のように計画している。岡山学院大学の令和

7 年度募集において入学定員の確保及び令和 10 年度募集までに入学定員 50 名増員を目指す。学生の継

続的確保するために、総合型選抜及び学校推薦型選抜に力を入れつつ、一般選抜の強化を図る必要があ

る。 
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岡山短期大学の令和 8 年度募集において入学定員の確保及び令和 11 年度募集に入学定員 50 名増員を

目指す。学生の継続的確保するために、総合型選抜及び学校推薦型選抜における学生確保に注力し入学

した学生が満足して卒業することが重要である。 

岡山短期大学幼児教育学科の KPI（令和 5 年 12 月現在） 

令和 6 年度募集：40 名（総合型 10 名、学校推薦型 25 名 一般 5 名） 

令和 7 年度募集：40 名（総合型 10 名、学校推薦型 25 名 一般 5 名） 

令和 8 年度募集：44 名（総合型 12 名、学校推薦型 27 名 一般 5 名） 

令和 9 年度募集：48 名（総合型 14 名、学校推薦型 29 名 一般 5 名） 

令和 10 年度募集：50 名（総合型 15 名、学校推薦型 30 名 一般 5 名） 

さらに、経営改善計画（令和 5 年度から令和 9 年度）では、下記のように計画している。 

5 年後を見据えた中長期的な経営方針として、大学・短大で共通していることは「異次元の人件費の

改善」である。本学の基本給は、平成 20 年の 5 か年計画の俸給表を使用しており、年度を追う毎に経験

年数として必ず 1 俸給上がる仕組みをとっていた。そのため、メリハリが欠けており、若手が活躍でき

る人事考課につながっていないと考える。そこで、2、3 年かけて昇給規定の改善を図りたい。例えば、

俸給表の上昇を経験年数の俸給上げ幅を 0.7 として、それをベースに学科業務及び学生募集における貢

献度-0.2 から+0.5 の貢献度の増減を次年度の基本給にするなど検討する。 

また、中堅後半及び高齢教員から学科業務量調整の要請が増えてきた。55 歳から 65 歳定年までの教

員は、マンネリ業務を好むことが多くなっているため昇給停止となっているが、学科業務の減少など仕

事量と質の乖離が生じている。そこで、2、3 年かけて人事考課法を策定し実施したい。例えば、現在

の俸給をベースに学科業務及び学生募集における貢献度から-0.5 から+0.2 の貢献度の増減を次年度の

基本給の号俸にするなどを検討する。 

さらに、理事長・学長が認める教育運営上必要教員を除いた定年で再雇用した特別専任教員は、次の

教員が見つかるまでのカバーの要素が強い。また、再雇用であるため、安価に教授を雇うことができ、

人件費の抑制につながる。定年で再雇用した特別専任教員は余生を意識している教員が多く、それが他

の教員と温度差が生じやすい状態になって学生募集にも影響がでていることもあるため、特別専任教員

の評価を実施しなければならない。 

そこで、2、3 年かけて特別専任教員の人事考課法の確立と働き方改革を実施したい。例えば、専任

教員と同様の全日勤務をしている大学の特別専任教員の場合の基本給は 300,000 円としているが、学科

業務及び学生募集の貢献度から±25,000 円の範囲内で基本給の増減を実施することなど検討する。そ

の際は本学の最低賃金より低くならないように配慮するなどを検討していきたい。 

学生生活アンケートにおいて、トイレの改修を望む声があった。トイレの改修工事については多額の

費用を要することが想定されたため、状況を見据えた計画を立てる予定としていたが、本学同窓会から

の支援により、令和 7 年度に場所や改修箇所を限定した改修については実施できる予定となっている。 

次に、外部資金の獲得については、ＧＰの獲得数を増やし、教育の質の向上を図る。さらに科学研究

費補助金学内説明会の回数を増やすとともに、受託研究実施者による学内研究発表を実施し、教員の研

究費獲得意識の向上を図る。 

寄附の充実については、同窓会寄附、後援会助成金、卒業寄附の充実を図る。特に、同窓生に対して

は、母校の発展及び後輩の育成に興味をもってもらえるようホームカミングデーの更なる充実を図る。 
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 遊休資産等の処分計画については、里庄校地及び幸寮校地を売却したので終了している。 

 本学では、入学者の減少に伴い、定年及び自己都合の退職教職員の無補充策による人員削減、入学者

数の収容定員比率を支給率に乗じた賞与の定率カット、派遣職員の活用などの策を講じて人件費を抑制

しているが、一概に経常収入の増加が見込める状況ではないので、さらに、人員の合理化及び抑制する

賃金体系化により、令和 2 年度までに、人件費依存率を 80%以下にすることを目指したが達成できなか

った。 

事業活動収支検計算書 

関係比率 

医療法人以外 

大学法人 

全国平均 

短大法人 

全国平均 
評 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

人件費比率 51.7％ 63.0％ ▼ 98.8％ 84.2％ 79.2％ 93.2％ 106.8％ 

人件費依存率 69.4％ 99.2％ ▼ 142.5％ 119.8％ 122.1％ 140.1％ 183.2％ 

 

令和 6 年度決算において、人件費比率 106.8％、人件費依存率 183.2％と著しく高く、人事政策は、効

果的に削減できていないのが現状である。 

次に、情報公開についてである。本学の現況を現実のものとして正確に認識し、危機意識を教職員が

共有できる体制を作るために本学は学内の教職員に対して財務等の情報を公開すると同時に、本学はそ

の公共性と社会的責任から、社会や地域に対して積極的に情報を発信し、ステークホルダー（受験生、

在学生、卒業生、保護者及び高等学校進路指導教員をはじめ法人の関係者）の理解と支援を得るために

財務情報及び教育情報等の公開を WEB で積極的に行う。現在も本学はホームページでそれらを公開し

ている。また、認証評価と評価結果も合わせて積極的に公表することとしている。 

さらに、本学は建学の精神・ミッション、学園の目指す将来像を提示して、それに沿った経営戦略を

立てていく。今後は特に社会の様々なニーズに応じて、多様な人材育成と質の高い教育研究を提供する

ことが必要であり、時代に即応した教育研究の活性化及び組織の改組転換など、柔軟で機敏な対応を可

能とする経営戦略を立てる。そのためには、広報活動などを通じた積極的な情報発信により、本学の建

学の精神・ミッション、学園の目指す将来像を社会に示し、それに対するステークホルダーの反応に真

摯に耳を傾ける必要がある。平成 22 年 3 月 11 日付で学校法人原田学園組織倫理規則を制定しその中で

情報公開と危機意識の共有を明確にしている。 

現在のような経営が悪化する時期にあっては、経営者の姿勢や責任体制が特に重要であることは当然

であるが、教職員においても危機意識を持って職務を全うしなければ、教育の質の評価を受けられない

まま、学校法人としての存続そのものが危ぶまれることとなる。「教育は人なり」と言われるように、

優秀な教職員を確保し、FD 及び SD 等による人材の育成も図りながら、安定的に経営することは本学に

とってとりわけ重要な課題であり、優れた教職員は人的な資源として重要となる。特に社会や受験生か

らの学校の評価は、いかに魅力ある教育を提供できるかにかかる部分が多く、教員が教育研究内容の充

実を図らなければ志願者の増加や企業の協力は望めない。経営上の危機を乗り越えるために経営者と教

職員の資質向上と協力体制を充実させる。 

経営基盤の強化と教学の充実は車の両輪であり、学生にとって魅力的な教育を提供するという教学の

充実は、経営基盤の強化に直結する。経営者と教職員が一丸となって、教育内容を不断に見直し、新し

い時代のニーズに応えた人材を育成する学部・学科へと変容を図る。 
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 ただし、令和 6 年 3 月 11 日付で文部科学省に集中経営指導法人とする旨の伝達を受けたため、大 

学の存続を可能とする財政を維持できているとはいえない。そのため、事業活動を停止し、法的な存在

を消滅させる手続きとしての「法人の解散」、学生募集の停止、合併や買収（いわゆる M＆A）など様々

な対応を検討していく必要がある。 

 財務資源の特記事項は特にない。 
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基準Ⅳ 短期大学運営とガバナンス 

Ａ 理事会運営 

Ⅳ-Ａ-１  理事長は、学校法人の運営全般にリーダーシップを適切に発揮している。 

本学の最高意思決定機関は理事会である。 

理事長のこれまでの主な経歴等は次のとおりである。 

 昭和 52 年 3 月法政大学大学院修士課程を修了と同時に同 52 年 4 月から７年間の会社勤務を経て、同

59 年 4 月に学校法人原田学園主事及び英語科設置認可に係る一般教育科目「コンピュータ概論、コンピ

ュータ演習、コンピュータ演習Ⅱ」及び専門教育科目「英文タイプⅡ（ワープロ）」担当の教員組織審

査を受けた岡山女子短期大学専任講師に就任した。 

同 61 年 4 月からは学校法人原田学園評議員、副理事長に就任し、平成 14 年からは理事長に就任して

現在に至っている。また、同 62 年 4 月から平成 2 年 3 月まで法人本部長を務め、同 61 年以降の教員歴

は、同 63 年 4 月助教授、平成元年教授、同 2 年副学長、同 10 年学長また同 14 年 4 月に併設で新設し

た岡山学院大学の学長及び人間生活学部の学部長に就任して現在にいたっている。 

現在、理事長は学長を兼務しており、学長として入学式の式辞において、本学公式ウェブサイトや学

校案内で表明している本学の建学の精神である教育三綱領「自律創生、信念貫徹、共存共栄」を述べ、

学生及び保護者は入学と同時に改めて本学の建学の精神を意識下に置いている。また、式後のオリエン

テーションで配付される学生のしおり（CD-ROM 版）においても教育三綱領を明記し、学則施行細則

第 1 条においても明確に示し、後ページの岡山短期大学学歌の歌詞にも織り込まれ学生は常日頃から教

育三綱領に触れることになる。 

この他学内に対して、事務部や主要教室にも教育三綱領を掲示し、日常的な啓発にも徹している。ま

た、年頭および年度初めの全教職員が集合する会議など機会あるごとに理事長・学長からの講話等で歴

史・経緯を含めて説明がある。全学行事の際には常に学歌の合唱を行っている。 

以上の通り理事長は、建学の精神及び教育理念・目的を理解し、学園の発展に寄与できる者である。 

 

Ⅳ-Ａ-２ 理事会は法令等に基づき開催され、学校法人の意思決定機関として適切に機能している。 

理事会は、組織倫理規則及び経営改善計画（平成 30 年度～令和 4 年度（5 ヵ年））の中に次の教育の

使命を掲げ、学園の管理運営を図っている。 

①本学は、自主性とも言える建学の精神である教育三綱領「自律創生、信念貫徹、共存共栄」を有

し、教職員、学生及び卒業生が一体となって建学の精神を継承し高揚させるとともに、絶えず創

設の理想について共通の理解を図り、学園全体を統一した教育実践の場とする。 

②本学は、法令遵守に基づく学校運営の統治を強化し、経営の健全性・透明性を確保し、教育の公

共的性格から、教育の永続性、堅実性を保証する。 

③本学は、常に自己点検・評価に基づく教育内容の充実向上を図り、文部科学大臣の認証した評価

機関の認証を受け、国際的に通用する教育の質の保証を図る。 

④本学は、受入れた学生が質の高い学習成果を修得する教育を行い卒業させるとともに、卒業後社

会から高い評価を獲得することを最も重要な社会的責務とする。 
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理事会の会議は、寄附行為の規定及び理事会で制定施行した理事会会議規則により開催運営している。

理事長は、寄附行為の規定に基づいて理事会を開催し、理事会の議長を掌る。理事会は理事の職務の執

行を監督し、随時理事長が招集する。また、理事長は、理事総数 3 分の 2 以上から会議に附議すべき事

項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から 10 日以内に理事会を招集しな

ければならないことになっているが、現在までその事例はない。 

理事会は、毎年 3 月、5 月、10 月の定例会及び臨時会とし、寄附行為に別段の定めがある場合をのぞ

き、理事総数の過半数の理事の出席がなければ会議を開き議決することはできない。理事会は、岡山短

期大学教育研究活動推進委員会規程に定めるとおり、岡山短期大学の教育研究水準の向上を図り、目的

及び社会的使命を達成するために理事会に教育研究活動推進委員会及び教育研究活動充実会議を置いて

いる。この教育研究活動推進委員会は、認証評価を受審するためのもではなく本学独自の自己点検・評

価を行う委員会であり、建学の精神に基づく教育研究上の理念、目的、学校教育法に定める大学の目的、

我が国の高等教育の目指すべき基本方向に照らし本学教育研究活動の充実改善に資する点検・評価を行

うものである。 

認証評価の受審を申し込む際には、理事会の議決を経て申し込む。申し込みが受理されたら認証評価

に係る短期大学評価基準に基づく自己点検・評価を学科教員及び事務職員に指示し、提出期限までに理

事長の最終点検を経て提出する。 

私立学校法に従い理事会は、評議員会及び監事によってガバナンスを確保した業務執行を図っている。

また、小規模の法人であることから事務組織においても法人本部等の事務部署を設けず、議事録の作成

等の事務処理は学内理事及び学内評議員によって処理している。その他、学則の変更や学園の諸規程の

制定・改正などは理事会の議決をもって実施している。 

理事会は、次に掲げる事項については理事の 3 分の 2 以上の議決がなければならないこととしている。 

①予算及び事業計画の編成及び重要な変更、借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時

の借入金を除く）、基本財産の処分、運用財産の中不動産及び積立金の処分並びに不動産の買受

けに関する事項 

②予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄に関する事項 

③私立学校法第 50 条第１項第 3 号に掲げる事由による解散 

④目的たる事業の成功の不能となった場合の解散 

⑤残余財産の帰属者に関する事項 

⑥合併 

⑦寄附行為の変更 

当初予算及び事業計画については、毎年 3 月の定例評議員会に理事長が諮問し了承を得た後、同じく

3 月の定例理事会で審議し決定している。また予算の補正についても同様に評議員会に諮った後理事会

で議決している。 

決算及び事業の実績報告は、毎年 5 月の定例理事会で監事の監査報告書と伴に理事会で審議決定し、

同じく 5 月の定例評議員会に報告し、諮問している。理事会は､岡山短期大学の学長､評議員の互選によ

る 2 人(定数 2)及び理事会が選任した理事 3 人(定数 2～4)を合わせて 6 人(定数 5～7)で構成している。 

以上の通り理事長は、私立学校法に則って決算の理事会議決及び評議員会への報告を各年度に滞りな

く行い同時に本学公式ウェブサイトにより財務情報を公開しているので特段の課題はない。理事会は、
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理事長のリーダーシップのもと、私立学校法、学校教育法、短期大学設置基準等の法改正に対して敏感

に対応を図っている。特に理事長が短期大学の学長であることから学則変更等においても教授会との連

携を十分に図っている。 

財務情報の公開、寄附行為、役員名簿、役員報酬規程は、本学Ｍ棟１階事務室において寄附行為に規

定する財産目録等の備付及び情報公開規程に従って閲覧等を可能としている。なお、財務情報の公開

（財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び監査報告書等）は本学公式ウェブサイトでも公

開している。 

現在、学校法人運営及び短期大学運営に必要な規程の整備の状況は以下の通りである。 

1 学校法人原田学園事務組織規程 

2 学校法人原田学園文書取扱規程 

3 学校法人原田学園文書保存規程 

4 学校法人原田学園公印取扱規程 

5 岡山学院大学教授会規程 

6 岡山短期大学教授会規程 

7 岡山学院大学岡山短期大学合同教授会規程 

8 学校法人原田学園岡山学院大学入学者選抜規程 

9 学校法人原田学園岡山短期大学入学者選抜規程 

10 学校法人原田学園岡山学院大学岡山短期大学合同入学者選抜管理規程 

11 学校法人原田学園岡山学院大学岡山短期大学図書館委員会規程 

12 学校法人原田学園岡山学院大学奨学生選考委員会規程 

13 学校法人原田学園岡山短期大学奨学生選考委員会規程 

14 岡山学院大学学長選考規程 

15 岡山短期大学学長選考規程 

16 岡山学院大学学部長選考規程 

17 学校法人原田学園教職員選考規程 

18 

学校法人原田学園就業規則 

学校法人原田学園任期付専任教員の任用に関する規程 

学校法人原田学園服務ハンドブック 

19 学校法人原田学園特別専任教員就業規則 

20 学校法人原田学園非常勤教員に関する規程 

21 学校法人原田学園給与規程 

22 学校法人原田学園退職手当支給規程 

23 学校法人原田学園旅費規程 

24 学校法人原田学園経理規程 

25 学校法人原田学園経理規程施行細則 

26 学校法人原田学園固定資産及び物品管理規程 

27 学校法人原田学園役員等報酬規程 
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28 学校法人原田学園役員等退職手当規程 

29 学校法人原田学園岡山学院大学岡山短期大学情報処理教育センター規程 

30 学校法人原田学園岡山学院大学岡山短期大学情報処理教育システム利用規程 

31 学校法人原田学園岡山学院大学岡山短期大学情報処理教育推進委員会規程 

32 学校法人原田学園岡山学院大学岡山短期大学教育研究活動推進委員会規程 

33 学校法人原田学園岡山学院大学教育研究活動推進委員会規程 

34 学校法人原田学園岡山短期大学教育研究活動推進委員会規程 

35 学校法人原田学園防災管理規程 

36 学校法人原田学園育児・介護休業等に関する規程 

37 学校法人原田学園岡山学院大学岡山短期大学 FD（ファカルティ・ディベロプメント）委員会規程 

38 学校法人原田学園岡山学院大学岡山短期大学ＳD（スタッフ・ディベロプメント）委員会規程 

39 
岡山学院大学における動物実験ポリシー、学校法人原田学園岡山学院大学動物実験規則 

岡山学院大学動物飼育施設利用のてびき―飼養保管マニュアル― 

40 学校法人原田学園岡山学院大学受託研究取扱規程 

41 学校法人原田学園岡山学院大学岡山短期大学キャンパス・ハラスメント防止規程 

42 学校法人原田学園岡山学院大学岡山短期大学キャンパス・ハラスメント防止規程の運用について 

43 学校法人原田学園岡山学院大学岡山短期大学ハラスメント調査会に関する細則 

44 学校法人原田学園岡山学院大学岡山短期大学ハラスメント相談体制に関する細則 

45 学校法人原田学園岡山学院大学岡山短期大学紀要投稿執筆規程 

46 紀要編集委員会の編集方針 

47 学校法人原田学園岡山学院大学岡山短期大学学生相談室規程 

48 岡山学院大学・岡山短期大学情報セキュリティポリシー 

49 岡山学院大学岡山短期大学個人情報保護に関する基本方針 

50 岡山学院大学岡山短期大学学生個人情報保護規則 

51 岡山学院大学学位規程 

52 岡山短期大学学位規程 

53 学校法人原田学園監査基準 

54 学校法人原田学園岡山学院大学岡山短期大学研究倫理規程 

55 岡山短期大学幼児教育学科指定保育士養成施設規程 

56 学校法人原田学園情報公開規程 

57 岡山学院大学岡山短期大学における公的研究費の使用に関する行動規範 

58 岡山学院大学岡山短期大学における公的研究費補助金取扱いに関する規程 

59 岡山学院大学岡山短期大学における公的研究費補助金取扱いの不正防止に関する規則 

60 岡山学院大学岡山短期大学研究活動の不正行為防止に関する取扱規程 

61 岡山学院大学岡山短期大学公的研究費補助金の不正防止対策の基本方針 

62 岡山学院大学岡山短期大学公的研究費補助金の不正防止計画 

63 岡山学院大学岡山短期大学における競争的資金に係る間接経費の取扱いについて 
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64 岡山学院大学岡山短期大学における公的研究費の内部監査マニュアル 

65 学校法人原田学園公益通報者保護規程 

66 学校法人原田学園教員の研究費に関する規程 

67 岡山学院大学人間生活学部食物栄養学科高大接続連携校規程 

68 学校法人原田学園岡山学院大学優待制度規程 

69 岡山短期大学幼児教育学科高大接続連携校規程 

70 学校法人原田学園岡山短期大学優待制度規程 

71 学校法人原田学園学生納付特例の申請に関する事務取扱規程 

72 学校法人原田学園資産運用規則 

73 学校法人原田学園教職員兼職規則 

74 学校法人原田学園専任教育職員の勤務時間の変更と自宅研究日の規則 

75 経営改善プロジェクトチーム設置規則 

76 学校法人原田学園評議員会会議規則 

77 学校法人原田学園理事会会議規則 

78 岡山学院大学学習評価・試験規程 

79 岡山短期大学学習評価・試験規程 

80 岡山学院大学科目等履修生及び聴講生規程 

81 岡山学院大学休学・復学に関する規程 

82 岡山学院大学退学・再入学に関する規程 

83 岡山学院大学編入学等に関する規程 

84 岡山短期大学科目等履修生及び聴講生規程 

85 岡山短期大学休学・復学に関する規程 

86 岡山短期大学退学・再入学に関する規程 

87 単位当たり平均 GPA の算出規則 

88 岡山学院大学人間生活学部食物栄養学科の教育方針 

89 岡山短期大学幼児教育学科の教育方針 

90 岡山学院大学入試問題作成委員会規程 

91 岡山短期大学入試問題作成委員会規程 

92 岡山学院大学他大学等において修得した単位の取扱いに関する規程 

93 岡山短期大学他大学等において修得した単位の取扱いに関する規程 

94 「幼稚園教育実習」履修に関する規則 

95 「保育実習Ⅰ・Ⅱ」履修に関する規則 

96 岡山学院大学岡山短期大学省エネルギー推進委員会規程 

97 学則第１０条（４）による規程 

98 学校法人原田学園組織倫理規則 

99 学校法人原田学園危機管理規則 

100 震災対策マニュアル 
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101 岡山学院大学および岡山短期大学のクラスおよびクラスメンターに関する規程 

102 「臨地実習」履修に関する規則 

103 「栄養教育実習」履修に関する規則 

104 岡山学院大学・岡山短期大学シラバス作成規則 

105 岡山学院大学・岡山短期大学シラバスチェック規則 

106 岡山学院大学・岡山短期大学 S-T シャトル・カード使用規則 

107 岡山学院大学管理栄養士国家試験受験対策ゼミに関する規程 

108 岡山学院大学管理栄養士国家試験対策ゼミ受講に関する規則 

109 岡山学院大学岡山短期大学懲戒に関する規程 

110 岡山学院大学・岡山短期大学入試事務室（アドミッション・オフィス）運営規程 

111 学校法人原田学園個人情報の保護に関する規程 

112 学校法人原田学園個人番号及び特定個人情報取扱い規程 

113 学校法人原田学園特定個人情報の取扱いに関する基本方針 

114 学校法人原田学園岡山学院大学岡山短期大学 IR＆EM 規程 

115 岡山学院大学岡山短期大学「ヒトを対象とする研究」に関する研究倫理審査委員会規則 

116 岡山学院大学岡山短期大学アセスメント・ポリシー 

117 岡山学院大学岡山短期大学スマートフォン使用規則 

118 学校法人原田学園岡山学院大学・岡山短期大学ガバナンス･コード 

119 原田学園ガバナンス・コード確認項目遵守状況点検規則 

 

平成 29 年 4 月 1 日から「組合等登記令」（昭和 39 年政令第 29 号）の一部が改正に伴い、寄附行為の

資産総額の変更にかかる登記の期限を会計年度終了後 3 月以内に変更したが、現在も決算及び事業の実

績報告は、毎年 5 月の定例理事会で監事の監査報告書と伴に理事会で審議決定し、同じく 5 月の定例評

議員会に理事長が報告し、諮問している。また、資産総額の変更登記においても、5 月末日までに行い、

さらに、本学Ｍ棟１階事務室において寄附行為に規定する財産目録等の備付及び閲覧を可能とし、情報

公開規程に従って財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び監査報告書等の閲覧等を可能と

している。なお、これらの書類は本学公式ウェブサイトで速やかに公開している。 

 

Ⅳ-Ａ-３ 理事は、法令等に基づき適切に構成されている。 

理事会は､岡山短期大学の学長､評議員の互選による 2 人（定数 2）及び理事会が選任した理事 3 人(定

数 2～4)を合わせて 6 人(定数 5～7)で構成している。 

理事長は、理事の互選（寄附行為の規定）により岡山短期大学の学長が掌り、法人を代表し、その業

務を総理している。また、寄附行為では、理事長は職務の執行を補佐させるため副理事長を指名するこ

とができることとしており、現在 1 名を任命している。 

理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときに理事長の職務を代理し又は理事長の職務を行う理

事（寄附行為の規定）を 1 人指名している。以上の通り理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理

している。 

理事は、「岡山短期大学幼児教育学科の教育方針」を理事会で制定施行したので、建学の精神、短期
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大学及び幼児教育学科の教育目標、学習成果、学位授与の方針と卒業認定、教育課程編成・実施の方針、

入学者受け入れの方針の共通認識を図っている。 

また理事は、理事会において組織倫理規則及び経営改善計画の中に教育の使命を掲げ、学園の管理運

営を図っている。 

理事は、寄附行為第 12 条第 5 項の規定に従い､昭和 25 年 4 月 1 日から起算して 4 年ごとに任期満了

し 4 月 1 日付で改選している｡従って､現在の理事は平成 30 年 3 月 28 日開催の旧定例理事会及び定例評

議員会において選任された理事である｡尚､寄附行為附第 5 条に定めるとおり､理事は、私立学校法第 38 

条（役員の選任）の規定に基づき選任されている。 

理事長は、理事のうち 1 人は理事の互選により選任する（寄附行為第 6 条）。 

監事の定数は 2 人（寄附行為第 5 条）と規定しており、理事、職員（学長、教員その他の職員を含

む）又は評議員以外の者であって理事会において選出した候補者のうちから評議員会の同意を得て理事

長が選任する。 

次の寄附行為第 12 条第 4 項第 1 号の役員の解任の規定は､学校教育法第 9 条（校長及び教員の欠格事

由）の規定に抵触しないよう、理事就任時にこれについて該当しないことを誓約書にして文部科学省に

届け出でているが、在任時の欠格事由にも寄附行為に準用して次のように定めている。 

役員が次の各号の一に該当するに至った時は､理事総数の 3 分の 2 以上出席した理事会において、理事

総数 3 分の 2 以上の議決及び評議員会に諮問してこれを解任し新たなる役員を選出し、これに充当する

ことができる。 

①法令の規定または寄附行為に著しく違反したとき 

②心身の故障のため職務の執行に堪えないとき 

③職務上の義務に著しく違反したとき 

④役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき 

 以上のとおり、理事は、法令等に基づき適切に構成されている。 

 

B 教学運営 

Ⅳ-Ｂ-１  学習成果を獲得させるために、教学マネジメントの確立に努めている。 

 本学においては、学長のリーダーシップのもと、「３つの方針」を通じた学習成果の具体化に努める

ための組織体制を整えている。この組織体制によって、教学マネジメントを支える基盤（FD・SD の高

度化、教学 IR 体制の確立）に努めている。 

具体的には、各教員は「３つの方針」を共有したうえで、各々の授業科目における教育内容を設定お

り、授業科目における学習成果・教育成果についても把握・可視化できるように授業参観を実施し、学

科の FD 会議において議論等を行っている。その成果については、毎年 12 月に実施される FD・SD ワ

ークショップにおいて全学的に共有され、さらなる改善につながるように体制を整えている。また、本

学学務課において IR 担当を設置、様々なデータの蓄積等を行い、教学マネジメント体制の確立に努めて

いる。 
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C ガバナンス 

Ⅳ-Ｃ-１ 監事は法令等に基づき適切に業務を行っている。 

 監事は、評議員会の同意を得て理事会において選出した学外の者 2 人（定数 2）がその任に当たって

いる｡平成 17 年 4 月から私立学校法の改正を受けて、文部科学省が開催した監事研修会に毎年出席しガ

バナンスの強化を図っている。 

学校法人の業務及び財産の状況について理事会及び評議員会に出席して理事の業務執行状況及び議題

によっては予算の執行状況を監査する。 

理事会及び評議員会に出席しての監事の意見は主として経営改善計画についてである。文部科学省に

経営改善計画の実施報告を提出する際に監事の所見を提出するので、理事会において所見を述べている。 

監事は学校法人監査基準の基に次の職務を遂行している。 

①この法人の業務を監査すること。 

②この法人の財産の状況を監査すること。 

③この法人の理事の業務執行の状況を監査すること。 

④この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告

書を作成し、当該会計年度終了後二月以内に理事会及び評議員会に提出すること。 

⑤第一号から第三号までの規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の

業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見し

たときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。 

⑥前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求す

ること。 

⑦この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して意見

を述べること 

また、第六号の請求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を理事会又

は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事

は、理事会又は評議員会を招集することができることになっているがこのような事例はない。 

さらに、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又

はこれらの行為をする恐れがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生じるおそ

れがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができることになっているが

同様に事例はない。 

 

Ⅳ-Ｃ-２ 評議員会は法令等に基づき開催され、諮問機関等として適切に運営している。 

評議員会は、理事長の諮問機関として 15 人の評議員(定数 15～20)で構成している｡15 人の評議員は､

本学の教職員 4 人(定数 3～5)､25 才以上の卒業生 2 人(定数 2)､理事から選任された理事 2 人(定数 2)､学

長 1 人(定数 1)､在学生の保護者 3 人(3～5)及び学校法人に関係ある学識経験者 3 人(定数 2～5)となって

いる。評議員会の会議は、寄附行為の規定及び理事会で制定施行した評議員会会議規則により開催運営

している。 

 評議員会の議長は会議のつど評議員の互選で定める。評議員会の会議は定例及び臨時会とし、定例会
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は毎年 3 月及び 5 月に招集する。臨時会は理事長が必要と認めたとき又は評議員総数の 3 分の 1 以上の

評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合に、その請求のあった日か

ら 20 日以内に招集しなければならないことになっているが、現在までその事例はない。 

理事長は、理事会で審議する前に、次に掲げる諮問事項についてあらかじめ評議員会の意見を聞かな

ければならないことになっており、評議員会の会議で了承を得た後、理事会を開催している。 

①予算、借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）基本財産の処分、

及び運用財産中の不動産及び積立金の処分並びに不動産の買受けに関する事項。 

②事業計画及び事業に関する中期的な計画に関する事項。 

③予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄に関する事項。 

④合併。 

⑤寄附行為の変更に関する事項。 

⑥理事の三分の二以上の同意による事由及び目的たる事業の成功不能の事由による解散。 

⑦残余財産の処分に関する事項。 

⑧役員に対する報酬等（報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手

当をいう。以下同じ。）の支給の基準 

⑨その他学校法人の業務に関する重要事項。 

また、理事会において議決された決算及び実績の報告は、理事長が監事の意見を付して評議員会に報

告し意見を求めることとなっている。 

 

Ⅳ-Ｃ-３  会計監査人は法令等に基づき適切に業務を行っている。 

 本学においては、会計監査人を 1 名が評議員会の決議によって専任されている。会計監査人は、私立

学校法の定めるところの、各会計年度に係る計算書類等及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作

成しており、適切に業務を行っている。 

 

Ｄ 情報公開 

Ⅳ-Ｄ-１ 短期大学は、高い公共性と社会的責任を有しており、積極的に情報を公表・公開して説明責

任を果たしている。 

学校教育法施行規則の規定に基づき、教育情報を公表し、私立学校法の規定に基づき、財務情報を公

開している。それらは本学公式ウェブサイトの「情報の公開等」で掲載している。 

また、財務情報は経理課の所在するＭ棟１階の事務室に備え置き、本学に在学する者その他の利害関

係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供することとしている。 


